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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

１．建学の精神・基本理念など本学が標榜する大学像（北海道工業大学の基本姿勢） 

 北海道工業大学（以下「本学」という）は、建学の精神を「本学は、全人教育の理念を

尊重し、科学的ヒューマニズムの精神に基づき、工学に関する基礎的知識に加えて、深く

専門の学術を研究教授し、広く応用能力を涵養して社会の指導的人材となるべき、創造的

知性と高潔なる道義心に溢れた、真に個性豊かな工業学徒を育成し、以って、人類文化の

進歩と日本の産業界の発展に貢献し、地域社会の開発に寄与することを使命とする」と定

め、北海道内唯一の私立工科系単科大学として昭和 42(1967)年 4 月に開学した。 

以後、この建学の精神に基づき、工学部６学科、大学院工学研究科修士課程５専攻、同

博士後期課程４専攻へと拡充展開を図ってきた（Ⅱ.1 本学の沿革 参照）。 

平成 10(1998)年度に開学 30 周年を迎えるに際して、21 世紀の新時代に対応していくた

めにそれまでの建学の精神を見直し、平成 11(1999)年 11 月 26 日に建学の精神を「本学は、

ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に据えて、工学に関する基礎知識

に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用能力を涵養して創造性豊かな学識と

健全な心身とを備えた有用な人材を育成することにより、産業界の発展と地域社会の活性

化に寄与することを使命とする」と改め、併せて以下の三箇条の基本理念を定めた。 

① ヒューマニティとテクノロジーの融合 

② プロフェッショナル教育の確立 

③ 地域社会への貢献 

平成 13(2001)年度には、この建学の精神と基本理念に基づきそれまでの工学部６学科を

工学部８学科に再編成した。しかるに、いわゆるグローバル化の潮流は年々勢いを増し工

科系大学に対する要請も大きく変容しつつある。加えて、高等教育のユニバーサル化の潮

流も予想を上回る速さで進展しつつあり、その対応策として高等教育機関の個性･特色の明

確化が求められている（平成 17[2005]年 1 月 28 日中央教育審議会答申「我が国の高等教

育の将来像」より）。 

 本学では、最近の教育実態に立脚しながら、北海道内唯一の私立工科系大学としてこの

二大潮流に適応可能な大学像を模索し、平成 18(2006)年度から「ファカルティ・ディベロ

ップメント委員会（FD 委員会）」を中心に全学的な検討に着手した。その結果、 

a) 建学の精神および中心的な理念である上記の基本理念①を引き続き堅持する、 

b) 時代の要請に応えるべく上記の基本理念②を骨子から大幅に改める、 

c) 科学・工学の面白さ・重要性に関して児童・生徒への啓発を強化すべく上記の基本

理念③の内容を拡充する、 

d) 建学の精神・基本理念・教育目的等、大学像の規定概念群を階層構造的に統括表記

する、 

の４点によった下記の「北海道工業大学の基本姿勢」を集約でき、平成 18(2006)年 12 月

15 日第 10 回教授会での制定を経て、平成 19(2007)年 4 月 1 日から施行し大学機能の強化

に供している。「基本姿勢」の具現化施策として、工学部８学科から４学部８学科への改

組再編（Ⅱ.2 本学の現況 及び Ⅲ.基準１参照）、本学における「成績評価と質の保証」

システムの策定（Ⅲ.基準３で詳述）について全学的な合意が得られ、平成 20(2008)年度
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から施行に移されている。 

 なお、大学院については平成 17(2005)年度にカリキュラムの大幅な改訂と専攻間での教

員の異動を行い、各学科との接続性と学術分野との整合性を調和させながら、従前の専攻

構成を継続してきた（Ⅱ.2 本学の現況 参照）が、修士課程２専攻を改組、平成 24 (2012)

年度より工学研究科修士課程６専攻体制に移行することとしている。 

 
 

北海道工業大学の基本姿勢 

１．建学の精神 

     本学は、ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に据えて、 

工学に関する基礎知識に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用 

能力を涵養して創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用な人材を育成 

することにより、産業界の発展と地域社会の活性化に寄与することを使命と 

する。 

２．基本理念 

・ヒューマニティとテクノロジーの融合  

自然を愛し、人と環境に調和した技術を開発し、社会的な広い視野の下 

での総合的な価値判断に基づく工学技術を展開する。 

・時代の要請に即したプロフェッショナル教育 

    大きな変容を遂げつつある時代の要請に即した教育組織構成の下で、学 

科ごとに教育目的と目的達成に向けた年次目標を明示し、北海道およびわ 

が国の活性化を実質的に支え得るプロフェッショナルを育成するための教 

育プログラムと教育環境を提供する。 

[時代の要請] 

活力の持続：科学技術創造立国の一翼を担う。 

安全安心の確保：人工構造物、自然、医療福祉、情報システム、エネル 

ギーの安定供給など、人間の活動・生活環境でのセキュリ 

ティを確保する。 

個性の尊重：個人が活き活きと自己を表現できる広義のデザインスキル 

の獲得を支援する。 

・地域社会への貢献 

産業界との連携により工学技術の教育研究を推進するとともに、寒冷地 

特有の技術の開発および生活を支える技術の啓発などを通して地域社会の 

発展に貢献する。 

３．教育目的 

時代の要請に即した専門領域で輝きながら、北海道およびわが国の活性化 

を実質的に支え得る人材を育成する。 

４．教育指針 

学科ごとのきめ細やかなカリキュラム、教育指導により、 

① 専門領域の基礎知識群とそれらの繋がり（知識の枠組み）を獲得する、 

② 自ら学習する能力（学習力）を身につける、 

③ 自分の得意分野を見出す、 

④ 自らの専門能力を高め、あるいは拡げる、 
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⑤ 専門能力を社会に役立てるために必要な関連知識とスキルを獲得する、 

ことを支援しながら、教育目的を達成する。 

５．教育の特色                    

(1) 学生の立場に基づく教育 

【教育システム】 

・専門領域ごとに最適設計された教育・学習プログラム 

・入学生の適性に応じたきめ細やかな教育・学習システム 

 ・転学科・進級リカバリーなど、修正・回復が可能な進級システム 

・少人数グル－プによる実験・演習を重視する教育プログラム 

【教育環境】 

・学習力醸成のための開放的でしっくり＊する自習環境 

・十分な広さ、居心地良さ、豊富な研究設備に恵まれた卒業研究環境 

注＊：「しっくり」に込められた意味 

  一人であっても数人であっても程よいスケールの空間 
       通りがかりや思い立った時に、身近にある空間 
       学習や WEB 利用など学生の多様なコミュニケーションに対応したしつらえ 

 (2) 高度技術化社会に調和するプロフェッショナル教育 

【教育システム】 

  ・技術者として重要な倫理観を育む教育プログラム 

  ・協働のためのコミュニケーション能力を育む言語教育プログラム 

【教育環境】 

・全学生ノ－ト PC 所有・充実した学内イントラネット環境 

・ユビキタスな e-Learning 環境 

 

 

２．北海道工業大学の使命と目的 

 １．に記した「北海道工業大学の基本姿勢」の立案過程においてその要旨と従前のもの

とを統合するとともに、学校教育法第 109 条の趣旨も追記し、《北海道工業大学学則 第１ 

章“目的および使命”》を以下のように改正して（平成 18[2006]年 11 月 30 日開催の第 9

回教授会）、平成 19(2007)年 4 月 1 日から施行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道工業大学学則 

第１章 目的および使命 

第１条 

北海道工業大学(以下「本学」という)は、ヒューマニティとテクノロジーの融合

を教育理念の中心に据えて、時代の要請に即した工学に関する基礎知識と専門的学

術を教授・研究し、高い応用能力と健全な心身を備え、得意分野で輝きながら活躍

できる人材を育成することを目的とし、もって北海道およびわが国の活性化を実質

的に支援することを使命とする。 

２ 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的および社会的使命を果たすため

に、教育研究活動等について自ら点検および評価を行い、その結果を公表する。 

３ 本学は、前項の点検および評価に加え、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣

の認証を受けた者による評価を受けるものとする。 
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３．北海道工業大学の個性と特色 

本学は昭和 42(1967)年の開学以来 40 年間、北海道唯一の私立工科系単科大学として、

時代の変化に適応すべく学科及び大学院の拡充･再編成を図りながら、一貫してエンジニア

の育成に努め、現在までに学部、大学院合わせて 29,000 名に及ぶ技術者や研究者を社会

に送り出し、北海道とわが国の活性化に寄与している。 

これまでの実績に立脚しながら、前記の「北海道工業大学の基本姿勢」及び《学則 第

１章“目的および使命”》を制定することで、本学の個性と特色を明確化し、持続的改革

の方向を提示している。 

「本学の基本姿勢」及び《学則 第１章“目的および使命”》を、「大学の個性・特色」

の側面から要約すると以下に帰着する。 

(a) 本学におけるエンジニア像 

「ヒューマニティとテクノロジーの融合」を中心的な基本理念に掲げ、エンジニアリ

ングを「自然科学と人文・社会科学の間に拡がる広大な生産から消費、持続可能な循環

社会、更には活き活きとした生活を支えるシステムに関わる方法・手段」のように広義

にとらえるとともに、グローバル化時代のエンジニアには、特定の領域での優れた専門

能力に加え、他分野の人々と協調して課題を解決するための協働能力が強く求められる

と考える。 

本学では学士課程を通して、21 世紀のグローバル社会に貢献できる専門分野における

理解力と推論力、更に高い倫理観を兼ね備えたプロフェッショナルの育成を目指してい

る。 

(b) 本学における教育方法 

本学では、専門分野に応じ学科・コースごとに最適設計された教育・学習プログラム

に加え、入学生の資質に応じたきめ細やかな教育・学習システムに基づき、教育及び学

習指導を行っている。また、学生が個々に友人や教員との対話を通じ、自ら積極的に学

習を進められるよう教育環境整備に力を注いでいる。 講義室の全席にキャンパス･ネッ

トワーク（学内 LAN）に繋がる情報コンセントを設備し、パソコン利用のマルチメディ

アによる授業方式を導入するとともに、キャンパス全体の有線・無線の IT（Information 

Technology）基盤を整備して学生の自学自習を支援している。更に、全教員が定期的に

全学生を対象に個別面談を行って学生個々の履修計画と達成度を確認し合い、個性に応

じた学習指導に努めている。 

(c) 本学における改革の原則 

本学では、時代の要請に即した専門領域で輝きながら北海道、及びわが国の活性化を

実質的に支え得るプロフェッショナルを育成するための学士課程を重視し、大学院を学

術の理論、及びその応用方法論の深奥を究めながら専門能力をより高める場と位置付け、

真に学生の立場に基づいた教育課程･学習システムの充実と学園生活の質（Quality of 

Campus Life：QoCL）の向上のため、組織的な改革をその内容・規模に応じて適宜積

み重ねていくことにしている。 
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Ⅱ．北海道工業大学の沿革と現況 

 

１．本学の沿革 

 
 

大正 13(1924)年 8月 

●伏木田隆作、自動車運転技能教授所

開設 

  ※当学園の創設 

昭和 11(1936)年 6月 

●各種学校に組織変更認可 

昭和 26(1951)年 5月 

●財団法人北海道自動車学校設立認可 

昭和 28(1953)年 1月 

●学校法人自動車学園に組織変更認可 

  設置校／北海道自動車短期大学 

北海道自動車学校 

昭和 28(1953)年 4月 

●北海道自動車短期大学開学 

  学科／自動車工業科 

昭和 31(1956)年 4月 

●北海道工業高等学校（現北海道尚志

学園高等学校）開校 

  課程／定時制 

  学科／自動車科 

昭和 32(1957)年 4月 

●北海道工業高等学校 通常課程設置 

  課程／全日制 

  学科／自動車科 工業経営科 

昭和 38(1963)年 4月 

●北海道自動車短期大学 学科増設 

  学科／自動車工業科第二部（夜間 

     課程） 

昭和 42(1967)年 4月 

●北海道工業大学開学 

  学部／工学部 

  学科／機械工学科 経営工学科 

昭和 43(1968)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

学科／電気工学科 

昭和 47(1972)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

学科／土木工学科 建築工学科 

昭和 48(1973)年 4月 

●北海道工業高等学校 学科設置 

学科／普通科 

 

 

昭和 49(1974)年 4月 

●北海道薬科大学開学 

  学部／薬学部 

  学科／薬学科 生物薬学科 

昭和 50(1975)年 4月 

●法人名称変更 

 学校法人自動車学園を学校法人北海

道尚志学園へ 

昭和 53(1978)年 4月 

●北海道工業大学 計算機センター

（現メディアセンター）開設 

昭和 55(1980)年 4月 

●北海道工業大学 寒地総合技術セン

ター開設 

昭和 60(1985)年 4月 

●北海道電波専門学校（現北海道総合

電子専門学校）設置者変更 

※昭和 30(1955)年開校、 

昭和 53(1978)年専修学校認可 

昭和 61(1986)年 4月 

●北海道工業大学 学科設置 

  学部／工学部 

  学科／応用電子工学科 

昭和 62(1987)年 4月 

●北海道工業大学 現図書館開館 

平成 2(1990)年 4 月 

●北海道工業大学大学院設置 

  研究科／工学研究科 

  専攻／電気工学専攻 

応用電子工学専攻 

建築工学専攻 

  課程／修士課程 

平成 4(1992)年 4 月 

●北海道工業大学大学院 専攻および

課程設置 

  研究科／工学研究科 

専攻および課程 

  機械システム工学専攻／修士課程

  土木工学専攻／修士課程 

  電気工学専攻／博士後期課程 

  応用電子工学専攻／博士後期課程

 

 

平成 6(1994)年 4 月 

●北海道工業大学大学院 専攻および

課程設置 

  研究科／工学研究科 

 専攻および課程 

  機械システム工学専攻／博士後期

課程 

  建設工学専攻／博士後期課程 

平成 13(2001)年 4月 

●北海道工業大学 設置学科改組 

  学部／工学部 

学科／電気電子工学科 

     情報ネットワーク工学科 

     情報デザイン学科 

     福祉生体工学科 

     環境デザイン学科 

     機械システム工学科 

     社会基盤工学科 

     建築学科 

平成 18(2006)年 4月 

●北海道工業大学 学科専攻設置 

学部／工学部 

学科専攻／福祉生体工学科 

義肢装具学専攻 

平成 19(2007)年 4月 

●北海道工業大学 学科名称変更 

 福祉生体工学科を医療福祉工学科

へ 

平成 20(2008)年 4 月 

●北海道工業大学 設置学部・学科改

組 

  学部および学科／ 

創生工学部 

    機械システム工学科 

    情報フロンティア工学科 

    電気デジタルシステム工学科 

   空間創造学部 

    建築学科 

    都市環境学科 

   医療工学部 

    医療福祉工学科 

   未来デザイン学部 

    メディアデザイン学科 

    人間社会学科 
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２．本学の現況 

 

（１）対象大学名    北海道工業大学 

（２）所在地      札幌市手稲区前田７条１５丁目４番１号 

 

（３）学部構成 

   学 部                    大学院 

創生工学部 工 学 部 工学研究科 

機械システム工学科 環境デザイン学科 機械システム工学専攻(修士課程) 

情報フロンティア工学科 情報デザイン学科 電気工学専攻(修士課程) 

電気デジタルシステム工学科 応用電子工学専攻(修士課程) 

空間創造学部 

医療福祉工学科 

(義肢装具学専攻) 土木工学専攻(修士課程) 

建築学科 建築学科 建築工学専攻(修士課程) 

都市環境学科 社会基盤工学科 機械システム工学専攻(博士後期課程) 

医療工学部 機械システム工学科 電気工学専攻(博士後期課程) 

情報ネットワーク工学科 応用電子工学専攻(博士後期課程) 医療福祉工学科 

(義肢装具学専攻) 電気電子工学科 建設工学専攻(博士後期課程) 

未来デザイン学部 

メディアデザイン学科 

人間社会学科 

 

（４）学部及び大学院の学生数 

      学 部                           （平成 23 年 5 月 1 日現在） 

学部名 学 科 名 入学定員 
編入学定員

２年次 

編入学定員

３年次 
収容定員 在籍学生数

機械システム工学科     130       1       2      527     495 

情報フロンティア工学科     120       1       2      487     448 創 生 工 学 部 

電気デジタルシステム工学科      80       1       1      325     311 

建築学科     130       1       2      527     399 
空間創造学部 

都市環境学科      90       1       2      367     170 

医 療 工 学 部 
医療福祉工学科 

(義肢装具学専攻) 

    100 

   (30) 

    1 

   (－) 

    1 

   (－) 

     405 

(120)  

    436 

    (129) 

メディアデザイン学科      80       1       1      325     391 
未来デザイン学部 

人間社会学科      70       1       1      285     181 

環境デザイン学科    －    －    －    －       2 

情報デザイン学科    －    －    －    －      16 

医療福祉工学科 

(義肢装具学専攻) 

   － 

   (－) 

   － 

   (－) 

   － 

   (－) 

   － 

   (－) 

      6 

     (1) 

建築学科    －    －    －    －      14 

社会基盤工学科    －    －    －    －       3 

機械システム工学科    －    －    －    －      17 

情報ネットワーク工学科    －    －    －    －      16 

工 学 部 

電気電子工学科    －    －    －    －       5 

合   計     800       8      12    3,248   2,910 

                                   ※( )内は内数 
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大学院                      （平成 23 年 5 月 1 日現在） 

研究科名 専 攻 名 入学定員 収容定員 在籍学生数 

機械システム工学専攻（修士課程）         7        14 16 

電気工学専攻（修士課程）         6        12 20 

応用電子工学専攻（修士課程）         6        12 18 

土木工学専攻（修士課程）         6        12 2 

建築工学専攻（修士課程）         6        12 10 

(小  計)      (31)      (62)     (66) 

機械システム工学専攻（博士後期課程）         2         6 0 

電気工学専攻（博士後期課程）         2         6 1 

応用電子工学専攻（博士後期課程）         2         6 2 

建設工学専攻（博士後期課程）         2         6 1 

工学研究科 

(小  計)      ( 8)      (24)       ( 4) 

合  計      39        86      70 

 

（５）教員数                         （平成 23 年 5 月 1 日現在） 

学部名 学 科 名 教 授 准教授 講 師 助 教 合 計 

  所属長 学長 1    -    -    - 1 

機械システム工学科 8 9 0 1 18 

情報フロンティア工学科 10 5 1 0 16 創 生 工 学 部 

電気デジタルシステム工学科 11 3 0 0 14 

建築学科 10 5 1 0 16 
空間創造学部 

都市環境学科 7 5 1 1 14 

医 療 工 学 部 医療福祉工学科 12 5 1 1 19 

メディアデザイン学科 10 2 2 0 14 
未来デザイン学部 

人間社会学科 6 7 0 0 13 

環境デザイン学科 0（ 3） 0（ 3） 0 0 0（ 6）

情報デザイン学科 0（11） 0（ 3） 0（ 1） 0 0（15）

医療福祉工学科 0（11） 0（ 4） 0（ 1） 0 0（16）

建築学科 0（10） 0 ( 4） 0 0 0（14）

社会基盤工学科 0（ 5） 0（ 3） 0 0（ 1） 0（ 9）

機械システム工学科 0（ 8） 0（ 8） 0 0（ 1） 0（17）

情報ネットワーク工学科 0（ 8） 0（ 4） 0（ 1） 0 0（13）

工 学 部 

電気電子工学科 0（11） 0（ 1） 0 0 0（12）

 高等教育支援センター 11（ 8） 1（ 9） 0（ 3） 0（ 1） 12（33）

合  計 86 42 6 3 137 

                            ※（ ）内の数は兼担を含めた数 

（６）職員数            （平成 23 年 5 月 1 日現在） 

 専 任 契約職員 派遣職員 合 計 

事 務 系 53 12 1 66 

医 療 系 1 0 0 1 

教 務 系 0 2 0 2 

合 計 54 14 1 69 
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Ⅲ．「基準」ごとの自己評価 

 

基準１．建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的 

 

１－１ 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

・「北海道工業大学の基本姿勢」を、学内全教職員がアクセス可能な学内 Web 版「北

海道工業大学規程集」の冒頭（総記）に収録し、更にその冒頭に建学の精神と基本理

念を明記し、大学運営の基本指標として周知を図っている。 

・新任教職員を対象とした年度始めのオリエンテーションで、企画室長から「建学の精

神・基本理念」について説明している。 

・大学案内書冒頭ページに、「北海道工業大学の基本姿勢」の全文を載せ、本学の基本

理念が「ヒューマニティとテクノロジーの融合」「時代の要請に即したプロフェッシ

ョナル教育」「地域社会への貢献」であることを表明し、社会に対する周知を図って

いる。また、平成 20(2008)年度から入学式での学長告示により、入学者及び保護者に

対して本学の教育研究の基盤をなす理念について理解を求めている。 

・本学ホームページ上の「大学概要」中に「北海道工業大学の基本姿勢」を配し（【資

料 1-1】）、建学の精神、基本理念とそれらに次ぐ教育目的、教育指針、教育の特色を、

学内外から容易かつ速やかに一覧できるように配慮している。 

 ・「基本姿勢」については、本学園共通の理念である「尚志の精神」と併せ本学ホーム

ページ「在学生情報サイト」中、学生便覧に相当する「HIT 教務ブック」に掲載し（【資

料 4-4】参照）、またその抜粋をパネルに刻み平成 21(2009)年度から講義棟入口壁面

に掲示している。 
 

（２）１－１の自己評価 

・建学の精神・基本理念については、学内学生・教職員はもとより、大学案内書、本学

ホームページなどを通して、学外にも広く周知されているものと自負している。 

・平成 17(2005)年 1 月 28 日の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」にも

対応すべく、従前の建学の精神・中心的な基本理念を継承しながら他の二つの基本理

念を大幅改正、拡充するとともに、新たに整備した教育目的、教育指針、教育の特色

を併記した「北海道工業大学の基本姿勢」により、大きな変容を呈しつつある時代に

即した本学の個性・大学像を明確化し得たと自己評価しており、このことは教職員に

はもとより、基準４で記述する学生対象の PF 面談等を通して学生にも浸透してきて

いる。 

・「基本姿勢」の検討と連繋をとりながら、その具現化のための教育組織の在り方につ

いて学内で議論を重ね、平成 20(2008)年 4 月より、それまでの工学部８学科構成から

工学系４学部８学科構成の新体制に移行した（【資料 3-9】参照）。 

学部は創生工学部、空間創造学部、医療工学部、未来デザイン学部の４学部、学科

の具体的構成は「Ⅱ.2 本学の現況(3)」のとおりである。 
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「基本姿勢」中の基本理念群の一つで、本学が貢献し得る「時代の要請」として掲

げた「活力の持続」「安全安心の確保」及び「個性の尊重」は、すべての学科に共通

する重要な課題であるが、「活力の持続」は主として「創生工学部」で、「安全安心

の確保」は主として「空間創造学部」と「医療工学部」で、「個性の尊重」は主とし

て「未来デザイン学部」で貢献すべく構成されている。このように、先の学部・学科

の改組再編は、建学の精神・基本理念を具体的に反映したものであると自己評価して

おり、更には新たな「時代の要請」を具現化すべく検討を開始している。 
 

（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・各種教育研究活動への建学の精神、基本理念の反映に際しては、「学部・学科の基本

姿勢」の見直しと併せ「その整合性」の検証が重要であり、教育研究組織の改組を視

野に入れた上で、問題点と改善案の収集・蓄積を継続する。 

・「本学の基本姿勢」を積極的に学外に紹介・発信しているが、その結果得られる批評

等の分析はこれからの不可欠な課題である。学園内外からの収集・分析方法に検討を

加えた上で本学の建学の精神、及び基本理念の妥当性を検証し、課題の整理を行う。 

・上記の収集・検証結果をもとに、建学の精神、基本理念の有効性、並びに改正の必要

性評価を継続しなければならず、取り分け、多面的に学園生活の質の向上を支援して

いくための根拠たるべき基本理念に追加すべき事項については、企画室より提案、可

及的速やかに全学的合意を得る。 

 

１－２ 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら

れているか。 

・本学《学則 第 1 章“目的および使命”第 1 条》に、「北海道工業大学は、ヒューマ

ニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に据えて、時代の要請に即した工学に

関する基礎知識と専門的学術を教授・研究し、高い応用能力と健全な心身を備え、得

意分野で輝きながら活躍できる人材を育成することを目的とし、もって北海道および

わが国の活性化を実質的に支援することを使命とする」と、建学の精神及び基本理念

に立脚した大学の使命・目的が定められている（【資料 1-3】参照）。 

・また《第 1 条第 2 項》に「自己点検および自己評価を行い、その結果を公表する」と

規定している。更に《第 1 条第 3 項》に「政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の

認証を受けたものによる評価を受けるものとする」と規定している。 

・本学《大学院学則 第 1 章“総則”第 1 条》に、「北海道工業大学大学院は、学部の

教育の基礎のうえに工学に関する高度学術の理論およびその応用を教授研究し、その

深奥を究めて産業・文化の進展に寄与することを目的とする」と、本大学院の目的が

定められている（【資料 1-4】参照）。 

１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

・本学ホームページの他、「在学生情報サイト」中「学生のキホン－在学生に関する諸

規定」に学則・大学院学則を掲載するとともに（【資料 5-1】参照）、「HIT 教務ブッ
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ク」にも「基本姿勢－教育目的」に加え「本学の目的と使命」を配し（【資料 4-4】参

照）、学生及び教職員への周知を図っている。大学院については「HIT 教務ブック」

に、諸規定を併せて掲載している（【資料 4-5】参照）。 

・学内 Web サイト上の「本学規程集」を通しても、教職員への周知を図っている。 

・平成 19(2007)年度から、学位記授与式での学長告示を通して、社会に巣立つ学生に卒

業後も努力のよりどころにしてもらうべく、改めて周知徹底を図っている。 

１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

・本学ホームページ上の「教育の特色」中に学則・大学院学則を配し、学外に《学則 第

１章“目的および使命”》を広く公表している（【資料 1-2】参照）。 
 

（２）１－２の自己評価  

・本学の使命・目的は学則あるいは大学院学則に明示されており、建学の精神・基本理

念同様、学内外に広く周知されている。 

・「北海道工業大学の基本姿勢」においても､“(3)教育目的”に「時代の要請に即した

専門分野で輝きながら、北海道およびわが国の活性化を実質的に支え得る人材を育成

する」を掲げ､“(4)教育指針”で教育目的を達成するための基本的な手順を示してい

るが、両者の達成・実現のために不可欠な「成績評価と質の保証」システムを、平成

20(2008)年度入学生から適用している。本学の「成績評価と質の保証」システムは合

目的性と具体性に富むものと自負しているが、新体制完成年度を迎え、このシステム

の確立・学内への浸透にも本学の「目的および使命」が大きく貢献していると自己評

価している（「成績評価と質の保証」システムについては基準 3-2-⑤で詳述）。 
 

（３）１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・教育目的「時代の要請に即した専門分野で輝きながら、北海道およびわが国の活性化

を実質的に支え得る人材を育成する」を実現するためには、学部・学科の特性・特色、

学部ごとに定めているカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシー、及び学科ご

とに具体的に定めている教育目的、教育指針等（基準 3-1 参照）に基づき行われてい

る教育活動を、検証しながら改善していくことが最も重要である。新体制完成年度を

迎え、また今回の「自己点検・評価報告書」の取りまとめに際し、FD 委員会を中心

に「学部・学科の基本姿勢」の確認作業を進めているが、毎年の自己点検・評価活動

を通じ（基準 2-3-① p.22、基準 7-3 に記述）各学科での教育活動の改善を支援する。 

・企画室では、日常的に組織の見直しの必要性を検討しており、大学を取り巻く環境の

変化に速やかに対応しながら、大学の使命・目的を効率的に実行し得る体制について、

検討結果に基づく整備を図る。 

 

［基準１の自己評価］ 

・本学の建学の精神・大学の基本理念、使命・目的は、「北海道工業大学の基本姿勢」

及び本学《学則 第１章“目的および使命”》により明確に定められ、入学式並びに

学位記授与式での学長告示・規程集・大学案内書・ホームページ等で学内外に広く周

知されてきた。 

・本学の建学の精神、基本理念、教育目的、教育指針、教育の特色を階層構造的に統括
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表記した「北海道工業大学の基本姿勢」は、本学の個性・大学像を分かりやすく示し

たもので、今後も本学の機能強化施策の立案・実施に大いに寄与し得るものと自己評

価している。 

 

［基準１の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・本学の改善・改革に際しては、中央教育審議会並びに大学分科会の答申内容・改善方

策等に常に着目しており、今後とも、「Ⅰ.3 本学の個性と特色」で述べた“本学に

おける改革の原則”に従って、時代の要請の変化を機敏に受け止め、着実に計画策定

に取り組んでいく。 

・北海道工業大学事業計画の策定等に際しては、本学の個性・大学像を明確化した「北

海道工業大学の基本姿勢」を策定基準の中心に据えており、その具現化施策の実施を

一層強化する。 

・本学の改革責任部署を学長直属の計画立案機関である企画室に一元化し、更には平成

22(2010)年 9 月に発足した「学園将来計画検討委員会」と歩調を合わせることで、改

善・改革の実効を高める。 
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基準２．教育研究組織 

 

２－１．教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・

目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関

係性が保たれていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等

の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

北海道工業大学は学校法人北海道尚志学園の設置校の一つであり、本学園は図 2-1-1「本

学園の組織図」に示すとおり構成されている（【資料 2-1】参照）。また本学の教育研究組

織は、図 2-1-2 に示すとおりである。〔図 2-1-1、図 2-1-2 とも平成 23 (2011)年 4 月 1 日現

在を反映〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-１-１ 本学園の組織図 
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図２-１-２ 北海道工業大学の組織図（【資料 3-1】より） 
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本学の組織運営は、学校法人北海道尚志学園の法人本部及び学園の設置する学校組織運

営の基本事項を定めた《学校法人北海道尚志学園組織規程》に基づいて行われており、ま

たその組織は適切に整備されている。本学の組織規程等をまとめた「北海道工業大学規程

集」は学内 Web サイト上で全教職員に対して公開されている。 

本学では、昭和 42(1967)年の開学以来、高度経済成長時代を背景に整備してきた６学科

（機械･経営･電気･応用電子･土木･建築の各工学科）編成の工学部を、平成 11(1999)年制

定の「新たな基本理念」（Ⅰ.建学の精神・基本理念等、p.1 に詳述）に基づき、高度情報

化・福祉・環境が重視される時代の要請に応えるべく、平成 13(2001)年度に【人間科学系

列：環境デザイン学科、情報デザイン学科、福祉生体工学科】、【基盤工学系列：建築学科、

社会基盤工学科、機械システム工学科】、【先端工学系列：情報ネットワーク工学科、電気

電子工学科】の３系列８学科に改組した（平成 20 年度募集停止）。 

この学科再編は、従前の学術分野ごとに配していた学科構成を、学生の卒業後の職業適

性や自らの役割を理解しやすく、果たしやすい学科群に再編成したもので、どの学科も技

術を人や環境、社会に調和させることを中心理念としていた。それはまた、社会における

技術者の役割をテクノロジーとヒューマニティの接点に置くことを意味する。工学は理系

領域という従来の枠組みを抜け出し、一人ひとりの資質と個性に応じサイエンスの視点か

ら、あるいは人間･環境･社会の視点から、時代が求める課題の解決に参画する多様なアク

セス、及びそれらの統合（シナジー）によって健全な技術の運用が可能になると考える。 

その後、平成 18(2006)年 12 月改正の「北海道工業大学の基本姿勢」（Ⅰ.建学の精神・

基本理念等、pp.2-3 に詳述）に基づいて、時代の要請に即したプロフェッショナル教育を

提供すべく、平成 20(2008)年度から【創生工学部】、【空間創造学部】、【医療工学部】、【未

来デザイン学部】の工学系４学部８学科構成に改組し、平成 20(2008)年 4 月に 1 期生を迎

えた（その経緯については「基準 1-1 の自己評価」、各学科の入学定員等については、Ⅱ.2 

本学の現況(4)に詳述）。専任教員数は 137 名である（平成 23[2011]年 4 月 1 日現在）。 

本学大学院の教育研究組織の構成についても、図 2-1-2 のように学術分野ごとに配備さ

れた専攻群から構成され、専任教員（137 名）の内 92 名が学部教育と兼務で担当してい

る。また図 2-1-3 に示すとおり、学部教育と大学院教育（修士課程、博士後期課程）は既

存の工学部（平成 23[2011]年 3 月卒が最後）と組織的な連携と運営が図られ、学生は大学

院進学時に自らの将来計画を再確認しながら、希望する指導教員の専攻を選択している。 

 

 

図２-１-３ 学部教育と大学院教育の連接 

【工学部】   【修士課程】      【博士後期課程】 
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２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上

の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

本学では平成 10(1998)年度に「大学活性化のための組織整備改革」に基づいた組織再編

が行われ（2-3 で詳述）、この中で「評議会」「教授会」「研究科委員会」が、教育研究上の

基本組織である学科、研究科を統合する全学的合意形成組織群として位置付けられた。各

学科では「学科会議」が専任教員を構成員として定期的に開催され、主任教授を議長とし

て運営上の諸問題を審議し、更に専任教員の意見を全学的課題の意思決定に反映させるボ

トムアップの経路にもなっている。また、平成 21(2009)年度には、「学内運営組織の再編

に係る基本方針」に基づいて、旧・総合教育研究部を「高等教育支援センター」へ組織改

編し同時に多くの所属教員を各学科に配属し、更に付属機関の六つの部を四つのセンター

（2-3 で詳述）に改編した（平成 20[2008]年度第 4 回、第 6 回教授会）。〔【資料 3-6】参照〕 

「評議会」は学長の諮問機関であり、月 1 回の定例開催の他、必要に応じ臨時に開催さ

れている。学長、副学長、各学科主任教授（内、各学部長兼務 4 名）、企画室長（副学長

兼務）、高等教育支援センタ－長、事務局長、及び学長が必要と認めた者として学内の北海

道尚志学園評議員を構成員とし、《評議会規程》に基づいて運用され、①管理・運営全般、

②将来計画、③人事、④財務計画、⑤予算審議、⑥国外および国内中・長期研修、⑦その

他必要と認める事項の審議を行っている。 

「全学連絡調整会議」は、本学の協議・連絡調整機関であり、学園評議員を除く評議会

構成員に加え 4 名の付属機関のセンター長（内１名は副学長兼務）で構成され、月 1 回の

定期開催に加え必要に応じ臨時に開催されている。《全学連絡調整会議規程》に基づいて

運用され、各センターの所管事項や教授会に付議する議案の協議及び連絡調整を行い、学

生の教育研究に直結する案件が相互に適切な関連性を保つよう十分に注意が払われている。 

大学管理に関し基本的な意思決定を行うため、《教授会規程》及び《教授会規程細目》

に基づき、次の二つの教授会が開催されている。「教授教授会」は教授のみを構成員として

必要に応じて開催され、①人事に関する事項、②その他重要な事項に関する審議を行って

いる。助教以上を構成員とする全学単位の「教授会」は、月 1 回の定例開催とし、①学術

研究に関する事項、②学生の入学、退学、休学、転学、転学科、除籍、表彰および懲戒に

関する事項、③学生の試験および卒業に関する事項、④学生の厚生補導に関する事項、⑤

研究生、科目等履修生および外国人留学生に関する事項、⑥学則に関する事項、⑦学長の

諮問した事項、⑧その他関連する事項の審議を行っている。なお、学部単位の「教授会（学

部教授会）」は、必要に応じて開催され、招集及び議長は学部長が当たっている。 

「研究科委員会」は《大学院研究科委員会規程》に基づき、大学院担当教授を構成員と

して月 1 回の定例開催とし、大学院に関連する①試験、入学、休学、退学、除籍、賞罰、

その他学生の身分に関する事項、②研究指導、学位論文および学位に関する事項、③本研

究科の専攻課程に関する事項、④その他の重要事項の審議を行っている。 

また「研究科委員会」に「専攻主任会議」が置かれ、大学院に関する管理・運営の大綱

および各専攻間の連絡調整、研究科委員会に付議する議案の調整、その他研究科長が諮問

する重要事項の審議を行っている。この「専攻主任会議」は各専攻主任を構成員とし、副

学長、事務局長の出席を得て、研究科長を議長とし必要に応じ開催されている。 

平成 21(2009)年度からの学生サポートセンター発足まで、全学的な教育実行に関わる付
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属機関として「教務部」が置かれ、教育課程の編成、年間行事予定の作成、履修登録、成

績処理、進級･卒業等の学籍処理など、教育と直結する諸問題に関する業務を推進し、以下

に列挙する教育機能強化のための改善策に取り組んだ。 

a) 学年制からセメスタ制への移行（各学期末進級・卒業審査） ：基準 3-2-③に記述 

b) 他学科配当科目履修制度の導入（卒業単位への包含）    ：基準 3-2-⑤に記述 

c) 初年次ガイダンス教育とフォローアップ教育の導入     ：基準 3-2-⑥に記述 

d) 「基礎数理演習」の導入（学力判定試験の結果に基づく数学基礎教育の体系化と 

習熟度別クラス授業の実施）   ：基準 4-2-①で詳述 

e) 「学習支援室」の開設（「基礎数理演習」等の個別補習を実施）：基準 4-2-①で詳述 

以上の様々な教育システム改善策は、従前からの本学の「教育の特色」を具現化するため

に実現されてきたものであるが、「本学の基本姿勢」中の「教育指針」「教育の特色」にお

ける、特に「学生の立場に基づく教育システム」をそのまま反映したものとなっている。 

なお、新発足の「高等教育支援センター」については次項の 2-2 において、付属機関・

各センターの役割については、2-3-①等で述べる。 
 

（２）２－１の自己評価 

・本学の教育研究組織は適切な規模と構成を有し、またそれは学生のニーズや地域、社

会の要請に応え、適宜に見直しが行われている。 

・本学の組織運営に関しては、平成 10(1998)年度の組織改革を契機として、「評議会」

を最高責任者である学長の諮問機関と位置付けており、迅速な“大学としての意思決

定”が可能である。また「全学連絡調整会議」は、付属機関等の組織間の連絡調整機

能を重視したものとしている。 

・「教授会」は、従前より人事案件を除き助教以上の全教員を構成員とし、また「研究科

委員会」は大学院担当教授を正規委員とし、大学院担当の准教授・講師も議決権は持

たないものの準構成員として参加することで、全学的な融和と意思疎通を図っている。 
 

（３）２－１の改善・向上方策（将来計画） 

・本学は平成 20(2008)年 4 月より４学部８学科の新体制に移行しており、 この再編に

伴い教育研究の基本組織も変更されているが、学部あるいは学科の構成についても、

全学的な見地から長期的な将来計画を踏まえた上で、本学の「基本姿勢」に沿った更

なる改組の検討を進める。 

・４学部体制への対応措置として平成 21(2009)年度から、2-2 及び 2-3 に記述するよう

に旧・総合教育研究部を「高等教育支援センター」に、また付属機関の６部を４セン

ターに改編したが、旧組織に比べて明確な効果を上げているとは言えず、継続的に組

織改編の効果を上げるよう見直しを図っていく。 

・大学院は、従前の工学部６学科体制に基づいて設置され、 図 2-1-3 のように平成 13 

(2001)年度からの８学科体制にも連接されてきたが、４学部８学科の卒業生を平成 24

年 3 月に迎えることから、平成 21(2009)年 12 月には「大学院整備検討部会（企画室

下部に設置）」から学部教育との一貫性等を考慮した再編案が学長に上申されていた。

これを受けて平成 23 年 1 月に新専攻主任予定者から成る「大学院改組準備委員会」

が設置され、従前の電気工学と応用電子工学の２専攻を新たに電気電子工学、情報工
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学、医療工学の３専攻に改組再編する設置届け出を行い、6 月末に文科省から設置可

能との返答を得て、平成 24(2011)年度からの新専攻への移行を待つのみとなっている。

〔【資料 3-3】参照〕 

 

２－２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。  
 

（１） 事実の説明（現状） 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

本学では、教養教育の理念を「学問の裾野を広げ、様々な角度から物事を見ることので

きる能力、自主的・総合的に考える力、的確な判断力を養い、自分の専門性の社会的な役

割を理解し、客観的に位置付けることの出来る人材を育てる」ことに置き、以下の具体的

指針に基づき「高等教育支援センター」（旧総合教育研究部、【資料 3-4】参照）を中心に

教育を行っている。 

a) 社会生活に適応するために必要な基本的知識 

b) 社会的に重要な特定のテーマや現代社会が直面する基本的な諸問題についての、多

面的な理解と総合的な洞察力と総合理解力 

c) コミュニケーション能力（他の意見を正確に理解し自らの主張を的確に表現する） 

d) 異文化理解、国際社会の重要課題への認識 

前述の平成 13(2001)年度の８学科への改組に際し、各学科の特色を最大に発揮するため

の教育課程が編成され、この中で専門教育科目は各学科の専門性と独自性が強いことから、

その基盤を強固にするために、基礎教育を含む全学的な一般教育科目を担当する組織とし

て「総合教育研究部（高等教育支援センターの前身）」が設置された。 

この「総合教育研究部」は、６学科当時の「教養部」を母体に編成されたが、その教育

目標は広義の一般教養のみではなく、工学系技術者として社会で要求される専門知識習得

のために必須となる、基礎能力の養成に重点が置かれた。このため、総合教育研究部には

人文社会科学、数学・自然科学、工学基礎、言語教育、及び健康科学の５部門が設けられ、

実効ある教育に当たってきた。平成 13(2001)年度からの再編８学科のカリキュラムでは全

学共通科目として、「基礎数理演習」「文章表現法」「工学基礎」（一部学科では名称が異な

る）が新たに導入され、工学部の学生にとって必須な数理解析能力、日本語運用能力、工

学系技術者としての常識などを身に付けさせ、その上で専門教育科目を学習できるように

教育課程を工夫し取り組んできた（基準 3-2-①に記述）。 

平成 21(2009)年 4 月からは４学部８学科体制に対応するため、上述の 4 項目に学部ごと

の特色が加味され、より体系的な教養教育を目指し（基準 3-2-①, ⑥で詳述）、「総合教育

研究部」は「高等教育支援センター」へ組織改編され、更に平成 23(2011)年 4 月からは、

既存の３グループの役割を明確にするために部門制を導入した（2-2-②で詳述）。 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

「高等教育支援センター」は、基礎教育を含む一般教育を担当する専任教員・嘱託教員

12 名、及び平成 21(2009)年 4 月から学科配属の兼務教員 21 名（旧総合教育研究部専任教

員）の計 33 名で構成され、教養教育、新入生学力調査及びそれに基づいた低得点者のフ

ォロー、学習支援室の運営などを担当し、責任者として高等教育支援センター長を配し、
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補佐役として 3 名のセンター主任（３グループの各責任者）を置いている。なお、兼務教

員は教養教育と各学科専門教育の橋渡し役として本学教育体制の特色となっている。 

このセンターでは、様々な学習履歴を持つ入学生に対してきめ細かな基礎教育を行い、

専門知識を学ぶために不可欠な基礎能力を養成している。高校卒業時の履修歴の多様化や

学力差の拡大に伴い、効果的な基礎教育を行うためには個々の教員の創意や工夫だけでは

不十分であり、組織的な取組みが不可欠になっている。組織的な責任体制を明確にするた

めに、各グループに責任者（センター主任）を置き、「グループ会議」を通して各担当分野

の教育を組織的に推進することで単位組織としての機能を有し、更に各グループの問題が

全体に及ぶ際や全体調整が必要な際には「高等教育支援センター会議」で検討が行われる。

なお、各部門及びグループの担当分野と教員構成は以下のとおりである。 

Ⅰ：リメディアル・基礎教育部門 

  a) 数学・自然科学グループ（専任教員 3 名,嘱託教員 2 名,兼務教員 10 名,計 15 名） 

b) 語学・人文社会科学グループ（専任教員 3 名,嘱託教員 3 名,兼務教員 8 名,計 14 名） 

Ⅱ：教職・健康科学部門 

c) 教職・健康科学グループ（専任教員 3 名,兼務教員 3 名,計 6 名） 

これらの各グループでは、関連する分野の教科（教育）内容、教科書、教材等の検討を随

時行うとともに、教育技術の向上を組織的に図る取組みも行っている。 
 

（２）２－２の自己評価 

・工学技術者としての専門教育を受けるために必要な基礎学力、社会人として必要な深

い教養と広い視野、そして国際人としての素養を養うため、数学・自然科学から、語

学・人文社会科学及び健康科学・教職課程まで多岐にわたる分野の教育が、「高等教

育支援センター」を中心として展開されている。 

・本学では、「高校卒業時の履修歴多様化、学力差拡大」に対応するために、新入生学力

調査を数学・英語・国語で行い、低得点者へのフォローとして、数学ではそれを基に

「基礎数理演習」を習熟度別クラスとし、更に理解度の低い学生や課題を独力で解け

ない学生などに対して、関連教員と大学院生チュータによる「学習支援室」が開設さ

れ、高い利用実績と教育効果を上げている。また、英語についても関連教員による学

習支援室での対応が行われ、国語については「文章表現法」等の授業の中で補習教材

によって行われ、教育効果を上げつつある。［基準 4-2-①で詳述］ 
 

（３）２－２の改善・向上方策（将来計画） 

平成 18(2006)年度入学生からのいわゆる“ゆとり教育世代”は、多くの大学に「高校卒

業時の履修歴の多様化や学力差の拡大」という問題を突きつけている。本学でも、専門教

育の学修に際しそのコア・カリキュラムの着実な修得のため、中等教育と高等教育の接続

問題が最重要課題となっている。 

一方、平成 20(2008)年度の４学部８学科への改組再編に伴い、本学における専門教育の

範囲は拡大し、専門教育のための基礎学力、卒業後に社会人として不可欠な教養の内容と

も、学部間での非均質化は避けられず、これらへの対応策として各学部との連携によりそ

の機能を強化すべく、従前の教養教育組織である「総合教育研究部」を平成 21(2009)年 4

月から「高等教育支援センター」へ組織改編して３系統のグループとし、更に平成 23(2011)
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年 4 月からはそれらの役割を明確にするために部門制を導入した。平成 23(2011)年度から

は、この組織を中心として新入生学力調査を数学・英語・国語の３教科に拡大しており（こ

れまでは数学のみ）、その教育効果については数か年の結果をもとに検証していく。 

 

２－３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要

求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

本学では、開学 30 周年にあたる平成 9(1997)年度に、「整備構想検討委員会」の下で「大

学活性化のための組織整備改革」が検討され、全学的合意を経て平成 10(1998)年度から実

行に移された。この組織改革は、 

① 標榜主題：『学生と教職員が希望をもって努力できる大学』の確立を目指して 

② 検討目標：大学の将来計画検討能力の向上 

         各組織の位置付け・役割が明確になる組織系統 

         効果的に運営しやすい組織構成 

         教育・研究動向に適応し得る組織構成 

③ 留意事項：計画・実行・評価の実効化 

         組織的性格（諮問・連絡調整・審議・決定）の明確化 

         組織間の連携性と独立性との調和 

        計画立案等における費用対効果意識の確保 

の理念に基づき、それまでの本学の組織を点検し、ポスト高度経済成長時代における地方

の工科系私立大学の在り方を検討する端緒を開くべく実行されたものである。その後、必

要に応じて随時、組織の統廃合・新設を行いながら（直近では平成 21(2009)年 4月に改編）、

現行組織（図 2-1-2）に至っている。 

学内各組織（各学科及び各専攻以外）の業務内容をこの“整備構想”の考え方に基づい

て整理すると、以下のように位置付けられる。〔【資料 3-6】参照〕 

a) 全学的合意形成組織群： 教授会(学部関連決定機関)、研究科委員会(大学院関連決

定機関)、評議会(学長の諮問機関)、全学連絡調整会議(連絡調整機関) 

b) 全学的業務運営組織群：  企画室、学生サポートセンター、入試広報センター、研

究支援センター、メディアセンター 

c) 課題対応組織群： 自己点検･評価委員会、ファカルティ･ディベロップメント委員

会、高大連携教育推進委員会、教職課程委員会、環境マネジメント推

進委員会、国際交流委員会、防火等管理対策委員会、人権委員会、内

部環境監査委員会、個人情報保護委員会、個人情報苦情対応委員会、

倫理委員会、危機管理委員会、公的研究費内部監査委員会、発明判定

会 

これらの学内組織は、主にそれぞれ定められた業務に関して学科群、大学院専攻群を支

援するため、関連する組織と連携している。次ページの図 2-3-1 に、各教職員の参加形態

を含めた教育研究組織間連携の基本形態を示す。 
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図２-３-１ 教育研究組織間連携の基本形態（【資料 3-6】より） 

 

1) 全学的業務運営組織群 その１；企画室 

「企画室」は、前述した平成 9(1997)年度の「大学活性化のための組織整備改革」の際 

に新設された。「大学活性化」すなわち全学的な教育研究機能向上のための組織であり、前

述のように「全学的業務運営組織群」に区分されるが、図 2-1-2 の組織図のように学長に

直結する審議機関で、専門事項を全学的見地で企画立案している。なお、企画室には、特

定の事項を審議するために「教育施設企画委員会」「情報技術企画委員会」「ホームページ

企画委員会」が置かれている。 

平成 13(2001)年度の８学科への改組再編、平成 20(2008)年度の４学部８学科への改組

再編は、企画室統括の時限的な専門委員会群及び将来計画検討委員会（基準 7-3-①に記述）

によってそれぞれ立案された。またこの間、各学科、各専攻、各部（現各センターの前身）、

及び各委員会からの教育研究計画または業務計画書を受け、「建学の精神」及び「基本理念」

の観点から費用対効果や緊急性等を評価し、全学の事業計画を策定してきた。 

教育機関における教育研究機能向上の取組みは、広い視野から総合的に行われる必要が

ある。本学では、企画室設立以前は各部局の観点で行われる傾向が強かったが、設立以後

は統一的理念に基づいて一元的に取り組まれ、また各組織の提案に対する採択及び実施結

果もフィードバックされ透明性が確保されている。企画室が中心となって、今までに取り

組んできた主な教育研究機能向上策を以下に示す。 

a) ポートフォリオ制度の導入                ：基準 4-3-④で詳述 

b) 自習環境の整備（30 箇所以上の多目的スペースの新設等）：基準 3-2-⑥p.37 に記述 

c) 教育研究設備の計画的整備              ：基準 9-1-①p.96 に記述 

d) 卒業研究ゼミ室・実験室の拡充・学科間アンバランスの修正 

e) 夢プロジェクトの創設                  ：基準 4-3-③に記述 

f) モバイル・キャンパス構想とその実現     ：基準 3-2-⑥、基準 9-1-①で詳述 

これらはいずれも、現在「本学の基本姿勢」として制定されている「教育指針」「教育の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： ／の上段は求心性 活動、下段は遠心性活 動 

           （ ）内は議論にあたっての見地、［  ］ は参加資格 

            評議＊ ：「種々の意見を交換して相談すること」 
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特色」の、幾つかの項目を直接反映した施策となっている。 

2) 全学的業務運営組織群 その２；四つのセンター（付属機関） 

平成 21(2009)年度に「学内運営組織の再編に係る基本方針」に基づいて、従前の付属機

関である六つの部（教務部・学生部・就職部・入試部・交流推進部・情報技術運営部）及

び情報技術センター、寒地総合技術センターは、四つのセンター（学生サポートセンター、

入試広報センター、研究支援センター、メディアセンター）に改編統合された。以下では

四つのセンターについて述べ、また各センターの扱う審議事項と構成員を表 2-3-1 に示す。

なお、2-2 で述べたように「高等教育支援センター」は、教養教育と専門基礎教育を直接

担当する教員組織であり、四つのセンターとは性格を異にしている。 
 

表２-３-１ 四つのセンター（付属機関）における審議内容と構成員 

セ ン タ ー 審   議   事   項 構  成  員 

学生サポートセンター 

・学生の教育に関すること 
・学生の生活に関すること 
・学生の進路・就職に関すること 
・学生の情報サービスに関すること 
・その他学生のサポートに関すること 
・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長（２名） 
・センター主任（９名） 
・学生支援グループ長 

入試広報センター 

・大学広報(就職支援広報を除く)に関すること 
・入学試験に関すること 
・出前講義に関すること 
・高大連携教育に関すること 
・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長（２名） 
・センター主任（11 名） 
・入試広報グループ長 

研究支援センター 

・研究支援に関すること 
・研究成果の発信に関すること 
・国内外の諸機関、団体との交流に関すること 
・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・センター主任（２名） 
・管理運営グループ長 

メディアセンター 
・図書館業務に関すること 
・情報教育に関すること 
・その他必要と認める事項 

・センター長 
・副センター長 
・学生支援グループ長 

 

各センターは、センター長、副センター長及び全学から選出された主任とその業務に対

応する事務局の各グループ長で構成される。「学生サポートセンター」は、従前の学生部、

教務部、就職部及び情報技術運営部の一部を統合した、在学生に直結する諸問題を扱う組

織である。「入試広報センター」は、大学広報、入学試験、高大連携教育等を担当する組織

である。「研究支援センター」は、研究支援、研究成果の発信等を担当する組織である。「メ

ディアセンター」は、図書館業務及び情報教育を担当する組織である。各センターでは、

表 2-3-1 に示す構成員（【資料 3-8】参照）によって、センター長を議長としてセンター会

議が開催され、担当業務に関する事項を審議し、その結果は「評議会」での審議、あるい

は「全学連絡調整会議」での報告やセンター間の連絡調整を経た後、人事案件については

「教授教授会」に、その他の案件については助教以上を構成員とする「教授会」での審議

案件として上程され、全学的な議決がなされる。大学院の教育・研究に関しても各センタ

ーは審議を行い、同様なプロセスを経て「研究科委員会」で全学的な議決が行われている。 

3) 課題対応組織群 

文字どおり、具体的な課題に焦点を絞った学長直属の審議機関であるが、主たる各種委
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員会には、全学から委員が選出されている。ここでは、大学運営の最重要項目である、学

内組織運営の自己点検・評価と全学的な教育方針の形成に深い関わりを持つ、以下の二つ

の委員会についてその概要を述べる。 

「自己点検・評価委員会」は、学内組織運営の自己点検・評価を担当する組織であり、

平成 6(1994)年から 3 年毎に、教員の研究業績と社会貢献に焦点を当てた「自己点検・評

価活動（その１：研究活動）」の刊行を続けてきており、現在は更に「組織として行ったこ

とに関する自己点検」、すなわち 

① 企画室が統括部局となって行った各組織からの提案に対する採択、及びその実施

結果に対する点検・評価 

② 現行の組織機能に関する点検・評価 

などについて力を入れる方針としている。 

「自己点検・評価委員会」には、実質的な審議と作業を担当する組織として「自己点検・

評価委員会幹事会」が設置されている。この幹事会は、幹事長、副幹事長と 11 名の幹事

から構成され、本学の教育研究活動等の状況を自ら点検評価することを目的として、「自己

点検・評価システムと実施に関すること」、「認証評価機関による評価の受審に関すること」

などを司っており、平成 20(2008)年 6 月にまとめた本学初の『自己評価報告書』の作成を

担当し、認証評価審査機関（JIHEE 日本高等教育評価機構）の現地審査において中心的メ

ンバ－として活動した。（基準 7-3 で詳述）。 

「ファカルティ･ディベロップメント（FD）委員会」は、学部及び大学院教育の不断の

向上を図るための FD を推進する組織であり、委員長、副委員長、各学科と高等教育支援

センターからの委員で構成され、「教育手段と教育環境の改善に関すること」及び「教育

成果の評価方法とその機能性に関すること」などの事項を審議している（基準 5-4-①で詳

述）。必要のある場合には、これらの審議事項に基づいて、各学科、各専攻等で「機関別

FD 研修会」が随時開催されている（全学開催総計は、平成 19 [2007] 年度が 44 回、20[2008] 

年度が 32 回、21[2009]年度は 43 回、22[2010]年度が 38 回）。「FD 委員会」ではまた、

授業に対する意見や要望を集めるために「学生による授業改善のためのアンケート」を、

平成 11(1999)年度からセメスタごとに実施している（基準 5-4-②で詳述）。更に平成

18(2006)年度から 19(2007)年度にかけて、「成績評価と質の保証のための基本フレーム」

（基準 3-2-⑤で詳述）として以下の項目、つまり 

a) セメスタ当たりの履修登録単位数の上限設定 

b) 成績評価項目と成績評価基準の全学的統一 

c) 成績表記における Grade Point(GP) と Grade Point Average(GPA)の採用 

d) GPA に基づく履修登録単位数の制限と修学指導方針（履修規程） 

が検討され、平成 20(2008)年度からの施行となった。 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習者の

要求に対応できるよう十分に機能しているか。 

本学では、次ページの図 2-3-2 に示すように、計画(Plan)-実行(Do)-点検・評価(Check, 

Action)のサイクルを企画機関、実行機関及び点検評価機関の各機関内で行うとともに、全

学的観点でもそのサイクルが実行される体制（Double PDCA Cyclic Loops）を採用してい

る。実行機関の各センターには、それらに対応する事務局各課があり、オープン化された
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窓口が学生との接点となっている。特に、29 教室配置の新講義棟では、１階の事務室で学

習や生活面での相談が気軽にできるようになっており、また、全学生に入学時に保有を義

務付けているノートパソコンのサポートのために、「ノート PC サポート室」を学術情報課

に併設している（基準 4-2-①に詳述）。事務局各課からは、学生からの要望、問題点など

が随時対応する学生サポートセンターに上げられ、改善策を講じるなどの措置が採られる

仕組みとなっている。このような仕組みによって、学内各機関は大学の使命・目的及び学

習者の要求に十分に対応し、それぞれの業務分野で着実にサービスや機能の向上が図られ

るよう努力している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２-３-２ Double PDCA Cyclic Loops（【資料 3-6】より） 

 

ここに示した“Double PDCA Cyclic Loops” は、全学的な PDCA 活動と学内各機関内

の PDCA 活動の併用が大学活性化に効果的との考えに基づいており、評価結果を次の計画

に生かしながら、大学活性化のための継続的な改革（スパイラルアップ）が図られる仕組

みとして機能している。この継続的な改革が、大学の使命・目的及び学習者の要求に対し

て、正常に行われているかをチェックするために「自己点検・評価委員会」、及び「自己点

検・評価委員会幹事会」の不断の活動が重要なことは言うまでもない。 
 

（２）２－３の自己評価 

・平成 9(1997)年度の“整備構想の基本理念”（p.19 の①～③）及び平成 21(2009)年度

の“学内運営組織の再編に係る基本方針”に基づいて行なわれた組織再編によって、

学内各組織はその役割を明確に定義され、十分な連携を保ちながら機能している。 

・最高責任者である学長が、企画室などからの提案を聴取し、全学的合意形成組織群（教

授会、研究科委員会、評議会、全学連絡調整会議）での審議、調整を経ながら、本学

の「目的および使命」に沿って、教育方針等の大学運営方針に関して責任ある意思決

定を行う体制が整備・維持されている。 

・全学的業務運営組織群（付属機関）の各センターは、重複業務の整理統合及び機能向
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上と効率化を目指して、従前の六つの部（教務部・学生部・就職部・入試部・交流推

進部・情報技術運営部）を四つのセンター（学生サポートセンター、入試広報センタ

ー、研究支援センター、メディアセンター）に再編統合した組織であり、特に「学生

サポートセンター」は在学生に直結する諸問題を専門的に扱う組織として一本化され

たもので、本学独自の特徴的な組織と言える。 

・「教授会」と「研究科委員会」は、学部教育担当及び大学院教育担当の全教員が構成

員となって開催され、全学の方針が明確にされその徹底が図られている。「学部教授

会」についても、その運営が軌道に乗りつつある。 
 

（３）２－３の改善・向上方策（将来計画） 

・新たな４学部８学科の下で、本学の「目的および使命」を効果的に達成すべく、平成

21(2009)年 4 月から６部を４センタ－に改編統合した。この中で、教務部・学生部・

就職部を統合した「学生サポートセンター」は、従前の３部の扱う業務が広範囲であ

ったことから、現状で十分に機能しているとは言い難く、より効果的な運営・高機能

化等について全学的に意見を聞くなど、またセンター長会議の明確化も視野に入れ改

善に向けた検討を加える。 

・本学の中期事業計画の策定は、学部・学科からの「教育研究計画」及び各センター・

委員会からの「業務計画」を基に企画室が立案し、評議会に諮った上で学長が決定し、

全学連絡調整会議に報告した後学内に公開されているが、この意思決定プロセスの中

で複数学部体制下での「本学の基本姿勢」の具現化を積極的に促進する。 

 

［基準２の自己評価］ 

・教育研究組織は、従前の工学部８学科から新たな４学部８学科への移行（完成年次平

成 23[2011]年度末）の中で見直しが図られ、円滑に機能してきたと自己評価している。 

・開学 30 周年を期に実施された「大学活性化のための組織整備改革」は、十分その目

的を果たし、本学は「学生と教職員が希望をもって努力できる大学」、更にはそのこ

とが「全学的な共通認識になり得た」ものと自負している。 

・企画室立案による事業計画を基盤とした大学運営は、各組織からの様々な提案を採

択・実現し、学生へのサービス向上と教育研究の充実を間断なくもたらしている。 

 

［基準２の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・新４学部体制においても、学長を最高責任者とする現行の全学的合意形成組織群の権

能、役割を維持し、教授会の開催は原則全学単位とするが、平成 22(2010)年度に改訂

した《教授会規程細目》では、「教育課程および教育の改善に関する事項」等を「学

部教授会」で審議することとしており、今後その実効を高めていく。 

・教育研究機能向上の取組みは、学部・学科の特性を重視しながらも、企画室を中心に

広い視野から全学的に検討を重ね、また実施されてきた。今後も「基準１の改善・向

上方策」にも述べたとおり、企画立案機能向上のため企画室の実質的な権能を高める

とともに、「北海道工業大学の基本姿勢」の具現化を立案基準に据え、組織改革を継

続する。 
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・上記の組織改革の一環として、教育のユニバーサル化の中で各学部との連繋により教

養教育の機能強化を目指すために、２部門３グループに再構築した高等教育支援セン

ターの充実をより一層図る。 

・「自己点検・評価委員会」は企画室と対極をなす組織であり、全組織に及ぶ統括的な

点検・評価を行ってきている。今後とも、企画室が立案し実施される短・中期事業計

画を主とする全学の諸施策に関する点検評価を継続することで、この委員会の実効化

を図り、日本高等教育評価機構で指定された全基準について 3 年毎に報告書を作成、

社会に公開する。 

・平成 20(2008)年度の機関別認証評価を受審した後、企画機関、実行機関、点検・評価

機関はそれぞれの活動を継続してきており、今年度の「自己点検・評価報告書」のと

りまとめが Double PDCA サイクルの大きな１ステップである。今後とも３機関のバ

ランスに留意し PDCA サイクルをより効果的に活用することで、永続的なスパイラル

アップを目指す。 

・学部教育については、多様な資質の学生を受け入れながらも高い付加価値を付けて社

会に送り出す、すなわち教育に力を傾注する大学としての使命と役割を学内すべての

組織が認識しているところであり、学外に対しても一層鮮明に打ち出していく。 

・大学院教育については、平成 24(2012)年度からの新しい体制の下で学部教育との一貫

性、及び社会的ニーズを念頭に置いた運営を目指す。 
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基準３．教育課程 

 

３－１．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、

学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定めら

れ、かつ公表されているか。 

本学の「建学の精神」は、「ヒューマニティとテクノロジーの融合を教育理念の中心に

据えて、工学に関する基礎知識に加えて、深く専門の学術を教授・研究し、広く応用能力

を涵養して創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用な人材を育成することにより、

産業界の発展と地域社会の活性化に寄与することを使命とする」となっている。この使命

を遂行するための基本理念として、「ヒューマニティとテクノロジーの融合」、「時代の要請

に即したプロフェッショナル教育」、「地域社会への貢献」が謳われ、本学の教育目的とし

て「時代の要請に即した専門領域で輝きながら、北海道およびわが国の活性化を実質的に

支え得る人材を育成する」と定められている。 

平成 20(2008)年度からの学科再編で新たに創設された４学部では、それぞれの「創部の

趣旨」の中で本学の基本理念・教育目的に立脚した、学部ごとの教育目的が明確にされて

いる。この教育目的は、より簡潔な形で各学部の「人材の養成に関する目的」として 《学

則 第 2 条の 2 》に規定されている。表 3-1-1 に「創生工学部の創部の趣旨」を例として

記載しているが、本学ホームページ（【資料 3-2】）はもちろん、「HIT 教務ブック」（【資料

4-4】参照）にも明記され入学時より学生に周知されている。表 3-1-2 は学則中の該当部分

であり、本学ホームページで公開されていることは基準 1 で述べたとおりである。 

 

表３-１-１ 新学部の「創部の趣旨」の例（創生工学部） 
 

創

生

工
学

部 

グローバル化が進展した 21 世紀では競争相手並びに市場が全世界にまたがるため、我が国の「活力の維持」の

ためには世界トップレベルの革新的技術を創生し、高機能・高性能・高品質なシステムやネットワークなどの「も

のつくり」に活用し続けることが も重要です。このため革新的コア技術に関する優れた専門性と、独自の発想
で課題を解決し「ものつくり」に活用できる能力をもったエンジニアがこれまで以上に強く求められています。

本学では、機械、情報、電気の３分野を「ものつくり」のための革新的コア技術に据え、学生諸君の適性を活

かしながら、学部独自の特色ある教育・学習を通じて、時代の要請に即した得意分野で輝きながら我が国および
北海道の活性化を支えるエンジニアを育成可能とするため、専門領域に応じて学科ごとに 適化されたカリキュ

ラムを備えた、機械システム工学科、情報フロンティア工学科、電気デジタルシステム工学科によって創生工学

部を構成することとしました。 

 

表３-１-２ 学則中の「人材の養成に関する目的」 

第２章 学部、学科、専攻、収容定員および人材の養成に関する目的 

第２条の２ 各学部の人材に関する目的は、次のとおりとする。 
（１）創生工学部は、人に優しいハードウェア・ソフトウェア技術、省エネルギー・省資源技術を軸としたものづくり

   のための革新的技術に関して優れた専門性を有し、独自の発想で課題を解決できる人材を養成することを目的と

   する。 
（２）空間創造学部は、グローバル環境に調和する空間・装置・コミュニティ創出技術および循環システム技術に関し

   て優れた専門性を有し、独自の発想で課題、特に積雪寒冷地固有の課題を解決できる人材を養成することを目的

   とする。 
（３）医療工学部は、高度医療に不可欠な工学的知識と応用能力、人間の運動機能の向上・支援に関する理論と技能を

   軸とした医療と福祉に関する専門性に優れ、チーム医療を総合的に捉えつつ次代の医療工学を創造・実践できる

   人材を養成することを目的とする。 
（４）未来デザイン学部は、現代社会が直面する問題解決のためのコミュニケーションスキル・マネジメントスキル・

IT スキルに関して優れた専門性を有し、多様な価値観に基づく豊かさの創造に寄与できる人材を養成することを

目的とする。 
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表３-１-３ 学科教育目的の例（創生工学部・機械システム工学科） 

教育 

目的 

機械システム工学は、あらゆる産業・工業の基盤となる学問分野であり、多種多様な領域を含んでいます。その

多様化に対応し得る応用力・創造力を身につけ、実践的に活躍できる技術者となるためには、機械システム工学

分野の基礎力を系統立てて学び、相互の関連性を理解することが必要です。従って、系統立てた履修をすること
に配慮し、主要な科目は可能な限り必修とし、卒業時には全員に幅広い産業・工業の分野で活躍しえる実践的な

専門知識、技術・技能を身につけたエンジニアを育成することを目的としています。 

 

それぞれの学科では、従前より本学の基本理念・教育目的を踏まえ、また新４学部にお

いては先に述べた各学部の「創部の趣旨・人材養成に関する目的」に立脚し、“プロフェッ

ショナル教育による想定プロダクト／卒業までの教育を通してどのような人材を育成する

か？”を明確にした上で、「教育目的」として「HIT 教務ブック」に明記している。表 3-1-3

には、｢創生工学部・機械システム工学科の教育目的｣を例として挙げている。〔【資料 3-2】

参照〕 

大学院については、専門的知識・スキルと総合化の能力、課題挑戦の積極性などを基本

として専攻ごとの「教育目的」が定められ、「大学院 HIT 教務ブック」に掲載されている

（【資料 4-5】参照）。平成 19(2007)年度には企画室が中心となり、それらを統合する形で

本研究科における教育目的を明確にし、《大学院学則 第 2 条の 2 》で「本研究科は、わが

国と北方圏における活力の持続、安全安心の確保、個人生活の充実に寄与する手法・技術

に関する得意領域で卓越した専門能力を有し、併せて他領域の人々と協働して課題を解決

するための豊かな学識を備えた高度な専門的職業人または研究者を養成することを目的と

する。」と定めている。この《大学院学則》もホームページを通し、広く周知されている。 

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて

いるか。 

上述した基本理念・教育目的を踏まえ、基本的な教育方針は「社会における自らの役割

を自覚したエンジニアの養成」に凝縮され、より分かりやすい表現で「教育指針」として

「本学の基本姿勢」の中に明確になっている。専門技術者にとって社会の仕組みと人間存

在の諸相についての理解が必須の要件であることを踏まえ、既に社会運営も個人生活も工

学技術を基盤として成立していることと、地球環境問題をはじめとする人類的諸課題の解

決に資することが今後の工学技術の大きな役割であることから、工学を文理の区分を越え

た総合の領域として捉えるべきであると認識し、新しい工学教育の確立を意図している。 

更に本学では、①「高度の専門技術教育」（specialist）、②「広いエンジニア共通基盤教

育」（generalist）、③「地球、生態、生活文化、社会構造などへの理解」をエンジニアリ

ング教育の基本軸として捉えてきた。学部 4 年間でこれら三つの柱を確かなものとするこ

とはおおよそ困難であり、各学科はそれぞれの特色を持って時代の要請に応えるべく独自

の教育目標を掲げ、この基本軸の中で①または②に重点を置いて教育課程を編成している。

すなわち卒業生のキャリア形成に当たって、資格取得がその前提または強く推奨される分

野においては、「広いエンジニアリング共通基盤」を中心として generalist の育成に主眼

がおかれる。一方、グローバル化する技術者市場の中で独創的な発想こそが重要と捉える

学科群では、specialist の育成を主眼として「高度の専門技術教育」を中心としている。

このことは当然各学科の教育目標にも反映されることとなり、エンジニアリング教育の基

本軸の中で目標を達成すべく、本学の理念に基づいてそれぞれの教育課程を展開している。

〔【資料 3-2】参照〕 
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平成 20(2008)年度からの新体制においては、学部ごとの「創部の趣旨」に加え、学部ご

との「教育課程の編成方針」も従前同様の視点から明確にされており、更に平成 21(2009)

年度には、中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」(2008.12.24)を受け、FD

委員会が中心となってこの『カリキュラム・ポリシー』を再確認するとともに、『学位授与

の方針（ディプロマ・ポリシー）』の本格的な議論を行った。その結果は、「知識・理解能

力」「技能・応用能力」「主体性・責任能力」の三つの観点から、学士課程で卒業までに学

生が身につけるべき学修成果の種類と水準を、学部ごとに策定する形で実を結び、平成

22(2010)年度より「HIT 教務ブック」上で在学生に周知されている。ここでは、未来デザ

イン学部における『カリキュラム・ポリシー』、『ディプロマ・ポリシー（初めの２項目は

人間社会学科該当分）』を、表 3-1-4、表 3-1-5 に例として挙げている。 

各学科の教育方針に関しては、基準 3-1-① に記述したそれぞれの学科の『教育目的』

を踏まえ、『教育指針（どのような学生をどのような基本教育方策によって想定プロダクト

につなげるのか？）』が定められている。表 3-1-6 には、「人間社会学科の教育指針」を、

先に記述した教育目的と併せまとめている。 
 

表３-１-４ 教育課程編成・実施の方針[ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾎﾟﾘｼｰ]の例（未来デザイン学部） 

教育 
課程 

編成 

・ 
実施 

の 

方針 

創部の趣旨に基づき、文理横断的なカリキュラムと実践的な教育手法を通じて、未来を切り拓く知識・スキル・
行動力を身につけるため、４つの科目群、「修学基礎教育科目」「外国語教育科目」「工学基礎教育科目」「専門教

育科目」によって教育課程を編成しています。「修学基礎教育科目」「外国語基礎科目」「工学基礎教育科目」は、

メディアデザイン学科、人間社会学科においておおむね共通したカリキュラム編成となっています。「修学基礎
教育科目」と「外国語教育科目」は、教養教育を目指した科目群です。これらの科目群では、専攻分野の専門性

に偏することなく広い社会的視野を涵養し、進化や変化を続ける社会にしなやかに適応するために求められる、

幅広い知識や教養、言語能力を身につけることにより全人的人間形成を目指します。 
中央教育審議会答申「新しい時代における教養教育の在り方について」(平成 14 年 2 月 21 日)において、教養

教育は「理系・文系、人文科学、社会科学、自然科学といった従来の縦割りの学問分野による知識伝達型の教育

や、専門教育への単なる入門教育ではなく、専門分野の枠を超えて共通に求められる知識や思考法などの知的な
技法の獲得」を目指すべきであると指摘されています。本学の「ヒューマニティとテクノロジーの融合」および

本学部の「時代の要請『個性の尊重』に即したプロフェッショナル教育」という、２ヶ条の文理横断的な教育理

念に根ざした本学部のカリキュラム編成は、まさしく専門分野の枠を超えて共通に求められる知識やスキル、思
考法の教育を基礎として位置づけるものです。さらに同答申中においては「各種のメディアや情報を正しく用い

て現実を理解する力を身につけること、国内外でのボランティア活動、インターンシップなどの職業体験、さら

には、留学や長期旅行などを通じて、自己と社会との関わりについて考えを深めることも教養を培う上で重要で
ある」と指摘されています。本学部においてはこの指摘に対応して、本学が長年培ってきた情報工学に関する研

究・教育を基盤とした「工学基礎教育科目」を編成し、メディアや情報を正しく利用し、現実を理解する力の育

成を図ります。また、人間社会学科においては特に「海外研修」や「インターンシップ」等の科目を配して、学
生が学内のみならず学外に出かけ、これから自らが担っていくべき社会を体験する機会を設けています。 

文系と理系の分類を超えて広い知識や教養の修得を目指した教育と、実践型科目を中心とした教育が融合した

本学部のカリキュラム編成は、答申が指摘する「新しい時代における教養教育の在り方」を体現したものという
ことができます。 

 

表３-１-５ 学位授与の方針[ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ･ﾎﾟﾘｼｰ]の例（未来デザイン学部） 

学位 

授与 

の 
方針 

各学科のカリキュラムに基づき、以下の学修成果（注 1）と所定の単位を修得した学生には卒業時に「学士（工

学）」の学位が授与されます。  

1.知識・理解能力（人間社会学科） 
企業、地域・国際、コミュニケーション、文化の各社会領域の組織活動・プロジェクト運営において求められ

るマネジメント分野における基本的・包括的な知識、理論、および、各社会領域の特性に応じた高等な知識を修

得している。さらに、それらの知識、理論を実社会において活用・応用するための知識や方法を修得していると
同時に、自他の活動・運営に対しても批判的に理解し改善していく能力を獲得している。  

2.技能・応用能力（人間社会学科） 

マネジメントやコミュニケーション、情報活用の知識や理論を応用しながら、プロジェクトの立ち上げや予測
不能な問題への対処等、組織活動のさまざまな局面において、組織のリーダーとして周囲と健全な人間関係や円

滑なコミュニケーションを図りながら、プロジェクトの円滑な運営のためにマネジメント能力を発揮する能力を

獲得している。  
3.主体性・責任能力  

協働グループ内、地域内での自らの役割・責任を的確に理解し、時々の学習の場面、業務の場面においてその

役割・責任を果たすため、修得した知識や技術を自然環境や社会環境とのかかわりの中で主体的に役立てていく
能力、および自主的な学習・討論を通して自らおよびグループの問題発見能力や問題解決能力を検証・強化して

いく習慣を身につけている。  
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表３-１-６ 教育目的・教育指針の例（未来デザイン学部・人間社会学科） 

教育 

目的 

人間社会学科は、個々の学生が社会において自らの能力を遺憾なく発揮し、我が国の活力ある社会形成に資する

ため、マネジメントの専門知識、工学および情報の知識と技法、コミュニケーション能力、思考活用能力を磨く

ことで、総合的な能力を涵養し、北海道および我が国の企業、地域社会を実質的に支える広義のマネジメントエ
ンジニアを育成することを目的としています。 

教育 
指針 

人間社会学科は、多様なキャリア･デザインに応えられる広範囲にわたる教育プログラムを用意しています。ま
た、効率よく実践的に学習することができる少人数教育や、海外研修、インターンシップ、プロジェクトゼミな

どの実践型教育を取り入れ、社会人として知識と実践の二つの側面から問題解決を可能とする総合的能力を育む

教育を行います。 

 

大学院については、先に述べた専攻ごとの教育目的、またその特性を踏まえて「教育指

針」が設定されており、「大学院 HIT 教務ブック」に明示されている（【資料 4-5】参照）。 

３－１－③ 教育目標が教育方法等に十分反映されているか。 

全学的な教育指針は、「学科ごとのきめ細やかなカリキュラム、教育指導により、① 専

門領域の基礎知識群とそれらの繋がり（知識の枠組み）を獲得する、② 自ら学習する能力

（学習力）を身につける、③ 自らの得意分野を見出す、④ 自らの専門能力を高め、ある

いは拡げる、⑤ 専門能力を社会に役立てるために必要な関連知識とスキルを獲得する、こ

とを支援しながら、教育目的を達成する」と定められており、これを受けて、各学科はそ

の特性に応じて独自の『教育・学習目標（学年ごとの到達目標＝想定プロダクトのマイル

ストン）』を定めている。〔【資料 3-2】参照〕 

平成 20(2008)年度からの新学科においても従前同様、学部ごとの「教育課程編成方針」

のもと、また従前同様、それぞれの「プロフェッショナル教育による想定プロダクト」「想

定プロダクトにつなげるための教育指針」に基づいて「学年ごとの到達目標」を設定し、

学生に入学時より周知している。表 3-1-7 は人間社会学科の例である。 

 大学院についても、3-1-①、3-1-②で記述したとおり専攻ごとの教育目的、教育課程編

成の基本的な考え方が明確になっており、それらに沿った形での課程別の「教育・学習目

標」を、「大学院 HIT 教務ブック」を通し大学院生に周知している（【資料 4-5】参照）。 
 

表３-１-７ 教育・学習目標の例（未来デザイン学部・人間社会学科） 
 

１年次 

どのようなキャリアにも必要とされる、修学基礎科目などを中心に学習します。また、専門教育科目の各
領域の導入科目を学習し、専門科目を学習可能とする基礎力を身につけるとともに、自分の得意分野を概

括的に把握して自分の目標を定めていきます。 

２年次 

専門教育科目が本格的に開講されます。自らのキャリア･デザインに応じた学習分野を選択しながら専門的

な知識やスキルを身につけていきます。また、それらの知識やスキルは、少人数の実践型科目であるプロ

ジェクトゼミにおいて応用しながら、実践的に身につけていきます。 

３年次 
より一層専門教育科目を重点化しながら学習を進めます。プロジェクトゼミでは自らテーマを決定し実践

していきます。以上の活動を通して卒業研究のテーマを決めていきます。 

教 

育 

・ 

学 

習 

目 

標 

４年次 
主に２年次から３年次にかけて行ってきた専門的な知識と、プロジェクトゼミを通して得た実践的な知識

を総合して、通年にわたる卒業研究に取り組み、教育目的を達成します。 

 

（２）３－１の自己評価 

・大学としての基本理念・教育目的・教育指針が「北海道工業大学の基本姿勢」の中に

明確に規定されており、また『教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー）』、『学

位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）』も学部毎に策定されている。更にはエンジニ

アリング教育の三つの基本軸を踏まえ、各学科の教育目的・教育指針が明確になって

いる。 
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・各学科は全学的な教育指針を受け、また学科の特性及び学科ごとの教育目的・指針に

基づいて、それぞれの年次における学習目標を提示する中で到達目標、独自に展開す

る教育方法を明らかにしている。更には 3-2-②に記述する「カリキュラム編成会議」

において、その教育課程について毎年見直しを行うことで 適な教育プログラムの設

計を目指している。 

・プロフェッショナル教育の理念に基づき、各学科・コースは入学した学生がどのよう

な能力（Outcomes）を体得して卒業するのか、卒業後の到達すべき目標となる技術

者像を明確に提示している。 

・以上の各学部の『カリキュラム・ポリシー』、『ディプロマ・ポリシー』、また各学科

の特性・特色、教育目的・教育指針、年次ごとの学習目標は、本学ホームページに加

え、入学時に USB で配付される「HIT 教務ブック」で全学生に周知されている。 
 

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

・大学院の教育目的・目標、教育課程の編成については、各専攻の特殊性を強く反映し

た形となっているが、「基準 2-1 の改善・向上方策」に記述したとおり、平成 24(2012)

年度から修士課程を新たな６専攻体制に再編成することとなっている。建学の精神や

基本理念あるいは本大学院の「目的と使命」に基づき、特に今回改組になった３専攻

では、新たな教育目的・教育課程の下でそれぞれの教育方法の確立を目指す。 

・地域社会への貢献、時代の要請に応える教育の観点からは、それぞれの分野の専門家

による実務的・体験的な教育の実践が望まれる。いずれも国家試験受験要件としての、

医療福祉工学科における病院施設での「臨床実習」、大学院修士課程建築工学専攻に

おける設計事務所での「建築実務実習」に加え、学部また大学院での幾つかの授業科

目の中で現場の技術者から、直接ホットな話題に触れることのできる場がすでに用意

されている。「FD 委員会」あるいは各学科 FD 活動において、このような専門家との

交流の全学的な普及、積極的に進める方策等の具体的な検討を継続する。 

・現８学科への再編に際し新学科においても「本学の基本姿勢」に基づく教育目的・教

育指針・学習目標を明確にし、また各学部における「教育課程編成・実施の方針」に

加え、平成 22(2010)年度から「学位授与の方針」を制定・施行しているが、完成年度

を迎えることもあり、鋭意見直し・改善を図ることが社会の要請、時代の要請に応え

る観点から不可欠である。 

 

３－２．教育課程の編成方針に則して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

学部における教育目標・教育方針、各学科の教育指針・教育課程編成方針を具現化する

際、①「課題の解析、更には展開するための能力」の体得を目標とした、工学共通の基礎・

各学科の基礎となるスキルから専門領域までを総合し 適化された教育・学習プログラム、

②「学問としての知識の集積のみではなく、自主的な問題設定能力と自ら学ぶ姿勢」涵養

のためのきめ細やかな基礎教育・学習システム、並びに、③「技術者として不可欠な倫理

観、多様な領域の専門家との協働のためのコミュニケーション能力」を育成する教育プロ



北海道工業大学 

-31- 

グラム、以上の３点が体系的な教育課程編成のための共通の基本事項と認識している。 

これらは、「本学の基本姿勢 ５．教育の特色」の中に、平易な表現で明確に組み込ま

れている（3-2-⑥参照）。 

平成 19(2007)年度入学生までの教育課程は「一般教育科目」及び「専門教育科目」に大

別されており、前者の科目群についても、上述の教育課程編成に際しての基本事項に沿っ

た形で、各学科の特性・視点に基づき学科単位で編成されている。従って、各学科共通で

開講される科目に対しても、学科独自の特色を含めることが可能となっている。平成

20(2008)年度入学生からの新学部・新学科においては、次に述べる新たな区分が設けられ、

また学部の独自性により一般教育科目の再構築がなされたが、教育課程編成に際しての基

本事項③の考え方に基本的な変更はない。 

各学科の教育課程編成においては、多様な数理科学系・自然科学系科目を基盤に、『専

門分野の包括的な構成を理解させるための入門科目－学科コア・カリキュラム－系統的専

門科目群（講義・実験・演習）－課題演習型科目群』を軸として「創造性豊かな人材育成

のための教育」を体系的に展開するように構成している。更に平成 20(2008)年度以降入学

生の教育課程は、3-1-②に記載の教育方針とエンジニアリング教育の三つの基本軸、及び

先に述べた編成に際しての三つの基本事項を踏まえ再構築されている。４学部への再編に

伴い、従前の一般教育・専門基礎教育科目については、学部ごとに「修学基礎教育科目」

「外国語教育科目」「工学基礎教育科目」等の明確な区分が設定され、これらを学部内共通

科目とすることでより体系的な教育課程を構築している。 

専門教育科目については、６学科がコース制を採用したこともあり、これまで以上に学

科の視点を明確化した『系統的必修／選択的必修科目』の充実が図られている。基礎教育

に関しては、学科の特性を踏まえ「基礎数学」「基礎物理学」等の理数系科目を配置する一

方、いわゆる「ゆとり教育」に対応するため、特に数学系科目の高校との接続を重視した

体制を整えている。平成 17(2005)年度より「基礎数理演習（またはキャリアスキル）」を

全学科で導入(基準 4-2-①で詳述）したが、新体制の下では三つの学部においてこの科目

の開設が継承されている。 

基本事項②に関しては、平成 13(2001)年の新学科発足以降“入学生が早期に大学のシス

テムを理解し、学生が自らの意識の切り替えや意識の向上ができるように”ガイダンス内

容の精査・充実、更には継続的なフォロー、また各専門科目学修への確実な動機付け、自

ら学ぶ積極性の体得をも狙いとして「フォローアップ教育」の充実を図ってきた（3-2-⑥

で詳述）。専門教育入門科目の一部は、「フォローアッププログラム」として位置付けられ

ている。これら入門科目に加え、「基礎数理演習」を含む学科間共通的な基礎教育科目は、

本学カリキュラムの“導入教育プログラム”を構成している（基準 4-2-①で詳述）。 

３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

教育課程は、毎年 7 月に学生サポートセンターからの依頼により各学科において見直し

が行われ、科目間相互の関連性、接続性に配慮した授業の構成を学科としての組織の責任

において立案、「学生サポートセンター会議」「教授会」の議を経て改訂されている。 

授業の内容は、「HIT 教務ブック」中の授業計画書（シラバス）により周知されており、

本学ホームページ「在学生情報サイト（HIT ナビ）」で公開されている（【資料 4-4】参照）。

平成 13(2001)年度に「FD 委員会」での議論を経て、それまで書式の統一のみであったシ
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ラバスの作成に関し査読システムが導入された。シラバスは所定の書式で科目担当教員に

よる執筆の後、学科教員同士によるピアレビューを経て策定されている。 

なお、平成 20(2008)年度からは新体制発足に合わせて新入生に対するシラバスの様式に

改善を加え、予習・復習事項を含む授業計画を充実させるとともに、各科目の達成目標・

履修上の留意点などをこれまで以上に明確化することとした。各科目の達成目標は、学科

の「教育目的」「教育指針」「教育・学習目標」に沿って「学科カリキュラム編成会議」に

おいて、学科の責任で決定することとしている。〔【資料 4-9】参照〕 

大学院についても、同様な手続きで授業計画書が作成され、便覧と併せた「大学院 HIT

教務ブック」として大学院生に公開されている（【資料 4-5】参照）。 

３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

本学は平成 9(1997)年度よりセメスタ制を採用しており、学期を基本的には前期（4 月 1

日から 9 月 30 日まで）、後期（10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）に分け、年間の授業を

行う期間を 35 週にわたるように設定している。前・後期それぞれの授業日数は、定期試

験期間を含めずに 15 週を確保している。年間行事予定など学生生活に必要な情報は、本

学ホームページ「在学生情報サイト（HIT ナビ）」（【資料 7-2】）で公開されている。 

３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用され

ているか。 

本学の授業は、１講の単位を 90 分とし、単位換算における 2 時間としている。授業科

目の単位数は、《学則 第 9 条》に定められている。1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必

要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ教育効果、授業時間外

に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算している。 

① 講義については 15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

② 演習については 15 時間または 30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

③ 実験、実習、実技および製図については、30 時間または 45 時間の授業をもって 

1 単位とする。 

ただし、卒業研究については上記の規定にかかわらず、学修の成果を評価して単位を授与

するものとし、これに必要な学修等を考慮して単位数を定めている。 

成績評価については、授業担当教員が定期試験、中間試験、レポート、平常の演習課題

等をもとに総合的に行っており、その基準は授業計画書（シラバス）に明示されている。

また、同一名の授業科目を複数教員が担当する場合には、シラバスの共通化と成績評価基

準の統一化を図っている。 

成績の評定については、従前より平成 19(2007)年度入学生までは 50 点合格制を採用し

てきた。0 点から 100 点の 5 点刻みの評点とし優・良・可及び不可の評定を行っている。

学生及び保護者に報せる学業成績表には評点を記し、学習指導に活用している。学内での

成績総合評価及び対外的な成績証明書には、成績評定を用いている。〔【資料 4-6】参照〕 

本学では、平成 18(2006)年度より「FD 委員会」を中心に議論を重ねた結果、新しい「成

績評価と質の保証」システムを構築し 20(2008)年度の入学生から適用を開始している（【資

料 4-1】参照）。本システムにおいては、成績評定基準の改善とともに、GPA 導入を含む

「望ましい成績評価」を目的として 60 点合格制に移行している（3-2-⑤に記載）。 

新４学部各学科の進級基準は表 3-2-1 に示すように規定されており、これは「HIT 教務



北海道工業大学 

-33- 

ブック」に学年別開講単位数、また次に示す卒業要件単位数と併せて明記されている（【資

料 4-7】参照）。既存工学部においても、同様の形で定めていた。 

卒業に必要な総単位は各学科とも 124 単位以上と《学則 第 11 条》に定められているが、

平成 18(2006)年度に開設した医療福祉工学科の義肢装具学専攻では、国家資格である義肢

装具士の受験要件を満たすために卒業基準を 138 単位、同じ医療福祉工学科の医療工学コ

ースにおいても臨床工学技士の受験を目標とするため 128 単位としている。また新４学部

の卒業のための付帯条件が、各学科別に表 3-2-2 に示すように定められている。〔《履修規

程 第 25 条》、【資料 5-2】参照〕 
 

表３-２-１ 進級基準のまとめ（新４学部） 

進 級 基 準  低 単 位 数 
学  科 

１年→２年 ２年→３年 ３年→４年 

機械システム工学科 32 64 104 (※） 

情報フロンティア工学科 32 64 100（必修 36） 

電気デジタルシステム工学科 32 64 (※） 100（必修 18） 

建築学科 33 (必修 26 ※) 70 (必修 58 ※) 106 (必修 82 ※)

都市環境学科 必修 26 必修 55 100 (必修 70) 

医療工学コース 43 (必修 41 ※) 80 (必修 78 ※) 112 (必修 85 ※)医療福祉 

工学科 義肢装具学専攻 50 (必修 50 ※) 90 (必修 90) 120 (必修 119) 

メディアデザイン学科 30 60 100 

人間社会学科 30 60 100 

                                           ※ 付帯条件有 
 

表３-２-２ 学部卒業付帯条件一覧（新４学部） 

付 帯 条 件 
学  科 

専門教育科目以外 専門教育科目 

機械システム工学科 科目区分毎に条件有 ｺｰｽ共通：32 単位以上、自ｺｰｽ：16 単位以上

情報フロンティア工学科 科目区分毎に条件有 ｺｰｽ共通：20 単位以上、自ｺｰｽ：10 単位以上

電気デジタルシステム工学科 44 単位以上 ｺｰｽ共通,自ｺｰｽ,卒業研究を含め 60 単位以上

建築学科  92 単位以上 

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ   都市環 

境学科 土木ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ 29 単位以上 都市環境系：10 単位以上、土木系：12 単位以上

医療工学コース  専門基礎教育科目と併せ 95 単位以上 医療福祉 

工学科 義肢装具学専攻   

メディアデザイン学科   

人間社会学科   

 

大学院修士課程については《大学院学則 第 23 条》に定められ、本大学院に 2 年以上在

学し、教員指導のもと各専攻の定める基準により 30 単位以上を修得し、必要な研究指導

を受け修士論文の審査及び 終試験に合格することで修士（工学）の学位が授与される。

大学院の成績評価に対しても、その実質化を目指し「成績評価の基本フレーム」を策定し

ている。なお、この点に関しては次項で触れることとする。 

博士後期課程についても《大学院学則 第 23 条》に定められ、本大学院に 5 年以上在学

し、教員の指導により特別研究 1 科目（4 単位）を選択し、特別講義からは選択した特別

研究と同名の特別講義を含め 2 単位以上、合計 6 単位を修得し、かつ必要な指導のもとに

研究業績を上げたうえ、博士論文の審査及び 終試験に合格することで博士（工学）の学

位が授与される。更に、在籍期間に関する特例措置も設けられている。 
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３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫

が行われているか。 

平成 19(2007)年度より、履修登録の際に「学修の質の保証」の観点から登録単位数に上

限を定めている。教職科目、外部試験合格による認定単位等を除き、①１年前期から２年

前期までは１セメスタ 26 単位、②２年後期から３年後期までは１セメスタ 24 単位として

いる。この上限単位設定は平成 19(2007)年度入学生からの適用であるが、それ以前の入学

生に対しても、無理のない履修計画の立案をガイダンス等で指導するともに、「ポートフォ

リオ個別面談」（基準 4-3-④で詳述）時に担当教員による個別指導も行っている。 

なお、3-2-④で記述したとおり、平成 20(2008)年度入学生からは新しい「成績評価と質

の保証」システムを適用しており、これに伴い医療福祉工学科を除く７学科では、履修登

録単位数の上限を統一化しすべてのセメスタにおいて 24 単位としている。医療福祉工学

科については、臨床工学技士・義肢装具士の受験に伴う修得科目数が多いことを考慮し特

例を設けている。〔【資料 4-7】参照〕 

新しい「成績評価と質の保証」システムにおける新たな成績評定を表 3-2-3 に示してい

るが、ここで、QfGP 表記は学生の特長に焦点をあてた本学独自の成績表記手段である。

この値から算定される総合成績評価指標 QfGPA を含め、ここでは、以下にその要点をま

とめることとする。〔詳細については【資料 4-3】参照〕 

  a) 第一のポイントは、成績評価の項目を全科目にわたって類型化したことである。す

なわち、下位レベルから「個々の知識／スキルの量と正確性」「知識体系の獲得度」「解

析力」「実践力／構成力」「展開力」の５項目にわたる獲得すべき能力構造を明確にし、

全教員が統一的な考え方で学修指導に当たるように改めた。 

b) 成績表記については、各授業科目において上記の成績評価項目を踏まえた達成目標

を明確にした上で、GP 表記を導入した。すでに記述したように、本学では、「得意分

野を見つけやすい」「達成感を獲得し易く意欲を湧出しやすい」との基本的な考えによ

り従来は 50 点合格制度を採用してきたが、新システムでは「達成目標を超えている」

領域を新たに追加し、60 点合格制に変更した。 

c) 総合成績評価指標については、「学生自身が得意分野を見つけたこと」に配慮し、

学生の特長に焦点を当てた評価指数“Quality focused GPA”を、本学独自の指標と

して採用した。この値は「各科目 QfGP 値の単位重み付き二乗平均の平方根」として 
 

表３-２-３ 成績評定（平成 20 年度入学生から適用） 

QfGP 表記 GP 表記 評点 

（特別加点を含む） 評定 QfGP 評定 GP 
判 定 

101 ～ 110 S+ 5 

90 ～ 100 S 4 
秀 4 

80 ～ 89 A 3 優 3 

70 ～ 79 B 2 良 2 

60 ～ 69 C 1 可 1 

合 格 

45 ～ 59 D 

0 ～ 44 E 
(不可) 

欠席過多等失格 F 

履修放棄等失格 X 

0 

(失格) 

0 不合格 

※ 評点 100 点を超える特別加点は２年次以降開講の専門教育科目にのみ適用 
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定義され、教育目的の中で「専門領域で輝きながら」と表現されている特質を反映し

たものである。この“QfGPA”の導入は、「学修の質の向上」に直結することを狙い

としており、この値が低い学生にはセメスタ当たりの「履修登録上限単位数」に制限

を加える履修制度となっている。 

d) 更に、「合格の 低レベル C（可に相当）」となった科目については、再度挑戦する

ことを可能にした「特定履修・再履修制度」を導入している。 

大学院修士課程における成績評価の方法も、「大学院 HIT 教務ブック」に明記されてい

る（【資料 4-8】参照）。成績評定は、優、良、可、不可の 4 種類であるが、この成績評価

についても「FD 委員会」を中心に議論を重ね、「本学大学院の成績評価の基本フレーム」

を制定、平成 21(2009)年度より施行している。「講義科目/実務実習科目」「研究促進科目」

「学位研究」それぞれに対し、学部と同様、成績評価の項目を類型化し評価配点標準を明

確にしている。〔【資料 4-2】参照〕 

なお本学では、教育効果向上の目的で、通常の開講科目に対する単位認定の他に、以下

に示す特に定めた単位認定の取扱いを行っている。 

1) 上級学年次配当科目 

原級留年あるいは休学をしたことのある場合に限り、特別措置として規定された条件に

より上級学年次配当科目の履修を認めている（《履修規程 第 8 条》）。 

2) 他学科配当科目及び特別科目 

自学科配当科目と内容が著しく重複しない他学科配当の専門教育科目を、通算して 10

単位まで履修し進級・卒業要件単位として算入することができる。また、教育課程表の配

当科目とは別に開設される「特別科目」も、上記 10 単位に含めることができる。また、

フィンランド・オウル工科大学との提携による特別科目を開設しているが、これについて

は基準 10-2(p.98)に記述している。〔《履修規程 第 7 条、第 10 条》〕 

大学院修士課程においても指導教員が必要と認めた場合、「研究科委員会」の審議を経

て他の専攻の修士課程、または学部の授業科目を指定して履修させ、10 単位を超えない範

囲で修了要件単位に算入できることが《大学院学則 第 20 条》に定められている。 

3) 他大学等における既修得単位の取扱い 

教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における

学修、その他文部科学大臣が別に定める学修、入学前に大学または短期大学において履修

した授業科目について修得した単位（科目等履修生としての単位を含む）を本学における

授業科目の履修とみなし、単位を与えることができるよう、《学則 第 13 条及び 14 条》で

定めている。なお、これらの単位の上限は合わせて 30 単位までと定めている。 

大学院修士課程においても、教育研究上有益と認めたときは他大学の大学院の授業科目

を当該大学院と予め協議の上、同様に取り扱いできることを《大学院学則》で定めている。 

4) 外部試験の成績による単位認定 

文部科学大臣認定の実用英語技能検定（準２級以上）に合格した学生に対して、学生か

らの申請があった場合、英語の授業科目の振替単位として、「学生サポートセンター会議」

「教授会」の議を経て認定している。また《学則 第 13 条》に規定する「文部科学大臣が

別に定める学修」で、大学教育に相当する水準を有すると認めた各種資格を取得した学生

に対して、同様の議を経て該当授業科目の振替単位として認定している。単位認定が行わ
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れる資格の詳細と単位数については、「HIT 教務ブック」に明示されている。 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

「本学の基本姿勢」の中で全学共通の「教育の特色」が謳われており、ここでは、その

各項目に沿って説明を加える。 

1) 学生の立場に基づく教育 

A.教育システム 

(a) 専門領域ごとに 適設計された教育・学習プログラム 

3-1-②, ③、及び 3-2-①, ② に示したように、各学科は社会の要請、また学科の特

性に応じて、各分野での 適設計された教育・学習プログラムを展開している。 

(b) 入学生の適性に応じたきめ細やかな教育・学習システム 

多様な学習履歴を有する学生を受け入れるために、各学科は１年次にガイダンス教育

を配置しスムーズな大学教育への導入を図っている。また、数学を中心とした高校教育

との円滑な接続を目的に、「学習支援室」（導入教育全般と併せ基準 4-2-①で詳述）を設

置している。更に、学科によっては専門基礎科目を前後期に重複開講し、学生の準備状

況に応じたスタートが可能な体制を整えている。 

平成 13(2001)年度の８学科への移行時に、教務部が中心となって当時の“本学教育の

現状分析”に基づき、「ガイダンス教育に関する提言とその実施における指針」がまとめ

られた。この提言を契機として、学生自身の自主性を前提とし、不足している基礎知識

や基本技能を身に付けさせ教育の質と効果を高めるために、全学科で「ガイダンス教育」

を導入するに至った。各学科では、適切なフォローアッププログラムが用意され、“充実

した学生生活”を目的とした指導及び教育を行っている。 

(c) 転学科・進級リカバリーなど、修正・回復が可能な進級システム 

前期に２年次または３年次に進級した学生を対象として、転学科の制度を設けている。

転学科を希望する学生は、願い出により希望学科の科目を学生サポートセンター主任の

指導の下で選択、他学科配当科目として履修する。従って、希望学生は転学科後学ぶべ

き教育内容を事前に知ることができ、また受け入れ予定の学科は、履修科目の修得状況

から学生の適性を判断することができる。 終的には「教授会」の議を経て転学科が許

可されるが、以上の手続きについては《転学科規程》（【資料 5-3】参照）に定められて

いる。 

次に、一度原級留年となった学生に対しては、下記の二つの制度を設け進級リカバリ

ー（原級復帰）を可能としている。留年学生は、その後の努力に応じ 短で半年後に元

の学年に復帰して、「ストレート進級」と同様に進級あるいは卒業することができる。 

〔後期進級制度《履修規程 第 19 条》〕 

原級留年・卒業延期になった学生は、翌年度の前期終了時での修得単位数が進級・

卒業基準を満たした場合、9 月に進級・卒業することができる。9 月に進級した学生

が翌年 3 月に次の進級基準・卒業基準を満たすことで、完全な「原級復帰」となる。 

〔卒業研究の先行着手《履修規程 第 24 条》〕 

３年次に留年した者は、所属学科の定める単位修得基準を満たしているとき、学科

の判断により卒業研究の先行着手を認められる場合がある。先行着手期間は卒業研究

の従事期間に含めるものとする。 
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(d) 少人数グル－プによる実験・演習を重視する教育プログラム 

専門教育科目の実験・演習、外国語教育科目及び修学基礎教育科目では等では 30～40

名程度を目安として授業クラスを編成し、科目によっては更に習熟度別の編成をしてい

る。これらの少人数クラス編成により、密度の濃い対面授業を目指している。学生の理

解度の向上を実現することができ、この点は本学の開学以来の伝統と自負している。 

B.教育環境 

(a) 学習力醸成のための開放的でしっくりする自習環境 

図書館や講義棟（Ｇ棟）など、学内にはおおよそ 30 箇所の多目的小スペース(アルコ

ーブ、基準 9-3-①に再記述)が配置されており、図書館は月曜日から金曜日 8 時 30 分か

ら 20 時まで、土曜日は 10 時から 17 時まで開館されており、既存棟のアルコーブは年

間を通して 24 時間利用可能となっている。なお、「しっくり」に込められた意味につい

ても、「本学の基本姿勢」の中に明記されている。 

(b) 十分な広さ、居心地良さ、豊富な研究設備に恵まれた卒業研究環境 

卒業研究を担当するすべての学科教員には、実験室以外に学生の学習・研究拠点とな

るゼミ室が配備されており、卒研ゼミ配属学生は 24 時間利用が可能となっている。 

2) 高度技術化社会に調和するプロフェッショナル教育 

A.教育システム 

(a) 技術者として重要な倫理感を育む教育プログラム 

高度技術化社会の発展を支える責任感と誇りを持った工学技術者を育てるため、倫理

教育プログラムが不可欠との全学的合意から、すべての学科で「技術者の倫理」（2 単位）

を高学年科目として開講している。企業における偽装・欠陥商品の問題や、自然環境と

の調和を考慮した企業活動を認識することで、技術の意味・在り方についての問題意識

を持つことが、その達成目標である。 

また本学では、平成 18(2006)年 4 月より「環境マネジメントシステム」（EMS、基準

11-1 で詳述）を確立している。 循環型社会の実現に寄与する役割を担うことは言うま

でもないが、新入生に対する概要説明に加え、19(2007)年度からは全学科で３年次の授

業（「技術者の倫理」など）中、その具体的内容を 4 コマの講義として実施している。 

更に本学では次項に記載のとおり、平成 13(2001)年度に全学生がノート PC を保有す

るモバイル・キャンパスを実現し、当初より情報倫理教育の充実化を図ってきた。

19(2007)年度には当時の情報技術運営部が中心となり、情報倫理のための専用ソフトウ

ェアを導入し、教育システムの一環として学生がアクセス可能な環境を確立している。 

(b) 協働のためのコミュニケーション能力を育む言語教育プログラム 

グローバル化時代に適応し、国際的な場面においても柔軟に対応できるためには、コ

ミュニケーション能力の涵養が不可欠である。実質的な国際語である英語が中心である

が、｢英語Ⅰ～Ⅲ」までの全学共通の 6 単位（ほとんどの学科で必修）に加え、各学科

ではそれぞれの特性を踏まえ、「英語Ⅳ，Ⅴ」や「英語コミュニケーション」、あるいは

専門英語に特化した科目、更には第２外国語科目等の授業を展開している。それらの学

修の中で、他国の文化を学ぶあるいは批判的思考力を養うことにもポイントが置かれて

おり、国語力醸成のための「文章表現」等の科目と併せ、自己 PR、プレゼンテーショ

ン、ディスカッション能力の向上を目指している。 
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B.教育環境 

(a) 全学生ノ－ト PC 所有・充実した学内イントラネット環境（【資料 7-6】参照） 

全学生は入学時にノート PC の保有が義務付けられており、様々な形態でのネットワ

ーク利用の授業を実現するとともに、「学内情報システム」及び「教育用ポータル」に

よる学習支援を行うため、新講義棟のすべての机に LAN 端子を配備している。LAN 端

子は既存校舎内の教室や前述の多目的小スペースにも配備され、無線 LAN を含め、学

生の自学自習に活用されている。〔設備については基準 9 で詳述〕 

また、キャンパス・アグリーメント契約によって学生及び全教職員は、マイクロソフ

ト社の提供するオフィスやプログラミング言語など、主要なアプリケーションを自由に

利用できるようになっている。このようなインフラ整備・ソフトウェアサポートにより、

現在では、履修登録、「授業改善のためのアンケート」、「ポートフォリオ」への記入な

ど、学生所有のノート PC から入力するシステムを整えている。 

(b) ユビキタスな e-Learning 環境（基準 4-2-①参照） 

 大学における単位の実質化の観点からも、学生の予習・復習環境の充実は大学の果た

すべき重要な責務であり、e-Learning システムはその一つである。e-Learning の実効

化のためには大学外からも学内ネットワークに接続できる必要があり、VPN 環境の整備

によって、学生は自宅や下宿から学内と同様な環境でネットワーク接続が可能となって

いる。更に学内の多くの場所で、無線 LAN による接続が可能となっている。 

３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている

場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削

等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授

業の実施方法が適切に整備されているか。 

本学では、通信教育を実施していない。 
 

（２）３－２の自己評価 

・教育計画は、基礎教育・専門教育の全科目を通じて学科・コースの具体的な目標を達

成するように構成されており、各科目の内容・レベル・達成目標等がカリキュラムの

目標に整合する形でシラバスに明示されている。 

・教育目標・計画の策定と実践については、教員間での理念・方法の合意形成、実績の

確認、及び改善のための不断の努力が学科ごとに行われているが、新学科完成年度を

迎え、全学共通一般教養科目、専門教育科目の配置・運用を含む教育課程の改善と併

せ、教育目標・計画の実践についても見直しが進められている。 

・教育目標の達成度評価に関しては、定期試験、実験演習レポート、課題、プレゼンテ

ーション等を通して、「卒業研究」を含め、理念・方法を学科内で統一化させる試み

が行われている。成績評価については、平成 20(2008)年度に作成した「成績評価と学

修の質の保証」マニュアルを、毎年度更新しており、更にその内容に関する全学 FD

研修会を継続実施することで、本学の“単位制度の実質化”を目指した評価システム

が、非常勤を含む全教員に周知されている。 

・平成 20(2008)年度に大幅な改善を加えた「成績評価システム」については、多様化し

た学生を受け入れ、彼らの得意分野を見出しその個性を伸ばすという本学の教育指針
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を反映したものであり、他の教育システム上の諸施策と併せ「学修の質の保証」の観

点から、より一層の効果を上げているものと考えている。 

・後期進級制度、上級学年科目履修制度、卒業研究先行着手制度は、原級留年となった

学生が努力次第で元の学年に戻ることを可能としており、「努力が報われる」「やり直

しが可能な」学生の立場に立った特色ある教育システムであると認識している。 

・上記の諸制度による進級リカバリーを可能にする教育システムは、「厳格な成績評価」

｢学生の離学防止｣の双方に有効に作用していると自己評価している。 

・全学生のノート PC 保有、充実したネットワーク環境、ユビキタスな e-Learning 環境

など、IT 社会に適応したプロフェショナルを育成するためのインフラストラクチャー

は十分に整備されている。 
 

（３）３－２の改善・向上方策（将来計画） 

・複数教員担当科目については、3-2-⑤に示したように成績評価の厳格化が図られてい

るが、今後は全科目の成績評価を科目担当教員の個人的裁量に委ねることなく、組織

的な整合性を高めることが不可欠である。FD 委員会を中心に上述した全学 FD 研修

会、及び「学科カリキュラム編成会議」において、学生サポートセンターの協力を得

て制度、手法を含め問題点の洗い出し、解決を図る。 

・本学独自の総合成績評価指標 QfGPA により、進級の質を確保しながら努力の質を評

価できる評価算定式を定め、優秀奨学生の選考基準を改定しているが、GPA による修

学指導や教育改善へのより積極的な利用については、新評価システム導入による問題

点も含めて検討を継続する。 

・学習環境充実の観点からは、多目的小スペースなど学生が自由に利用できる空間につ

いては評価できるが、更に、ものづくり等を可能とする施設面に関しても、「基準 2

の自己評価」欄に記述した事業計画の中で、実験設備等を含めた教育環境の整備を重

要課題と位置付けており、各学科での検討を含め充実化を図る。 

・進級リカバリーのためのシステムはすでに確立されているものの、学習履歴に加え勉

学に対する意欲・価値観の多様化や、学生の成績不振に端を発したつまずきへの対処

については、クラス担任とともに 3-2-⑤で触れた「ポートフォリオ個別面談」担当教

員によるきめ細かい指導が、これまで以上に不可欠なものと考えている。 

・e-Learning システムによる学生の学習環境の整備に関しては、メディアセンターを中

心に「教育用ポータル」の次期システムとして、本年度から授業に特化した LMS

（Learning Management System）である“Moodle”を導入し、これを利用した

e-Learning システムを整備する予定である。 

 

３－３．教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

３－３－① 学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企

業アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力

が行われているか。 

基準 4-3-④で詳述しているが、本学では学生生活全般を支援する「学生生活サポートプ
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ログラム」を構築しており、このプログラムの核となるのが「ポートフォリオ（PF）個別

面談」である。今年度より面談回数を前・後期とも 2 回(新入生は前期 3 回)に増やしてい

る。各学科全教員が分担する個別面談に先立ち、教員による個別指導の効果を高めるため

に、「学内情報システム」を通して「面談シート」への入力を義務付けている。このプログ

ラムの目的は、学生個別の学習状況等の調査であるとともに学生の意識調査である。 

「本学の基本姿勢」では「教育目的」に加え、「教育指針」の中で学生が卒業までに獲

得すべき基本的な達成目標を明確にしている。前述の「面談シート」には、学年ごと、更

に前後期別にそれぞれの目標の達成状況を学生自身がどのように認識し、学修課程におい

て目標達成のためにどの科目を重要と考えているか等の質問項目を挙げている。更に課外

活動への意欲、資格取得に対する計画、自身の適性と将来への具体的な希望、就職活動を

向かえる３年次においては自身の性格分析等、各学年に適応した形で学生の意識調査を実

施している。「PF 個別面談」では、担当教員が「面談シート」及び面談内容に基づき、「面

談記録シート」を作成し、「学内情報システム」上で各学生へ開示している。 

就職指導については基準 4-4 で詳述しているが、各学科において複数の就職委員（学生

サポートセンター）により２年次生後期から実施している。特に４年次生においては、研

究室担任（卒業研究指導教員）による個別指導を強化している。その際、それまでの「面

談シート」「面談記録シート」が極めて有用であることは言うまでもない。就職状況は就職

委員により集計され、それぞれの学科に定期的に報告されている。また、全学的な就職状

況については、過年度の結果との比較を含め、学生サポートセンターより毎月教授会に報

告されている。 

学生に目標とさせている各種の資格については、卒業後の受験科目もあり、これに関す

る全学的な定期的調査は実施していない。しかしながら、医療福祉工学科では学科設立の

趣旨から「臨床工学技士」あるいは「義肢装具士」合格者を把握しており、建築学科では

「建築士」、機械システム工学科では「機械設計技術者」に関する調査等を学科単位で適宜

行っている。以上の３学科では、調査に基づく評価結果を授業内容に反映させる努力もな

されている。なお、難度の高い資格試験に合格した学生に対しては本学独自の表彰制度

（《学則 第 58 条》）を設けている。この制度は、学生の達成度向上に向けた本学の積極的

な取り組みであると自負している。 
 

（２）３－３の自己評価 

・「PF 個別面談」を核とする本学独自の「学生サポートプログラム」により、個別学生

の学習状況調査及び学生の様々な意識調査の実施、適切な学生指導が可能となってい

る。また、学生個別の就職意識を含む充実度合いを定期的に確認・点検している。 

・就職委員・研究室担任等による、就職指導の結果を取りまとめた就職状況の調査につ

いては定期的に実施し、就職支援の充実を図っている。 

・学生の資格取得を積極的に推進しており、本学独自の表彰制度を設けている。この制

度は学生の達成度向上に寄与しているものと評価している。 
 

（３）３－３の改善・向上方策（将来計画） 

・「学生サポートプログラム」による学生の学習状況等の調査・意識調査、また学生指

導の充実を図るため、本プログラムの点検を継続して実施する。 
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・教育目的の達成状況・専門分野の特質に応じた学習到達度の把握については、FD 委

員会が中心となり、それぞれの学科の特色を踏まえた上で検討を開始しており、次年

度からの何らかの定量的測定法の試行を目指している。 

・上述の学習到達度の定量的測定においては、資格取得状況の調査が一つのポイントに

なるものと考えている。その具体的な実施形態と併せ、就職活動の際に有利となる資

格取得をより一層推進する方策について、学生サポートセンターを中心に検討を進め

る。 

 

［基準３の自己評価］ 

・「ヒューマニティとテクノロジーの融合」を基本理念とする本学の教育は、学生が到

達すべき目標を明確にした「プロフェッショナル教育」の推進によって、多様な学生

を受け入れながらも、高いレベルの達成度（Outcomes）を備えた卒業生を社会に送

り出すことに成功してきた。各学科は常に社会の要請を注視し、教育・学習プログラ

ムの改善のために不断の努力をしている。 

・成績評価に関しては、平成 18(2006)年度より全学的な議論を重ね、 ①教育成果の評

価の流れの整備、②再編後の各学科への展開を意識した全学的な表現、③「本学の基

本姿勢」の本格的な具現化への貢献、④教育成果向上のための斬新的な方策の確立、

を狙いとして、新しい「成績評価と質の保証」システムを構築した。本学における、

特色ある教育システムの一つとして有効なものと認識している。 

 

［基準３の改善・向上方策 (将来計画)］ 

 ・４学部８学科の完成年度を迎え「新教育課程」、また「新成績評価システム」等、新制

度の教育効果の定量的な評価が不可欠である。各学科での「カリキュラム編成会議」

を基盤として、更には全学的見地からの教育組織の総合的再構築をも視野に入れ、よ

り望ましいシステムを目指し継続的な検討・改善を図っていく。 

・学部教育課程については多様な学生を受け入れ、高い付加価値を付けて世に送り出す

教育大学としての使命をより一層明確にする努力が払われるべきである。また、学術

の蓄積を学習可能な形に体系化して次世代に継承させ、更なる発展を期するための教

育をより充実させるため、上述した４学部体制下の教育課程・カリキュラムの評価を

踏まえ、これまで以上のプロフェッショナル教育の推進を目指す。 
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基準４．学生 

 

４－１．アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切に

運用されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

平成 19(2007)年度まで本学は１学部体制であり、全学共通のアドミッションポリシーを

以下のように定め、その趣旨を各種説明会、大学ホームページ等で広報してきた。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
平成 20(2008)年度からは、本学が複数学部体制になることに対応して、学部ごとに次に

示すアドミッションポリシーを定め、入学案内、大学ホームページ等で公開している（【資

料 6-1】参照）。 
 

北海道工業大学アドミッションポリシー（平成 20 年度以降） 
 

□創生工学部（機械システム工学科、情報フロンティア工学科、電気デジタルシステム工学科） 
創生工学部は、地球・生態・生活文化・社会構造などに関する教育、広い工学基礎教育、高度の専

門技術教育を実践し、個々の学生の適性を見いだし、その得意分野を伸ばし、次代を担うプロフェッ

ショナルを育成します。 
○求める学生像 
・「ものつくり」に関心があり、専門領域の知識構造の獲得に意欲ある人 
・自ら学習する能力（学習力）を身につけようとする人 
・自らの専門能力を高め、あるいは深め、しかも拡げることに意欲を持っている人 
・専門能力を社会に役立て、その発展に貢献しようとする人 

□空間創造学部（建築学科、都市環境学科） 
空間創造学部は、積雪寒冷地に立地する条件を生かして、そこでの生活を支える特有の技術に重点

を置きながら、社会の要求にこたえて人々が安心・安全に暮らせる生活空間を創造するために必要な

実践力と幅広い知識教養を身につけた人材を育成します。 
○求める学生像 
・建築や都市とそれを取り巻く自然環境に関心を持ち、新しい空間の創造に興味のある人 
・身につけた知識や技術を生かして地域社会のために貢献したいと思っている人 
・自分の得意分野を見いだし、その能力向上に意欲的に取り組むことのできる人 
・何事にも関心をもつ好奇心を持った人 
・美しい形の空間や構造物、機能的に優れた空間や構造物を創造してみたいと思っている人 

□医療工学部（医療福祉工学科） 
医療工学部は、臨床工学技士養成を基幹とした医療工学コースと義肢装具士養成を担う義肢装具学

専攻を擁する医療福祉工学科において、チーム医療の一翼を担う医療技術者に本学伝統の工学領域の

スキルを付与することで、医療工学の次代を築く人材を育成します。 
○求める学生像 
・医療や福祉の分野に興味を持っている人 
・機器や装置などについて工学的な興味のある人 

北海道工業大学アドミッションポリシー（平成 19 年度以前） 
北海道の雄大な自然を愛する心から湧出する地球環境への思いと、社会の仕組みや人々の様々な生き方

についての広い視野と倫理観を持つ技術者に成長するために、青春時代に次のような能力を得ることを目

指す若人を求めます。 
すなわち、「専門の知識と色々なツールの使い方を着実に身に付け多種多様な課題に適応できる能力」、

「広範な領域の専門家と協調して課題を解決する能力」、そして「社会の変化や技術の進歩に対応できる能

力」です。これらは、自ら学ぶ力から生まれる学習能力やコミュニケーション能力を基にしてはじめて体

得することが可能な能力であり、本学の教育理念である「ヒューマニティとテクノロジーの融合」による

文・理の枠を越えた教育によって、到達することを目標としています。 
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・「ものつくり」が好きな人 
・自分の力を人々の幸せに役立てたいと思っている人 
・自分を高め、成長する意思と情熱を持つ人 

□未来デザイン学部（メディアデザイン学科、人間社会学科） 
未来デザイン学部は、文系・理系の枠を超えた文理融合型の学部であり、複合領域を網羅した人間

力の育成を目標とし、コミュニケーションを通じて自分らしい生き方を醸成する知識と、それを支え

るデザインスキルおよびマネジメントセンスを育成することで、生活に潤いを与え、次代の豊かさの

創造に寄与する人材を育成します。 
○求める学生像 
・様々な形でコミュニケーションできる能力を身につけ、自分にあった仕事を見つけたいと思っている人 
・何事にも好奇心を持って取り組める、創造性豊かでデザインセンスの優れている人 
・人に感動を与える仕事を見つけたいと思っている人 
・幅広い視野を持ち、国際社会で活躍したいと思っている人 

 

本学では、入学案内書、大学ホームページに必要な情報を掲載することに加えて、以下

の企画を実施し、本学の 教育の理念、特色、目的、並びに入学者受け入れ方針を広く受験

生とその保護者、高校教員に伝える努力をしている。 

a) 進学相談会：北海道地区 9 会場（年 2 回～5 回）、東北地区 6 会場（年 1 回～2 回） 

b) オープンキャンパス（年 4 回）：学部・学科紹介、模擬講義、体験学習、入試相談、

施設・展示見学 

c) 大学見学会（年 2 回）：大学の概要説明、施設見学、入試相談 

d) 高校教員視察会（年 1 回）：大学概要と入試制度の説明、出身在学生を交えた懇談 

e) 入試広報担当教員による高校訪問：大学の概要、入学者選抜方法の説明 

また、本学への進学に限らず広く工学の面白さと意義を高校生に伝えるために、高大連

携教育（提携高校の高校生が本学に来訪し、各分野の教員による講義・実験・実習を体験）、

出前授業を実施し（基準 10-1-①で詳述）、更に、本学で作成した啓発冊子『工学のススメ』

を北海道・東北地区を中心として広く全国の高校に配布している。 

４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されているか。 

入学要件、受験資格は学校教育法第 90 条第 1 項に基づいて《本学学則 第 20 条》に定

められている。また、編入学に関しては《第 21 条》に定められている。入学者の選抜に

当たっては、教職員の中から選ばれた入試担当者全員を対象とした入学試験実施説明会が、

実施責任者である学長出席のもと毎回の入試に先立って開催され、公平厳正な入学試験の

実施に努めている。入学者の選抜は、《北海道工業大学入学者選抜に関する規程》に従い、

定められた手続き、審議を経て行われている。 

本学では、学部・大学院の入学者選抜において、次頁に示す入試区分と選考方法を採用

している。入試区分ごとの具体的実施方法の要点は次のとおりである（【資料 6-2】参照）。

なお選考方法の詳細は、本学ホームページ並びに入試要項に明記している。 

・AO 入試実施に当たって、 面談実施担当者・試験担当者を対象に事前に説明会を実施

し、面談の目的・方法、試験における評価方法と評価基準について担当者に周知し、

意思統一を図っている。 

・AO 入試においては、模擬講義の受講・体験学習・レポートの提出・面談を通して、

受験生の志望と学科内容との適合性を判定している。 

・推薦系入試実施に当たって、面接実施担当者を対象に事前に説明会を実施し、面接の

目的・方法、評価基準について担当者に周知し、意思統一を図っている。 
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・推薦系入試区分においては、学部ごとにアドミッションポリシーに沿う形で、高校在

学時の成績評定値として評価する科目を定め、入試要項に明記している。面接におい

ては、受験生の資質・能力の評価に加え、受験生の志望と学科内容の適合性の判定を

行っている。 

・AO 入試・推薦系入試合格者の基礎学力確保並びに合格通知後の学習意欲の喚起のた

めに、それらの入試合格者に対して、本学独自の自習課題（「HIT ホームワーク」：数

学・英語・文章表現）を課し、添削指導を行っている。 

・学力試験系入試区分においては、学部ごとにアドミッションポリシーに沿う形で、受

験指定教科（科目）または小論文・実技の内容を定め、入試要項に明記している。 

・入試問題作成に際しては、問題作成責任者を対象に、学長出席のもと「入試問題作成

担当者会議」を開催している。この会議では、前年度入試問題についての分析結果（受

験生の得点分布、平均点等に基づく入試問題の難易度、出題形式の妥当性に関する分

析結果）を開示し、この結果を踏まえ当該年度入試問題の作成方針（出題範囲、出題

形式、難易度等）について、綿密な打合せを行い出題担当者の意思統一を図っている。 

・入試問題については､第三者による評価を実施し問題の質の維持･向上に努めてきた。 
 

 
入試区分と選考方法 

【学 部】 
１.ＡＯ入試 [前期・後期]  

ＡＯ面談を通し受験生の志望と学科の適合性の判定、ならびに課題遂行に関する助言
指導を行い課題の発表結果に基づき最終選考を行う。 

２.指定校推薦入試 
本学が指定する高等学校に在籍し、本学の推薦基準を満たす受験生を個人面接で選考

する。 
３.公募推薦入試 [前期・後期]  

個人面接と高校時代の評定値、活動状況で選考する。 
４.奨学生選抜入試 

本学独自の学力試験（学部指定教科を選択することが必須）で選考する。 
得点率 80%程度以上で定員内合格者に１年次学費相当額の奨学金を給付する。 

５.一般入試 [前期・中期]  
本学独自の学力試験で選考する。 

６.一般入試（後期） 
高校時代の評定平均値と本学独自の学力試験で選考する。 

７.センター試験入試（前期・後期） 
大学入試センター試験のみの得点で選考し、本学独自の学力試験は行わない。 

８.専門高校・総合学科入試 
高校時代の評定平均値と本学独自の学力試験で選考する。 

９.自己推薦入試（同窓会子女・帰国子女・社会人対象） 
書類審査と個人面接で選考する。 

10.外国人留学生入試 
小論文(日本語)と面接の結果により総合的に判定する。本学が必要と認めた場合、上

記の他に学力検査・実技検査を行うか、または作品を提出させる場合がある。 
11.編入学試験（前期・後期） 

面接により選考する。 
入学年次は出願学科での認定単位数により、３年次または２年次になる。 

【大学院】 
１.修士課程（推薦入試） 

本学卒業見込みの成績上位者（成績順位が上から 1/5 以上の者）で卒業研究指導教員
から推薦を受けた学生が受験対象となる。書類審査と面接試験の結果により総合的に判
定する。 
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２.修士課程（一般入試） 
本学独自の学力試験（外国語、専門科目）と面接試験の結果により総合的に判定する。 

３.修士課程（社会人入試） 
小論文・口述試験（専門科目、研究計画）により総合的に判定する。 

４.博士後期（博士）課程（一般入試） 
外国語試験と口述試験（研究業績、研究計画）により総合的に判定する。 

５.博士後期（博士）課程（社会人入試） 
口述試験（研究業績、研究計画）により判定する。 

 
 

４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並

びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

平成 23(2011)年度までの学部の入学者の状況を表 4-1-1 に、大学院の入学者を表 4-1-2、

表 4-1-3 に示す。更に在籍学生の状況は、表 4-1-4 のとおりである。 
 

表４-１-１ 学部・学科別入学者状況

学　部 区　分 平成19年度 学　部 区　分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

入学定員 60 入学定員 130 130 130 130

入学者 37 入学者 129 137 129 112

定員倍率 0.62 定員倍率 0.99 1.05 0.99 0.86

入学定員 110 入学定員 120 120 120 120

入学者 124 入学者 117 118 125 119

定員倍率 1.13 定員倍率 0.98 0.98 1.04 0.99

入学定員 80 入学定員 80 80 80 80

入学者 122 入学者 66 68 101 93

定員倍率 1.53 定員倍率 0.83 0.85 1.26 1.16

入学定員 120 入学定員 130 130 130 130

入学者 146 入学者 144 117 102 90

定員倍率 1.22 定員倍率 1.11 0.90 0.78 0.69

入学定員 90 入学定員 90 90 90 90

入学者 63 入学者 60 45 50 37

定員倍率 0.70 定員倍率 0.67 0.50 0.56 0.41

入学定員 125 入学定員 100 100 100 100

入学者 139 入学者 123 116 119 125

定員倍率 1.11 定員倍率 1.23 1.16 1.19 1.25

入学定員 110 入学定員 80 80 80 80

入学者 103 入学者 104 107 100 100

定員倍率 0.94 定員倍率 1.30 1.34 1.25 1.25

入学定員 105 入学定員 70 70 70 70

入学者 71 入学者 51 49 44 49

定員倍率 0.68 定員倍率 0.73 0.70 0.63 0.70

入学定員 800 入学定員 800 800 800 800

入学者 805 入学者 794 757 770 725

定員倍率 1.01 定員倍率 0.99 0.95 0.96 0.91

電 気 電 子 工 学 科

創　生
工学部

空間創
造学部

医　療
工学部

未来デザ
イン学部

都 市 環 境 学 科

医 療 福 祉 工 学 科

工学部

環 境 デ ザ イ ン 学 科

情 報 デ ザ イ ン 学 科

医 療 福 祉 工 学 科

建 築 学 科

社 会 基 盤 工 学 科

機 械 シ ス テ ム 工 学 科

情報ネットワーク工学科 メ デ ィ ア デ ザ イ ン 学 科

人 間 社 会 学 科

合　　　計

学　　　科

合　　　計　

学　　　科

機 械 シ ス テ ム 工 学 科

情報フロンティア工 学科

電気デジタルシステム工学科

建 築 学 科

 
 

表４-１-２ 大学院修士課程・専攻別入学者状況

研究科 区　分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

入学定員 7 7 7 7 7
入学者 11 8 4 12 5

定員倍率 1.57 1.14 0.57 1.71 0.71
入学定員 6 6 6 6 6
入学者 15 5 5 14 6

定員倍率 2.50 0.83 0.83 2.33 1.00
入学定員 6 6 6 6 6
入学者 18 6 10 12 6

定員倍率 3.00 1.00 1.67 2.00 1.00
入学定員 6 6 6 6 6
入学者 4 3 5 1 1

定員倍率 0.67 0.50 0.83 0.17 0.17
入学定員 6 6 6 6 6
入学者 8 4 2 4 6

定員倍率 1.33 0.67 0.33 0.67 1.00
入学定員 31 31 31 31 31
入学者 56 26 26 43 24

定員倍率 1.81 0.84 0.84 1.39 0.77
合　　　計

専　　　攻

工学研究科

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 気 工 学 専 攻

応 用 電 子 工 学 専 攻

土 木 工 学 専 攻

建 築 工 学 専 攻

 



北海道工業大学 

-46- 

表４-１-３ 大学院博士後期課程・専攻別入学者状況 

研究科 区　分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

入学定員 2 2 2 2 2
入学者 0 0 0 0 0
入学定員 2 2 2 2 2
入学者 0 0 1 0 0

入学定員 2 2 2 2 2
入学者 2 0 1 0 1

入学定員 2 2 2 2 2
入学者 0 2 0 0 1
入学定員 8 8 8 8 8
入学者 2 2 2 0 2

合　　　計

専　　　攻

工学研究科

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻

電 気 工 学 専 攻

応 用 電 子 工 学 専 攻

建 設 工 学 専 攻

 
 

表４-１-４ 学部・大学院在籍者状況 

  

（平成23年5月1日現在）

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 合　計

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 121 143 137 94 495

情報フロンティア工 学科 127 127 107 87 448

電気デジタルシステム工学科 96 102 64 49 311

（計） (344) (372) (308) (230) (1,254)

建 築 学 科 97 98 103 101 399

都 市 環 境 学 科 40 52 43 35 170

（計） (137) (150) (146) (136) (569)

医 療 福 祉 工 学 科 145 102 99 90 436

（計） (145) (102) (99) (90) (436)

メ デ ィ ア デ ザ イ ン 学 科 102 104 100 85 391

人 間 社 会 学 科 54 43 42 42 181

（計） (156) (147) (142) (127) (572)

環 境 デ ザ イ ン 学 科 　　　 － 0 0 2 2

情 報 デ ザ イ ン 学 科 　　　 － 0 6 10 16

医 療 福 祉 工 学 科 　　　 － 1 1 4 6

建 築 学 科 　　　 － 1 2 11 14

社 会 基 盤 工 学 科 　　　 － 1 1 1 3

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 　　　 － 2 4 11 17

情報ネットワーク工 学科 　　　 － 3 5 8 16

電 気 電 子 工 学 科 　　　 － 0 3 2 5

（計） (0) (8) (22) (49) (79)

782 779 717 632 2,910

（平成23年5月1日現在）

１年次 ２年次 （計） １年次 ２年次 ３年次 （計）

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻 5 11 (16) 0 0 0 (0) 16

電 気 工 学 専 攻 6 14 (20) 0 0 1 (1) 21

応 用 電 子 工 学 専 攻 6 12 (18) 1 0 1 (2) 20

土 木 工 学 専 攻 1 1 (2) 2

建 築 工 学 専 攻 6 4 (10) 10

建 設 工 学 専 攻 1 0 0 (1) 1

24 42 (66) 2 0 2 (4) 70

学　　科

専　　攻

工 学 研 究 科

工 学 部

創 生 工 学 部

学　　部

合　　計

空 間 創 造 学 部

医 療 工 学 部

未来デザイン学部

合　計
博士後期課程

合　　計

研 究 科
修士課程

  
・平成 20(2008)年度には、全体の入学定員 800 名を維持したまま工学系４学部８学科に

改組再編を行った。最近 4 年間の入学者数の平均は定員の 0.95 倍であり、全体とし

ては適切な教育環境（学生一人当たりの教員数、講義室・実験室のスペース）を保っ

ている。 

・実験・実習・演習・語学系の科目では、１クラス（語学系・演習の場合）ないしは１

教員当たり（実験・実習の場合）40 名程度以下の少人数クラスで授業を行っている。 

・実験・実習・演習の科目で、受講人数が多い場合、複数の課題を並列して実施する場

合については、大学院生のティーチング・アシスタント（TA）を割り当て、これら

TA によるきめ細かな助言・指導のもとで、授業を行っている。 

・講義形式の科目においても、特に学科のコア科目においては、受講人数が 100 名を超

える場合に可能な限りクラスを分割、１クラスの学生数が 50 から 70 名程度に収まる

ようにし、きめ細かな授業を行う体制作りをしている。 
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（２）４－１の自己評価 

・本学では AO 入試を、アドミッションポリシーに適合した入学生を選考する理想的な

入試形態と位置付け、多くの時間と労力をかけ入学者の選考を行っている。具体的に

は、最終選考（課題テーマの発表）に至るまでの過程で、AO 面談を実施し、受験生

が志望学科の特色・受け入れ方針をよく理解し、課題遂行に関して面談担当教員の助

言指導を受けた上で、最終選考に望むことができるようになっている。この選考方式

は、従前より継続して AO 入試で受験した入学生、受験生、高校教員から高く評価さ

れている。 

・上述のとおり AO 入試は、志望学科の特色をよく理解した上で受験できるという点で

受験生にとって理想的な入試形態と考えられるが、一方で、基礎学力を直接判定する

手段が存在しないことから、入学後就学継続が困難になる場合が生じてしまうことが

懸念されていた。本学では、AO（及び推薦）入試合格者に対して、本学独自の自習課

題（「HIT ホームワーク」：数学・英語・文章表現）を課し、添削指導を行っている。

対象学生へのアンケート調査・教科担当者からの要望の聞き取り等を通し、「HIT ホ

ームワーク」の内容の充実を図ってきた結果、入学後の数学のプレースメントテスト

においては、AO 入試入学生の基礎学力が向上してきているとの結果を得ている。 

・平成 23(2011)年度からは、新入生全員に英語、数学、国語の学力調査を実施し、入学

直後の学生の基礎学力の把握に努めている。 

・冊子『工学のススメ』は高校生への工学の進路ガイドとして評価され、本学にはほと

んど進学実績のない高校からも進路指導用教材として要望があるなど、高校教員に認

知されつつある。 

・平成 19(2007)年度以前における工学部８学科全体の入学者数は､全体として定員を満

たしていたが、４学部８学科への改組再編後は 18 歳人口の減少に伴い、4 年間の平均

で定員の 0.95 倍を確保しているものの、入学者数が減少傾向にある。 

・大学院修士課程に関しては､毎年 40～50 数名の入学者を確保してきたが、この 4 年間

の平均は定員のほぼ 1.0 倍でありその変動は大きい。一方博士後期課程では、入学者

数が 0～4 名程度で定員が満たされない状況が続いている。背景には、学士課程重視

の地方私立大学における進学志望率が、学部４年次における就職状況に大きく左右さ

れること、博士号取得者の学生に対する求人状況が良好でないこと等の事情がある。 
 

（３）４－１の改善・向上方策（将来計画） 

・効果を上げ始めている AO 入試合格者に対する入学前教育に関しては、対象学生への

「課題の内容、量、難易度」の他「効果の有無」等に関するアンケート調査、入学前

教育の関係者への報告会を継続し、一層の質の向上を図っていく。 

・４学部８学科への改組再編後、以前から堅調であった医療工学部は入学定員の 1.2 倍

に達している。また、伝統的な工学分野を包含する創生工学部も、一部の学科で一時

的に定員を割ったことがあるものの、全体としては定員をほぼ満たしている。未来デ

ザイン学部も同様で、メディアデザイン学科が堅調なため学部としては定員を満たし

ている。空間創造学部は伝統的な工学分野であるが、最近 3 年間の実績が悪く 4 年間

の入学者が定員の 0.73 倍にとどまっている。［表 4-1-1 参照］ 
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背景には、現在の社会のニーズや若者の価値観と、「本学の基本姿勢－時代の要請

に即したプロフェッショナル教育」との不整合も含まれ得ると危惧している。4 年目

に入った４学部８学科の教育実績を点検しながら、上記原因の分析・検討を開始して

おり、必要な場合はアドミッションポリシーと定員数を見直すことも視野に入れ、全

学的な将来計画に反映させていく。 

・講義形式の科目については、演習課題の個別添削指導等、担当教員の自助努力により

教育の質を保持しているが、今後も、担当教員の教育負荷を考慮し、基礎教育科目大

人数授業の分割化、大人数演習科目に対する TA の優先的な割り当て、更に時間割、

教室割り当て方法等の工夫を継続し、教育効果の向上を図る。 

・編入学に関しては毎年数名の入学者がいるが、定員と比較して十分な志願者数とは言

えない。この状況を改善するため、現在、短大、高等専門学校、専修学校へ募集要項

等を送付するなど広報に努めているが、募集環境の悪化もあり、入学定員の変更を含

めた入試制度の検討を進める。 

・大学院に関しては、例年入学者のほとんどが本学出身であり、本学以外の出身者が極

めて少ない。今後、他大学、高専専攻科、社会人を対象とした募集広報を強化し、志

願者を多様な受験生層から募ることができる環境作りを進める。特に、修士課程新３

専攻の周知に重点を置き、学外に向けてはホームページや新聞・雑誌での広報を推進

していく。 

 

４－２．学生の学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

1) 導入教育（【資料 7-3】参照） 

全国の多くの大学同様、本学においても、入学生の学力の多様化という問題に直面して

いる。この問題に対処するため、本学では工学部６学科体制の平成 11(1999), 12(2000)年

度に、高校における数学と物理の未履修者を対象に補習授業を実施した。他大学に先駆け

ての試みであったためマスコミにも取り上げられたが、以下の課題が浮かび上がった。 

・入学生の履修歴・習熟度は多様であり、対象者を集めて一斉授業を行っても、個々の

学生に対応した適切な学習支援を行うことができない。 

・補習授業の受講については学生の自主判断に委ね、補習授業受講者に対する単位付与

がなかったため、補習授業の受講者は、その対象者の半数程度に止まった。 

上記の課題を克服するため、平成 13(2001)年度の学科編成時に、必要最小限の予備知識

で基礎科目を学ぶことができる導入教育科目を各学科で配置した。更に、新学習指導要領

により教育された学生（ゆとり教育世代）が入学する 2006 年度を前に、平成 17(2005)年

度から、特に数学について個々の学生に対応した個別指導を行うことができるように学習

支援室を開設した。平成 20(2008)年度からの４学部８学科体制においても、同様の方針を

貫き、導入教育科目と学習支援室の二本立てで入学生の学力の標準化を図っている。平成

21(2009)年度からは、数学に加えて、英語の学習支援室も開設している。 

各学部・学科の導入教育科目は、教育課程表において、修学基礎教育科目（文章表現法、
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基礎数理演習、基礎物理、基礎化学、物理実験、化学実験等）、外国語教育科目（英語Ｉ･

Ⅱ）、学部により工学基礎教育科目または専門基礎教育科目（創生工学ラボ、コンピュータ

リテラシ、微分積分基礎等）の中に配置されている。これらの導入教育科目では、高校課

程の内容を含んではいるが、高校課程に制限されず専門課程との接続を意識し、広い視野

のもとで基礎事項を学ぶことができるように内容を構成している。更に、効果的な学習が

できるように各科目の開講順序にも注意を払っている。例えば、創生工学部・空間創造学

部では、1 年前期で学習支援室における学習支援を伴う「基礎数理演習Ⅰ(Ⅱ)」（空間創造

学部では「基礎数理演習 a,b」）を履修した後に、前期で身につけた数学基礎力を前提とし

て 1 年後期で「基礎物理」を履修するように教育課程を組んでいる。 

また、平成 23(2011)年度から始まった、英語、数学、国語の 3 科目についての新入生学

力調査では、そのデータを入学生全体の学力把握のみならず、特別に学習支援が必要と思

われる学生の抽出などにも利用している。 

2) 「基礎数理演習」と「学習支援室」（【資料 7-3】参照） 

平成 17(2005)年度から平成 19(2007)年度までの工学部８学科体制の間、本学では、全

学生に一定水準以上の基礎的な数学力を身に付けさせることを目的として、「基礎数理演習

Ⅰ･Ⅱ」（情報デザイン学科では「キャリアスキルⅠ･Ⅱ」）を開講してきた。平成 20(2008)

年度からの４学部８学科体制においては、創生工学部、医療工学部において、同様の趣旨

で「基礎数理演習Ⅰ･Ⅱ」を開講している（空間創造学部では「基礎数理演習 a,b」）。「基

礎数理演習Ⅰ」では、入学当初に数学の学力判定試験（プレースメントテスト）を実施し、

その結果、一定水準以上の点数を獲得した学生には「基礎数理演習Ⅰ」の受講を免除し（成

績は「認定」とする）、それ以外の学生には「基礎数理演習Ⅰ」の受講を義務付けている。 

「基礎数理演習Ⅰ･Ⅱ」の開講と連携して「学習支援室」が運営されている（【資料 7-4】

参照）。「基礎数理演習Ⅰ･Ⅱ」の授業は、前半に講義を、後半に演習を行うという形式で実

施される。毎回の授業において、学生は所定の課題を解き提出しなければならない。授業

の終わりに課題を提出できなかった学生は、後日「学習支援室」に出向き、課題を提出す

ることが義務付けられている。「学習支援室」を訪れた学生は課題を提出するだけではなく、

解けなかった課題について、教員または大学院生から指導・助言を受ける。数学の「学習

支援室」は、毎日昼休みと

4､5 講目に図書館の一室で

開設され、数学教員 1 名と

大学院生のアルバイト 2～

3 名が学生の指導・助言に

当たっている。「学習支援

室」は本学の学生であれば

誰でも利用でき、「基礎数理演習」以外の数学に関する質問も受け付けている。表 4-2-1 に

平成 19(2007)‐22 (2010)年度の利用状況を示す。 

3) 英語 e-Learning による自学自習・学習支援システムと「学習支援室」 

平成 19(2007)年度より、本学では市販の英語 e-Learning システムを導入し、英語の必

修授業「英語Ⅰ～Ⅳ」と連動させて、英語の自学自習・学習支援に活用している。その基

本的活用方法は次のとおりである。〔【資料 7-3】参照〕 

表４-２-１「学習支援室（数学）」利用状況 

H19 H20 H21 H22 

利用者数 2,412 1,396 1,573 1,514 

開室日数 151 159 154 151 

日平均利用者数 16.0 8.8 10.2 10.1 
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a) e-Learning システムを利用した英語学習は各自が授業時間外に取り組む。 

b) シラバスに e-Learning で到達すべき学習進度を明記し、e-Learning による予習を

義務付ける。 

c) 初回の授業においてオリエンテーションを行い、e-Learning システム導入の目的を

認識させ、学習進度上目安となる期日を提示する。 

d) e-Learning での予習内容を、授業で使用する共通文法学習教材（本学英語教員作成）

の内容と関連付け、この内容について授業で小テストを行う。 

e) 教員が学生一人ひとりの学習進行状況をモニターし、きめ細やかな支援に努める 

f) e-Learning による取組みの努力を成績評価に組み入れる。 

平成 21(2009)年度より、英語 e-Learning システムと連動させ、「英語学習支援室」を

学期期間中の週 1 度 4, 5 講目に開設している（【資料 7-4】参照）。「英語Ⅰ～Ⅳ」の授業の

中で行っている e-Learning の確認テストの結果で、今後の学習に支障をきたすと判定さ

れた学生に対して個別に対応し、e-learning システムで自習ができるよう指導している。

平成 22(2010)年度は、毎週十数名の学生が訪れた。 

平成 23(2011)年度からは支援室の機能を拡大させ、リメディアル教育をも担当すること

とした。入学時に行われる「新入生学力調査（英語）」の結果から、必修の「英語Ⅰ･Ⅱ」

の単位取得が困難と判定された学生に対し、適切な水準の教材を用意し担当教員が個別の

指導を展開している。学期中毎日 5 講目に開設され、平成 23(2011)年度前期だけで延べ

1,070 名が訪れた。 

4) 「ノート PC サポート室」（【資料 7-7】参照） 

本学では、入学時に全学生にノート PC の所有を義務付けている。自費購入が基本であ

るが、平成 22(2010)年度からは希望者への貸与制度を設け、初年度は 43 名、今年度は 48

名が利用した。またキャンパス・アグリーメントにより、学生・教職員はパワーポイント、

ワード、エクセル等の基本ソフトを無料で使用できるよう便宜を図っている。これらノー

ト PC のトラブルに対応するため「ノート PC サポート室」を設置し、平常授業日は 8 時

50 分～19 時 30 分、定期試験期間及び補講日は 8 時 50 分～17 時まで開室している。具体

的な業務内容は、ノート PC のトラブル対応・アドバイス、ノート PC の修理受付、ノー

ト PC の貸出（修理期間）、ソフトウェアインストール等に関する相談受付となっている。 

４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施してい

る場合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。 

本学は通信教育を行っていない。 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備

されているか。 

後述するように、本学では、年 2 回（平成 23[2011]年度は 4 回）全学生を対象にした個

別面談を実施している。この面談の中で広く学生生活全般にわたって全学生の意見を汲み

上げることが可能である。日常的にはクラス担任教員（４年生に関してはゼミ担当教員）

が学生の様々な意見を汲み上げる窓口となっている。学生から汲み上げられた意見は、「学

科会議」「高等教育支援センター会議」を通じて、担当部署（学生サポートセンター、FD

委員会、メディアセンター等）に伝えられ、学習改善に生かすための具体案について協議・

検討されている。 
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全開講科目について実施、公開している「授業改善のためのアンケート」（基準 5-4-②

で詳述）の中にも、意見・要望欄を設けている。意見・要望欄に寄せられた意見に対して

は、科目担当教員が学生向けのコメントの中で回答し（授業改善の方針、学習方法に関す

る助言等）、アンケート回答結果と共に「学内情報システム」上で公開している。 
 

（２）４－２の自己評価 

1) 導入教育 

高校課程の補習に相当する内容を導入教育科目内に含む方式は、本学の実情に合致し、

かつて試みた正課外の補習授業と比べ有効に機能している。平成 19(2007)年度までの導入

教育科目の形態と内容は、一部の共通基礎科目を除いては学科ごとに異なり、統一性に欠

けていたことを否めない。平成 20(2008)年度からの４学部８学科体制においては、学部ご

とに共通の基礎教育科目群（修学基礎教育科目、外国語教育科目、工学基礎教育科目等）

に学科導入科目を配置することにより、学生にとって分かりやすく履修計画の立てやすい

教育課程となっている。 

2) 「基礎数理演習」と「学習支援室」 

「基礎数理演習」は現在３学部で開講されているが、本学入学生の数学力を一定水準以

上に引き上げる効果の観点から成果を得ている。入学当初に実施する数学に関するプレー

スメントテストは、本学に入学した学生の数学力の経時変化を把握する役割も担っている。 

「基礎数理演習Ⅰ･Ⅱ」と学習支援室を連携させることは、指導が必要な学生に強制的

に個別指導の場を提供するという意味で、習熟度の低い学生に対する極めて有効な教育方

法として機能している。「学習支援室」を利用しての学習が有効であるとの認識が、学生に

も浸透してきている。 

3) 英語 e-Learning による自学自習・学習支援システム 

英語 e-Learning システムは、本学学生が工科系のためシステム自体に対する興味・関

心が高いこともあり、好評を博している。教員による指導・支援も効果を上げ、授業時間

外利用という形態にもかかわらずほぼ 100％に近い利用率を達成し、学習進捗状況も当初

の予想以上の成果を上げている。e-Learning 学習の進捗状況についての毎年の調査結果

（昨年度は調査対象者 1,552 名）によると、利用者のほぼ全員がシラバスに記載している

予習義務課題を達成し、利用者の約 9 割の学生は予習義務の課されていない発展課題に取

り組んでいる。 

4) 学習支援に対する学生の意見を汲み上げるシステム 

本学では、学生支援に対する学生の意見を汲み上げるシステムを整備しているだけでは

なく、このシステムがこれまで実際に有効に機能してきたと自負している。 

「ポートフォリオ個別面談」（4-3-④で詳述）等の中で学生から汲み上げた意見・要望

の一つの例として、「資格取得に関する参考書を紹介してほしい」、「初学者向け数学・物理

の参考書を紹介してほしい」というものがあった。 これに関しては、図書館に資格取得の

ための参考書コーナーを設置するという形で、学生の要望が実現されている。 

意見・要望を学生から汲み上げるもう一つの例として、「授業改善のためのアンケート」

が挙げられる。基準 5-4-②で詳述するが、全開講科目に対して実施・学内全面公開という

現行システムは、学生支援の観点からも有効なプロセスの一つとして機能している。 
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（３）４－２の改善・向上方策（将来計画） 

 ・平成 21(2009)年度に開設した英語の学習支援室の利用者のほとんどは、１,２年次に

開講している「英語Ⅰ～Ⅳ」の授業で指示を受けた学生である。上記授業受講者以外

で学習支援室の利用を必要としている学生は、更に多いものと思われ、今後は例えば、

大学院受験準備のために英語力向上を必要としている学生等に、学習支援室の利用を

促していく。 

・「学習支援室」を担当する教員については、そこでの業務の教育コマ数への組み込み

を検討しており、教員の教育負担の適正化を図る。嘱託教員の採用により教育体制が

整いつつある一方、新しい授業や卒業研究・学科業務の増加もあり、今後も検討を継

続する。 

 ・英語 e-Learning システムについては、基準 3-2 に記述したとおり、更に利用しやす

く学習効果の高いソフトの導入を検討する等、改善を目指す。 

 

４－３．学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。  
 

（１）事実の説明（現状） 

４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

平成 20(2008)年度以前は、学生部、教務部、就職部の三つの付属機関が各部の役割に応

じた学生支援の窓口を持っていた。しかし業務の重複があり、サポートを受ける学生側か

らもわかりにくい側面があったため、平成 21(2009)年度から上記付属機関３部を「学生サ

ポートセンター」に統合した。学生サポート業務の内、学生サービスと厚生補導に関する

業務（従来の学生部の担当業務）は以下のとおりである（【資料 7-5】参照）。 

① 学生指導に関すること     ② 学生生活の把握に関すること。 

③ 学生援護に関すること     ④ 協学会の指導育成に関すること。 

⑤ 課外活動に関すること     ⑥ 保健管理に関すること。 

⑦ 学生相談に関すること     ⑧ 学生の事件事故に関すること。 

⑨ 学生の賞罰に関すること    ⑩ 政治的中立性を堅持するために必要なこと 

⑪ その他必要と認める事項     ※「協学会」については【資料 9-5】参照 

本学の厚生施設として、宿泊数 30 名程度と小規模ながら、ニセコ町に北海道工業大学

芦原ニセコ山荘を保有している（基準 9-1-①に再記述）。宿泊室・食堂・浴室・サウナ・

バーベキューコーナー・瞑想室・ラウンジ・テントサイト等を完備し、本学のゼミやクラ

ブの合宿、同窓生の集いなどに活用されている。〔【資料 10-7】参照〕 

留学生に対しては、必要に応じて、日本語の授業科目「日本語Ⅰ･Ⅱ」を開講し、留学

生が日本語で授業を受けるための支援を行っている。大学生活全般については、クラス担

任に加えて、「国際交流委員会」が留学生の様々な相談等に応じている。また、留学生相互

の交流並びに留学生と日本人学生の交流を促進することを目的に、「外国人留学生交流会」

が特別団体（課外活動団体）として結成され、本学の留学生全員がその構成員になってい

る（【資料 9-7】参照）。 

４－３―② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

学生支援の一環として、経済的な理由により修学が困難な学生や、学業等が特に優秀な
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学生に対する奨学金制度として、大学独自の奨学金制度、日本学生支援機構奨学金制度、

地方自治体、その他民間育英団体の奨学金制度を紹介している。これら奨学金の情報は本

学ホームページや学内掲示板で提供されている。奨学金の利用状況は、表 4-3-1 に示すと

おりである。〔【資料 9-4】参照〕 

 

 

学　部 大学院 学　部 大学院 学　部 大学院

日 本 学 生 支 援 機 構 1,564 37 1,555 33 1,563 45

地 方 自 治 体 奨 学 金 7 1 8 1 8 0

民 間 団 体 奨 学 金 5 1 7 1 4 2

学 内 奨 学 支 援 制 度 84 0 100 0 130 0

平成22年度平成21年度
奨学金の種類

平成20年度

 
 
本学同窓会（基準 11-3 に記述）では、学部４年生（大学院最終学年も含む）が卒業条

件を満足し、就職も内定しているにもかかわらず、学費納付者の経済的理由によって卒業

（修了）できない準会員を救済する制度として、同窓会奨学金制度を設けている。学外の

アルバイトに関しては、就学上影響の少ない選挙管理委員会のものに限定してその情報を

学生支援課が掲示している。 

学内のアルバイトについては、図書館カウンター、「ノート PC サポート室」、「学習支援

室」等がそれぞれ独自に募集している。大学院生の場合、ほとんどの学生がティーチング・

アシスタント(TA) として、学部の複数の授業において学習支援に従事し給与を得ている

（基準 5-3-②で詳述）。ただし学業の妨げにならないよう、博士課程は週 6 コマ、修士課

程２年は週 4 コマ、修士課程１年は後期のみ週 2 コマと、制限コマ数が定められている。

「高大連携教育」（基準 10-1-①で詳述）においても、大学院生及び学部学生が TA として

採用され給与を得ている。これらアルバイトの給与は、学外の一般的な時給に比べ高く設

定されているが、本学の教職員とともに教育指導を行うことによって、これらの業務を経

験した学生の大学への帰属意識の向上に大きく寄与しており、経済的支援以上に彼らの人

間形成に大きな効果を与えている。 

４－３―③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

本学では、課外活動を、自主性・社会性・協調性など社会人として必要な素養を養う場

と位置付け、多くの学生が課外活動に参加することを推奨し、そのための環境作りに力を

入れている。入学当初に実施される新入生歓迎会では、学生が参加するスポーツ大会に加

え、クラブ学生の模範演技やビデオによるクラブ紹介を行い、新入生が本学のクラブ活動

の内容をよく知り希望のクラブを見つけるための機会を設けている。 

現在、全学生・教職員をもって組織される協学会のもとに、スポーツを通し心身の錬磨

に努め活動する体育局（31 団体）、文化・学術の研究活動をする文化局（20 団体）、全学

応援団局（2 団体）、その他に特別団体（2 団体）があり、それぞれ活発に活動している（【資

料 9-6】参照）。協学会では、所属団体に対してその活動実績等を考慮し活動費を配分して

おり、また本学では、前年度の活動実績に基づき特別助成団体（25 団体程度）を選考し、

先の活動費とは別に 1 団体当たり年間 24 万円程度の活動費を助成している。現在新体育

館を建設中であるが、完成後スポーツ系のクラブに対しても、より快適な環境を提供でき

表４-３-１ 奨学金の利用状況 
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ることとなる。 

クラブなど諸団体に属さない学生も参加できる行事として、大学祭、体育祭が協学会主

導のもとに企画・運営されている。また、協学会所属の諸団体の活動とは独立に、学生が

提案した課外活動を支援する制度として「夢プロジェクト」が制定されている（【資料 7-8】

参照、基準 10-3-①に再記述）。これは学生が自由な発想のもとで企画・立案したプロジェ

クトに対し、大学が資金等を助成する制度（１件あたり最高 30 万円）である。本学学生

であれば個人、グループを問わないが、クラブ・同好会等の協学会活動は対象外としてい

る。過去の採択プロジェクトとしては、雪かき隊、日本手話講座、CG の制作と作品展、

学内イルミネーション、ゴミステーションの改善、Ｇ棟バリアフリー化などがあり、地域

社会との交流や学生の創造能力の育成に寄与している。 

４－３―④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

1) 健康相談 

本学では、定期健康診断を毎年 4 月に実施し全学生が受診している。健康診断で問題が

見つかった場合は、指定学校医で受診し、適切な指導・治療を受けられる体制になってい

る。毎年新入生ガイダンス時に、過度な飲酒によるアルコールの害、エイズ等の感染症の

危険性について、注意喚起している。 

学内の講義棟（Ｇ棟）に保健管理室を設置し、怪我や急な体調不良に対応している。ま

た、学校医による健康相談日（毎月第 3 金曜日[内科医]、第 2・4 月曜日[精神科医]）を設

け、病気や身体的な悩み等、健康に関する学生の相談に応じている。〔【資料 9-1】参照〕 

医療機関で治療を受ける学生への経済的支援を目的として、本学独自の互助組織である

「学生医療互助会」が運営されている。昭和 53(1978)年に設立、当初は任意加入であった

が現在は全学生が加入、会員を代表する学生と教職員により組織された「運営委員会」が

運営に当たっている。「学生医療互助会」では学生が学内外、時間を問わず疾病や不慮の事

故等により医療機関にかかった際、支払った自己負担医療費の給付、後遺障害を被った場

合の見舞金の給付、死亡に至った場合の弔慰金の給付を行っている。〔【資料 9-2】参照〕 

2) 心的支援 

心的な問題を抱える学生のための相談室として、専門のカウンセラーを配する学生相談

室をＧ棟に設置し（休業期間を除く平日の 10：00～16：30）、電話、電子メール、郵便等、

学生が利用しやすい方法で相談を受け付けている。精神的理由から身体的病症を併発し保

健管理室を訪れる学生も増加傾向にあり、保健管理室、あるいは各種相談に応じているク

ラス担任と連携を取りつつ、対人関係から学業まで幅広く学生の悩みに対応している。〔【資

料 9-3】参照〕 

セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント等の人権問題には、「人権委員会」

（基準 11-1 で詳述）が窓口となって対応している。新入生ガイダンスにおいて、ハラスメ

ント等の被害に遭ったときの対処方法、相談窓口について記した本学独自のパンフレット

を作成・配布し、「人権委員会」による支援体制について説明している。本学ホームページ

上ではハラスメントガイドラインを公開し、ハラスメントの予防や啓発に努めている。 

3) 学生生活支援 

個々の学生に対して入学時から卒業まで、学生生活全般を支援するプログラム（学生サ

ポートプログラム）を平成 13(2001)年度に構築・始動させた。この取組の中心的役割を担
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うのが「ポートフォリオ（PF）個別面談」であり､年 2 回（23 年度は 4 回）実施している。

卒論ゼミに配属の４年生を除く１～３年の学生約 2,300 名の全学生に対して 130 人の教員

が分担し、一人ずつ個別に面談、学生生活全般についての相談に応じ助言を行っている。

〔【資料 7-1】参照〕 

(a)「PF個別面談」を中核としたサポートサイ

クル 

このサポートプログラムでは、学生が設定し

た在学中の目標を中心に、履修計画並びに各学

年・各学期を経て卒業までの到達目標を立案、

目標設定に関する助言及び学生生活全般につい

ての相談の場としての個別面談（「PF 個別面

談」）、計画の達成度の検証とその記録（「ポート

フォリオ」の作成）を実施し、特に「PF 個別面談」

を取組みの中核としている。基本的なサポートサイ

クルを図 4-3-1 に示す。 

(b) PF関連情報の一元管理 

この取組みでは教育効果を上げるために、PF面談

シートや個人面談で得られる学生個々に関する情報

と資料は、いつでも参照可能なように一元化し、す

べての資料を学内ネットワーク上でアクセス可能な

システムとし、登録、閲覧（本人及び担当教員）が

できるようにしている。各学生は自分のノートPCか

ら常時アクセス可能となっている。 

(c) 入学から卒業までの一貫したサポート体制 

この取組みでは、各学年学生サポートプログラム

とキャリア支援プログラムが組まれているだけで

はなく、入学から卒業までの間、学生生活全般、自

己発見、キャリアアプローチを支援し、学生の自助

努力による成長を促すシステムとして機能してい

る。具体的には、２年次までは履修計画指導、学生

生活指導、自己発見プログラムに重点を置き、３年

次以降は、就職・進路計画に関する助言に重点を移

行している。（図 4-3-2） 

(d) 取組の組織性 

平成 13 (2001)年度に「PF 委員会」を設置し、委

員会組織によるサポート体制として取組を実施してきたが、平成 21(2009)年度からは、

組織再編により設置された「学生サポートセンター」が全学的見地に立ったサポート体

制を構築し、学生支援プログラムの実施に関わる各種資料・データの管理と活用を推進

する業務を担当している。また、各学科の学生サポートセンター主任が、実施要領に基

づく具体的実施方法、実施計画の立案と周知業務を担当しており、各学科主任教授、ク

教員との対話
PF個別面談記録シート

達成度の検証
PF（ポートフォリオ）

目標の設定

図４-３-１ 
PF 個別面談を中核とする 

サポートサイクル 

1年前期

・ガイダンス教育 ・目標設定
・個別面談

1年後期
・個別面談 ・学習方法支援

2年前期
・目標設定 ・個別面談

2年後期
・個別面談 ・学習方法支援

3年前期
・適性検査 ・個別面談
・キャリア支援

3年後期
・個別面談 ・キャリア支援

4年前期
・個別面談 ・キャリア支援
・卒業研究支援 ・人間形成

4年後期
・個別面談 ・キャリア支援
・卒業研究支援 ・人間形成

図４-３-２ 

入学から卒業までの一貫した

サポート体制 
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ラス担任、面談担当者と連携しながら学生へのサポートシステムを運営している。 

４－３―⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備され

ているか。 

前述の「PF 個別面談」の際に、学生一人ひとりの様々な意見、要望を汲み上げている

が、日常的には学修指導と同様、クラス担任、４年次生に対しては研究室担任（ゼミ担当

教員）が個々の学生の窓口となっている。 

協学会においても、意見投書箱を学内の数箇所に設置し、学生生活全般にわたる様々な

意見や要望を汲み上げ、必要に応じ学生サポートセンターから「全学連絡調整会議」を経

て学生に回答するシステムを持っている（【資料 5-5】参照）。 
 
（２）４－３の自己評価 

・奨学金に関しては、ホームページや掲示板を通じて常に最新情報を提供している。 

・在学中の自己負担医療費に関し、全学支給を受けることのできる本学独自の学生医療

互助会のシステムについては、従前より学生と保護者の双方から高い評価を得ている。 

・学生相談室は学生が利用しやすい形で運営されているが、心的な悩みを持ちカウンセ

リングを受ける学生数の増加は続いており、現状の非常勤カウンセラー2 名体制では

十分な対応ができない状況もみられる。 

・食堂設備はそれぞれ別な業者により学内 2 箇所に設置（利用可能な座席数は合わせて

736 席）され、それぞれの業者がサービス向上を目指している。また、基準 9-1-②に

記述するように、学内書店・コンビニエンスストアを誘致しており、快適な学生生活

環境を整えている。 

・本学では、過度の飲酒の危険性について従前より指導を行っており、コンパ等での過

度の飲酒による急性アルコール中毒の被害は報告されていない。 

・体育祭に関しては、平成 22(2010)年度から一般学生も参加しやすい学科別対抗競技と

し、学内の団体に属さない学生の参加が増加した。 

・平成 23 年度は PF 面談の回数を年 4 回とした結果、個々の学生生活の状況をよりきめ

細かく把握できるようになり、問題を抱える学生へも迅速に対応できつつある。 
 

（３）４－３の改善・向上方策（将来計画） 

・厚生施設としては、現在建設中の新体育館を中心として、学生の余暇時間に対応する

施設（トレーニングジムや自由な発想に基づく活動のためのスペース）を充実させて

いく。 

・学内のクラブ、団体に属さない学生も、様々な活動に参加しやすくなるような環境づ

くりを継続していく。具体的な例として、ゼミやクラブ所属学生による出展が主体と

なっている大学祭に一般学生も参加しやすい出展を促進するような支援の充実など、

協学会への提言を検討している。 

・カウンセリング体制の強化については、任のカウンセラーを配置すること、学生相談

室とは別に学生の質問・相談に応じるコーナーを設置し、学生相談室業務の過重負荷

を分散させること、担任制度の充実などの検討を継続する。 

 ・すべての学生に対して年 4 回としている PF 面談については、より効果的な方式に改

善する。 
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４－４．就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。  
 

（１）事実の説明（現状） 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

平成 21（2009)年度から従来の学生部・教務部･就職部が学生サポートセンターに統合さ

れたことに伴い、学生サポートセンターが就職支援業務を含むキャリア支援プログラムを

実施して、学生の進路選択を全面的にサポートしている。就職に関する主たる業務は、学

生への一般的な就職指導及び企業開拓を含む就職斡旋等、いわばバックアップ体制の確立

である。〔【資料 8-2】参照〕 

個々の学生に対する指導、相談は、基本的には就職や進学等に関する先に述べた「PF

個別面談」による学生サポートの一環として捉えている（【資料 8-1】参照）。個別面談を

通じて入学当初より段階的に将来のキャリアに対する意識を高めさせ、就職活動時期には

学生自身が自主的な取組みができることを狙いとしている。各学生の「ポートフォリオ」

内に蓄積された１年次からのデータは、自己 PR や自己分析に役立てることができる。な

お、低学年を含め各学年には、クラス担任とは別に全体的な指導に当たる担当教員（就職

委員）を配している。 

卒論ゼミ配属後は、研究室担任による、自己 PR 指導、論作文指導、面接指導等、親密

な人間関係のもとに個別指導が徹底されている。しかしながら、学生の中には就職試験の

ピークを過ぎても内定を得られない者や、何らかの理由で積極的な就職活動を進められな

い者もいる。そのような学生に対しては、専門のキャリアカウンセラーを配置して相談に

当たっている。 

就職活動支援の全体的な流れをまとめたものを次ページの図 4-4-1 に示し、また各プロ

グラムの概要を以下にまとめる。 

(a) 目標設定 

１、２年次では、PF 個別面談を中心としたサポートサイクルの中で、在学期間中及

び卒業後の目標設定を立て、それに応じた学習計画・行動計画を立て実施するための支

援プログラムを実施している。 

(b) 就職ガイダンス・就活セミナー 

就職ガイダンス・就活セミナーでは、就職状況及び求人・採用動向、就職に対する心

構え、自己分析の必要性、業界・企業研究の進め方、会社訪問時の留意事項、採用試験

対策、応募手続き方法等について説明している。就職ガイダンスは、各セメスタでの在

学生ガイダンス時などに適宜行われる。就活セミナーは、３年後期に各学科単位で開講

日を設定して毎週実施されている。 

(c) 就職適性検査 

適性検査は、企業が学生の採用に当たって性格や職業適性の確認等に導入しているも

ので、この対策として就職適性検査を実際に体験させ、内容を理解させるとともに検査

結果を自己分析資料として活用させる。 

(d) 「キャリアデザインⅠ･Ⅱ」 

将来、社会に出て活躍するためには、自分自身を知り早期にしっかりとした目標意識

を持つことが必要との認識から、「キャリアデザイン」は２年次生（後期）と３年次生 
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（前期）に各 1 単位の卒業要件科目（選択）として開講している。就職活動に必要とさ

れる様々な実践的授業を行うことにより職業観を身に付ける。 

 (e) 能力検査（SPI）対策講座 

能力検査は、国語（言語）と数理（非言語）とに分かれており、多くの企業が筆記試

験として利用していることから、検査問題を理解するための実践的対策講座を「キャリ

アデザインⅠ･Ⅱ」で開講している。 

以上の支援体制に加えて、求人情報は「就職 on Web」と呼ばれる学内専用ページで一元

管理され、学生は常時最新情報にアクセス可能となっている。この他の取組みとして、学

内企業説明会・選考会の実施（【資料 8-3】参照）、ゼミ担当教員に対するキャリアカウン

セリング手法のセミナー等を行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-４-１ 就職サポート体制（キャリア支援プログラムの一部） 

 

４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 

本学は平成 17(2005)年度から北海道地域インターンシップ推進協議会に加盟し、初年度

は 7 名の学生が 6 社において派遣研修に参加した。平成 18(2006)年度も 6 名のみであった

が、21(2009)年度には 11 名の学生が 6 社において、22(2010)年度には 33 名の学生が 23

においてインターンシップを体験している。 

民間企業への就職希望者を対象にして、企業の採用状況に精通している学外講師による

講演会、エントリーシート攻略テスト、就職対策模擬試験、模擬面接を行っている。更に、

E-testing とよばれる CBT(Computer Based Testing)システムを、学内 Web サイト上に展

開している。このシステムでは SPI、CAB、GAB、クレッペリン、一般常識、ビジネスマ
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ナー等の各種就職対策模擬試験を WEB 上で受けることができ、学生は、受験結果を参考

にして自己のレベルアップを図ることができる仕組みとなっている。 

公務員志望者に対しては公務員受験対策講座が開設され、希望者は学年を問わず受講で

きるようになっている。 

資格取得に関しては、全学的な資格取得支援講座は開講されていないが、各学科の専門

に関連したものについては、学科独自、あるいは教員個人のレベルで希望学生に対して助

言指導を行っている。また難関資格取得者に対しては、他の学生の励みとなるよう《学則

58 条》で表彰制度を定め、表彰を行っている。 

表 4-4-1 に、平成 22(2010)年度の卒業・修了者の進路状況を示す。 

 

  

学　部 （　）内は女子の内数

学科

企業 教員 官公庁 道内 道外

環境デザイン 33(6) 28(5) 26(5) 2 21(3) 7(2) 43

情報デザイン 106(16) 4 51(8) 49(8) 2 22(4) 29(4) 138

医療福祉工学 109(18) 3 88(16) 81(14) 7(2) 36(5) 52(11) 300

建築 124(20) 6 94(17) 89(17) 5 49(11) 45(6) 214

社会基盤工学 50 1 46 42 4 31 15 197

機械システム工学 132 7 100 96 1 3 48 52 339

情報ネットワーク工学 84(2) 5 48(2) 48(2) 23 25(2) 179

電気電子工学 67(2) 4(1) 51(1) 50(1) 1 23 28(1) 389

合計 705(64) 30(1) 506(49) 481(47) 1 24(2) 253(23) 253(26)

大学院 （　）内は女子の内数

専　攻 区分

企業 教員 官公庁 道内 道外

機械システム工学 4 4 4 4 184

電気工学 5 5 4 1 1 4 211

応用電子工学 10 1 8 8 2 6 141

土木工学 5 1 4 4 3 1 77

建築工学 4 4 4 2 2 84

合計 28 2 25 24 1 8 17

1067

1304

求人件数

道内外別
専攻指定 専攻不問

修了者数 進学者数 就職者数

就職者の内訳

卒業者数
大学院等
進学者数

就職者数

就職者の内訳

区分 道内外別

求人件数

2845

4644

学科指定 学科不問

 
 

（２）４－４の自己評価 

・就職支援体制については、学生サポートセンターの業務計画を毎年見直しており、大

学全体としての支援体制は整えてきているが、実際に学生の意識を就職に向かわせ自

分自身の努力を促すのは、身近な学科教員の仕事であることから、学科毎に学生気質

に合わせた体制を構築することが不可欠である。 

・大学院への進学に関しては、「PF 個別面談」、ゼミ担当教員（研究室担任）との面談

を通して大学院進学希望者に対する助言指導が行われている。 

・就職斡旋を希望する学生の就職率は、学科間でばらつきはあるものの、平均 90％程度

に達している。いわゆるフリーター指向の学生も各学科若干名存在するが、近年は減

少しつつある。なお平成 24(2012)年 3 月には、新４学部の第 1 期生が卒業を迎える。

現時点での就職内定状況は、社会情勢を反映して学科によっては決して楽観できない

が、全学的な支援方策をこれまで以上に強化している。 
 

（３）４－４の改善・向上方策（将来計画） 

表４-４-１ 平成 22 年度 卒業・修了者の進路 



北海道工業大学 

-60- 

・大学院で学ぶことの内容、大学院で学ぶ意義、大学院に進学するのに必要な準備等に

ついて、研究室担任あるいは現役大学院生からの助言を強化し、更にはホームページ

等での広報の充実化を図る。 

・「キャリアデザインⅠ･Ⅱ」の中で、フリーターの実態と生活維持の困難さ、就職して

専門的技術・技能を体得し人脈を築くことの重要さを学生に伝える機会を設け、これ

を継続する。 

・「基準 3-3 の改善・向上方策」の欄に記述したとおり、資格取得に関し各学科が取り

組んできた資格取得講座に加え、全学的な講座の開設等の具体的な検討を進めていく。 

 ・北海道地域インターンシップ推進協議会によるインターンシップにおいては、本学の

学生が希望する企業が少ないのが現状である。一方、学生のインターンシップに対す

る希望は少なくないことから、本学が自ら派遣企業を開拓し、独自のインターンシッ

プの創設に向け活動を継続する。 

 

［基準４の自己評価］ 

・全国的に理工系離れが進行する中で、更に地域的にみても大学を取り巻く情況が厳し

い北海道にありながら、工科系私立大学として全学的には 4 年間の平均で定員の 95％

をほぼ確保できてきたことは、アドミッションポリシー、全教職員が一体となったき

め細やかな学生指導・学生サービスに対する評価の現れであると考えている。 

・平成 20(2008)年度からの４学部８学科への改組再編により､アドミッションポリシー

はより分かりやすいものになったと自負しており、全学的な入学者数の低下傾向をほ

ぼ抑止できている。しかし、一部の学科においては志願者数の減少を抑止することが

できない状況が続いている。 

・「PF 個別面談」を核とした学生サポートプログラムは、これまでの修学、生活、就職

といった個別のサポート体制では、もはや対処できないほど多様化する学生サポート

業務を、一貫した方針で遂行する体制として発足し機能している。 

・平成 21(2009)年度から、従来の学生部・教務部・就職部を学生サポートセンターに統

合・整理し、入学から卒業まで一貫した方針で学生支援を行うことが可能になった。 

・本学では４学年の合計定員 3200 名に対し、毎年 4％を超える退学及び除籍者（学費

未納による）が出ている。経済的な事由あるいは病気による場合の他、様々な理由の

内、勉学意欲喪失の学生も多い。従前からの学生生活支援・就職支援体制改善に加え、

個々の学生の定期的な学習状況等の調査を含む学習支援体制の充実に向け、組織的な

対策を強化している。 

 

［基準４の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・アドミッションポリシー及び各学科の入学定員に関しては、４学部８学科の教育実績

を点検・評価しながら、全学的見地からの将来計画の下で適正化を図る。 

・平成 20(2008)年度からの組織再編後も、学部・学科組織、並びに教育課程が社会的ニ

ーズや時代の要請に即したものになっているかどうかについて、基準 2-3-②で述べた

“Double PDCA”サイクルに基づき検討を行ってきた。今後も継続して検証を進めな

ければならないことは、「基準 2 の改善・向上方策」欄に記述したとおりである。 
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・学生サポートプログラムは、多様化する学生サポートのより望ましい形であると考え

ており、今後も従前同様、総合的なサポートの拡充を図っていく。 

・就職が厳しい社会情勢に対応するため、従来のプログラムに加え即効的な方策も必要

であることを視野に入れ、SPI 対策及び面接試験対策を中心とした就職支援事業の拡

充、更に「キャリアデザイン」の授業内容見直し、キャリア支援プログラム・適切な

就職指導体制の充実、再構築を図る。 

・工学系大学と北海道という地域柄からその充実は容易なことではないが、インターン

シップは今後ますます重要になると認識しており、学生サポートセンターを中心とし

て同窓会の協力を得るなど、「4-4 の改善・向上方策」に記述した対策に向け組織的取

組みを目指す。 

・学生サービス窓口の集約化・機能強化、低学年層への就職指導など、学生が大学から

支援を受けていることを実感できるようなシステムの構築を目指し改善を進めてい

るが、学生サポート体制に関する包括的な検討を継続する。 
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基準５．教員 

 

５－１．教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ

れているか。 

平成 23(2011)年度の学科・専攻別の教員数は、表 5-1-1 のとおりであり、設置基準を満

たしている。学部全体の講師以上の専任教員数は 133 名（助教 3 名及び大学院の兼坦教員

151 名を除く）であり、４学部における「修学基礎教育」「外国語教育」「工学基礎教育」

等、従前の一般教育科目に対応する科目に関しては、高等教育支援センター所属の教員（兼

担教員を含む）が担当している。なお、在籍する既存工学部学生（平成 20 年度募集停止）

に対しても適切な教育を実施できる体制となっている。〔【資料 3-5】参照〕 

 

表５-１-１ 教員数（学部・大学院工学研究科）   (平成23年5月1日現在) 

教授 准教授 講  師 助教 計( a )

機械システム工学科 8 9 0 1 18 10 5 19

情報フロンティア工学科 10 5 1 0 16 10 5 10

電気ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑ工学科 11 3 0 0 14 9 5 13

(29) (17) (1) (1) (48) (29) (15) (42)

建築学科 10 5 1 0 16 10 5 36

都市環境学科 7 5 1 1 14 9 5 14

(17) (10) (2) (1) (30) (19) (10) (50)

医療工学部 医療福祉工学科 12 5 1 1 19 15 8 33

(12) (5) (1) (1) (19) (15) (8) (33)

メディアデザイン学科 10 2 2 0 14 9 5 20

人間社会学科 6 7 0 0 13 8 4 15

(16) (9) (2) (0) (27) (17) (9) (35)

環境デザイン学科 0 0 0 0 0 － － 6 0

情報デザイン学科 0 0 0 0 0 － － 15 0

医療福祉工学科 0 0 0 0 0 － － 16 0

建築学科 0 0 0 0 0 － － 14 0

社会基盤工学科 0 0 0 0 0 － － 9 0

機械システム工学科 0 0 0 0 0 － － 17 0

情報ネットワーク工学科 0 0 0 0 0 － － 13 0

電気電子工学科 0 0 0 0 0 － － 12 0

(0) (0) (0) (0) (0) － － (102) (0)

11 1 0 0 12 21 －

31

85 42 6 3 136 0 111 225 160

大学全体の収容定員に応じ

定める専任教員数

合     計

医療工学部計

未来デザイン学部

未来デザイン学部計

工学部

工学部計

高等教育支援センター

兼担

教員数

兼　任
(非常勤)

教員数

創生工学部

創生工学部計

空間創造学部

空間創造学部計

　学部・学科、その他の組織

専  任  教  員  数

助手

設置基準上

必要専任

教員数

設置基準上

必要専任

教授数

教授 准教授 講  師 助教 計( a )

機械システム工学専攻

(修士課程)
0 4 7 18

機械システム工学専攻

(博士後期課程)
0 4 7 12

電気工学専攻

(修士課程)
0 4 7 24

電気工学専攻

(博士後期課程)
0 4 7 15

応用電子工学専攻

(修士課程)
0 4 7 22

応用電子工学専攻

(博士後期課程)
0 4 7 19

土木工学専攻

(修士課程)
0 4 7 8 9

建築工学専攻

(修士課程)
0 4 7 15 2

建設工学専攻

(博士後期課程)
0 4 7 18

0 0 0 0 0 0 36 63 151 11

兼担

教員数

兼　任

(非常勤)

教員数

　研究科・専攻、研究所等

専  任  教  員  数
助手

設置基準上

必要研究指

導教員数

設置基準上

必要研究指

導教員数及

び研究指導

補助教員数

合計

工学研究科

合     計
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５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

平成 22(2010)年度、専門教育科目における専任担当科目比率は、少ない学科で 78.2％、

その他の学科では 82.5～95.5％となっている。今年度の非常勤教員数は延べ 151 名、延

べ委嘱コマ数 325 と少なくないが、これは演習科目や語学系科目において、少人数教育の

重要性の観点からクラスを分割した授業が行われているためである。 

教員の年齢構成は表 5-1-2 に示すとおりであり、40 歳以下の若手教員が少ないが、これ

は企業などの第一線での経験を教育現場に生かしてもらうこと、及び大学院の授業科目を

担当可能であることを重視して採用を進めた結果であると考えている。 

各学科における専門分野のバランスには十分配慮した採用計画がなされており、本学の 

教育課程運営に支障はない。 

表５-１-２ 専任教員の年齢構成     (平成 23年 5月 1 日現在) 

 

（２）５－１の自己評価 

・設置基準上の必要数は十分満たしており、各学科の教員数は適切である。 

・本学教員による他大学の非常勤教員としての勤務は、本学学生へのサービス低下を招

かないよう教員が自重することとしており、特別な場合を除き認めていない。 

・人材の流動性を確保することによる教育研究の活性化を目的として、任期付教員採用

制度、また高等教育支援センターにおいては嘱託教員制度を有している。 

・第一線の社会活動経験を教育現場に生かせる人材の確保を目的に、企業との兼職を認

めている。 
 

（３）５－１の改善・向上方策（将来計画） 

・社会経験豊富な教員の積極採用は今後とも続けていくが、一方で、年齢構成を考慮し

て次代を担う若手教員の採用・育成を、教育研究組織の改組を視野に入れた上で推進

していく。 

・工科系の大学であることから、女性教員の比率は全学で 8.1%（教授職は 2 名）と平

成 20(2008)年度から若干の改善にとどまっているが、近年は、専門分野の教員にも女

性を積極採用しており、この方針を今後とも貫きバランスの取れた教員構成を目指す。 

 

５－２．教員の採用・昇格の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。 

平成 10(1998)年度以降、それまで教員の採用・昇任を専務していた「資格審査委員会」

を廃止、大学運営全般に関する学長の諮問機関として機能強化された「評議会」に人事に

関する審議機能を集約し、他の諸施策と連動して本学の機能強化を推進し得る人事計画案

学部・研究科 職位 71歳以上 66歳～70歳 61歳～65歳 56歳～60歳 51歳～55歳 46歳～50歳 41歳～45歳 36歳～40歳 31歳～35歳 26歳～30歳 計

教授　　 (人) 0 0 25 25 14 14 7 0 0 0 85

　　　　 (％) 0.0% 0.0% 29.4% 29.4% 16.5% 16.5% 8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
准教授　 (人) 0 0 0 1 3 7 9 14 8 0 42

　　　　 (％) 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 7.1% 16.7% 21.4% 33.3% 19.0% 0.0% 100.0%
講師         (人) 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 6

　　　     (％) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% 16.7% 16.7% 100.0%
助教　　 (人) 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3

　　　　 (％) 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%
0 0 25 27 17 23 16 18 9 1 136

0.0% 0.0% 18.4% 19.9% 12.5% 16.9% 11.8% 13.2% 6.6% 0.7% 100.0%

全学部・

全研究科

計       (人)
計       (％)
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の審議と各候補者の審査を行ってきている。学長は、各学科の主任教授・高等教育支援セ

ンター長との個別協議を経て、また必要の都度理事長の承認を得て、人事計画案、審査対

象候補者を提案するとともに、「評議会」の審議を統括してその結果を「教授会」の議に供

し、理事長に上申している。 

候補者の審査に関しては、資質、経歴、研究業績、社会活動実績などの総合評価に基づ

いて行い、十分な教育研究能力、調和した人間性の双方を兼ね備えた教員の採用と在籍教

員の志気向上に努めている。 

５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されてい

るか。 

・教員の採用･昇任に関しては、《北海道工業大学教員の採用および昇格の選考に関する

規程》が定められ、学士課程重視の立場から、教育及び学生指導に対する適性、実績

に十分配慮した運用がなされている。 

・教員の定年は 63 歳と《北海道尚志学園就業規則》に定められているが、 人事計画の

中で大学の運営上必要と認められた場合には特任職員として再任用でき、原則 65 歳

まで更新可能である。 

・採用及び昇格のプロセスは、図 5-2-1 に示すとおりである。また、本学では学科の教

育運営上必要と考える教員数を定め、設置基準以上（表 5-1-1 参照）の教員採用計画

を年次進行で実施している。 

・公募のみでは人間性に関する正当な評価が難しいこともあり、本学教員などからの信

頼できる紹介情報に基づき、各学科主任教授・高等教育支援センター長が採用候補者

を学長に推薦している。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図５-２-１ 教員の採用プロセス 
 

（２）５－２の自己評価 

・学科の主任教授、及び高等教育支援センター長は、学長への推薦者の教育に対する熱

意、調和した人間性、本学での勤務継続可能性などを、紹介者からの情報、事前の面

談、非常勤教員としての勤務状況等を通して見極めることが求められているが、学長

も事前に面談を行うことで上記の点について確認しており、本学にとって有用な教員

の採用が実現できていると自己評価している。 

・平成 23(2011)年現在、 本学の教授職の比率は全教員の 62.5％と極めて高くなってい

る。このことは、本学における昇格のプロセスが十分機能していることを示しており、

教員の志気向上に有効に作用していると自己評価している。 

*１ 学長が各学科の主任教授、高等教育支援センター長との個別協議内容を、大学全体の運
営上の見地から整理し、評議会に提案している。 

*２ 各学科の主任教授と高等教育支援センター長 
*３ 教授のみから構成される教授会 

学科等で
の候補者
の推薦

人事計画
案の法人
への提出
→
法人回答

評議会：
①法人回
答内容の
示達
②昇任人
事につい
ての示達

評議会：
人事計画

案*1（昇
任を除
く）の審
議

理事長に
よる任命

評議会：
候補者の
審査

理事長へ
の上申

候補者に
関する学
長と学科
主任教授

等
*2
との

個別協議

教授教授

会*3：
候補者の
確定

候補者の採用
活動行為の事
前承認を理事
長と協議
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（３）５－２の改善・向上方策（将来計画） 

・評議会において、これまでの実態を基に採用・昇任の方針を明文化し、また教員評価

制度の導入を視野に入れた教員昇格のシステムを検討していく。 

・より多様な資質を有する人材確保のため、公募制による教員の採用手続きを定める。 

・教員の採用・昇任のための評価項目をより詳細に表現するとともに、上記 2 点も加え

《教員の採用および昇格の選考に関する規程》をより実効的なものに拡充、改正する。 

 

５－３．教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する

体制が整備されていること。  
 

（１）事実の説明（現状） 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい

るか。 

本学では前後期各 15 週、90 分の授業をもって１コマ（2 授業時間）としている。平成

23(2011)年度の専任教員の週当たりの担当授業時間は、図 5-3-1 のとおりである。平均の

時間数は、教授が 12.5 時間、准教授が 13.0 時間、講師が 11.7 時間、助教が 14.7 時間で

大きな差はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-３-１ 教員の一週当たり担当授業時間数分布 

注 1) 就学指導等に関する科目、及び履修学生のいない大学院科目は除いている。 
2) 担当授業時間数（45 分を１授業時間とする）の小数点以下は四捨五入している。 

 

教員の教育負荷としては、上記の表に記載しているコマ数以外に、基準 4 で述べた「学

習支援室」「キャリア支援」「PF 個別面談」「高大連携教育」、教育外負荷として各種校務

役職が加わることになる。また、上記コマ数の算出に当たって、卒業研究に配当する時間

は前後期各１コマであるが、少なくとも後期にはこれを上回る時間を割いている実状にあ

る。実験・実習の多い学科では、少人数クラスを編成する都合上、１科目当たりの担当教

員数が多くなり、結果的に教員１人当たりの持ちコマ数が多くなる傾向にある。 

５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、ＴＡ(Teaching Assistant)・ＲＡ

(Research Assistant) 等が適切に活用されているか。 

本学大学院に在学する学業優秀な学生に対し、教育的配慮の下に学部の教育補助業務に

従事させ、将来、教員・研究者になるためのトレーニングの機会を提供するとともに、学

部教育におけるきめ細かい指導の実現等を図ること、また、これに対する給与の支給によ

り、奨学に資することを目的として TA 制度が設けられている（【資料 5-4】参照、基準 4-3-
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②にも記載）。 

平成 22(2010)年度における TA の採用状況を、表 5-3-1 にまとめている。 本学の教育の

特色にあげられている「入学生の適性に応じたきめ細やかな教育・学習システム」や、「少

人数グル－プによる実験・演習を重視する教育プログラム」を体現する上で、TA 制度の

果たす役割は非常に大きいと認識している。なお、本学は RA 制度を設けていない。 
 

表５-３-１ 平成 22 年度 TA 採用状況 
 

学部・学科 委嘱コマ数 委嘱計画 差 異 充足率(%) 

創 生 工 学 部 95 123 -28 77.2 

空 間 創 造 学 部 65 77 -12 84.4 

医 療 工 学 部 56 64 -8 87.5 

未 来 デ ザ イ ン 学 部 29 31 -2 93.5 

工 学 部 1 2 -1 50.0 

高等 教 育 支援 セ ンタ ー 0 0 0 － 

合 計 246 297 -51 82.8 

 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が適切に配分されているか。 

1) 教育研究に関する資金 

A.教育研究予算 

教員の教育研究活動のための経費としては、目的別予算区分の明確化の観点から、学

科在籍学生数を算出根拠とする教育用配分と、教員数を算出根拠とする研究用配分が、

毎年各学科、高等教育支援センターに配分されている。配分された教育用、研究用予算

の各教員への配分に関しては学科にその裁量を委ねることによって、学科ごとの年次的

な重点施策を反映した予算計画の立案を可能とし、学科運営の柔軟性の向上と最適化が

図られている。次ページの表 5-3-2 に、平成 23(2011)年度の教育研究費の配分状況を示

す。なお、平成 24(2012)年度からの各教員の研究費配分は、個々人の研究シナジー効果

を図り得る研究・教育分野形成グループ単位での配分が予定されている。 

B.競争的研究費 

研究の活性化と質的向上を図るために競争原理を導入し、若手研究者の育成、外部資

金の獲得の奨励及び学術研究の基礎を培う研究の推進を目的として、競争的研究費制度

が制定されている。競争的研究費は別途、原資を年間 2,400 万円と定めて、区分及び定

義は以下のとおりである。 

 (a) 専門領域研究費 

   ① 55 歳未満または博士号未取得の教員が、より高度な研究基盤を築くために、個

人で行う研究に対する助成。  

② 研究期間は、原則として 3 年以内とする。 

  (b) 基礎領域研究費 

① 本学における教育や教授法並びに科学技術の発展や地域社会に貢献するための基

礎的な研究を奨励することを目的とし、個人または共同で行う研究に対する助成。 

② 研究期間は、原則として 1 年（単年度）とする。 

採択は、申請書類審査及びヒアリング審査に基づいて行われることが、《競争的研究

費の審査取扱要領》に定められている。平成 22(2010) 年度の競争的研究費採択状況は、 
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表５-３-２ 平成 23 年度 学科等配分予算一覧 

 
 

【教育用配分予算】

　　　　項　　　目

学部・学科等 ベース配分 学生数配分 計

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 503 3,247 7,847 11,094

情 報 フ ロ ン テ ィ ア 工 学 科 452 3,247 7,051 10,298

電 気 デジ タ ルシ ス テ ム工 学 科 294 3,247 4,586 7,833

（計） 1,249 9,741 19,484 29,225

建 築 学 科 439 2,445 6,848 9,293

都 市 環 境 学 科 188 2,445 2,933 5,378

（計） 627 4,890 9,781 14,671

3,758 7,517 11,275

7,000

（計） 432 3,758 7,517 18,275

メ デ ィ ア デ ザ イ ン 学 科 394 1,682 4,633 6,315

人 間 社 会 学 科 178 1,682 2,093 3,775

（計） 572 3,364 6,726 10,090

環 境 デ ザ イ ン 学 科 0 99 0 99

情 報 デ ザ イ ン 学 科 15 99 221 320

医 療 福 祉 工 学 科 6 99 89 188

建 築 学 科 15 99 221 320

社 会 基 盤 工 学 科 10 99 148 247

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 25 99 369 468

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 工 学 科 24 99 354 453

電 気 電 子 工 学 科 12 99 177 276

（計） 107 792 1,579 2,371

（学部合計） 2,987 22,545 45,087 74,632

機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻 21 2,554 2,554

電 気 工 学 専 攻 23 2,797 2,797

応 用 電 子 工 学 専 攻 21 2,554 2,554

土 木 工 学 専 攻 7 851 851

建 築 工 学 専 攻 10 1,216 1,216

建 設 工 学 専 攻 2 243 243

（大学院合計） 84 10,215 10,215

（総　計） 3,071 22,545 55,302 84,847

【研究用配分予算】

　　　　項　　　目

学部・学科等

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 19 11,400

情 報 フ ロ ン テ ィ ア 工 学 科 15 9,000

電 気 デジ タ ルシ ス テ ム工 学 科 15 9,000

（計） 49 29,400

建 築 学 科 18 10,800

都 市 環 境 学 科 15 9,000

（計） 33 19,800

医 療 工 学 部 医 療 福 祉 工 学 科 600,000 21 12,600

メ デ ィ ア デ ザ イ ン 学 科 14 8,400

人 間 社 会 学 科 13 7,800

（計） 27 16,200

環 境 デ ザ イ ン 学 科 0 0

情 報 デ ザ イ ン 学 科 0 0

医 療 福 祉 工 学 科 0 0

建 築 学 科 1 600

社 会 基 盤 工 学 科 3 1,800

機 械 シ ス テ ム 工 学 科 0 0

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 工 学 科 0 0

電 気 電 子 工 学 科 0 0

（計） 4 2,400

400,000 4 1,600

150,000 4 600

（総　計） 142 82,600

未 来 デ ザ イ ン 学 部

工 学 部

医 療 工 学 部
医 療 福 祉 工 学 科 26,1001,450

新

学

部

・

学

科
432

高 等 教 育 支 援 セ ン タ ー

※1　配分額算出方法

大

学

院
工 学 研 究 科

創 生 工 学 部

空 間 創 造 学 部

　　・ベース配分（既存学科）　　　      ：基準額×既存学部学生数×1/3×1/8

　○教育用配分予算

新
学

部

・

学

科

創 生 工 学 部

空 間 創 造 学 部

未 来 デ ザ イ ン 学 部

600,000

600,000

既
存

学

部

・

学

科

既

存

学

部

・

学

科

工 学 部
600,000

600,000

　　・ベース配分（新学科）　　　　      ：基準額×各学部学生数×1/3×1/各学部学科数

配　分　額

 （千円）

※2　新任教員の研究用配分予算は企画室で計上し、採用時点で配分する。

　　・学生数配分（大学院）　　　　      ：基準額×各専攻学生数

　○研究用配分予算

　　・基準額×各学科等教員数

　　・医療工学部医療福祉工学科については、実習費として7,000千円増額

　　・学生数配分（新・既存学科）　      ：基準額×各学科学生数×2/3

1,300

121,600

基 準 額

（円）

760

教 員 数

（人）

1,300

980

22,1401,230

学 生 数

（人）

配　　分　　額　（千円）

17,640

23,400

23,400

学 　 費

（千円）

基 準 額

（円）
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表５-３-３ 平成 23 年度 競争的研究費採択状況 
 

区 分 研 究 題 目 採択研究費総額 

専門領域研究費 
電子部品実装継手性状に及ぼす無電解 Ni/Au メッキ析出形

態の影響 他３件 
16,500,000 

基礎領域研究費 該当無し ― 

 

表 5-3-3 にまとめるとおりである。なお、平成 24(2012)年度からは、学科横断的競争研

究費が予定されている。 

C.論文掲載料助成制度 

論文掲載料は上記「教育研究予算」や「競争的研究費」によっても処理可能であるが、

論文掲載料が本来の教育研究活動遂行上負担となる場合等への対処を想定し、別途、原

資を年間 50 万円と定めて、権威ある学術誌に本学の専任教職員の論文が掲載された場

合、1 件あたり 100,000 円を上限として投稿料を助成する制度が定められている。 

2) 国内、国外研修制度 

本学の教職員の専攻分野についての教育・研究能力の向上を目的として、 

a) 国内外の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設または学術研究施設

において調査研究に従事する場合、 

b) 教育・学術に関する会議、学会およびシンポジウム等へ参加する場合、 

c) 教育・学術に関する調査、研究、交流および視察等を行う場合など、 

本学教職員が学外において研修する場合の取扱いについて、《専任教職員の学外研修規程》

が定められている。学外研修は、表 5-3-4 に示すように分類され、校費扱いの場合には、

旅費や滞在費の一部を補助している。 
 

表５-３-４ 学外研修の種別 

            短 期 

（1 か月未満） 

中 期 

（1 か月以上 6 か月未満） 

長 期 

（6 か月以上 1 年以内） 

校 費 第 1 種 第 2 種 第 3 種 
国 内 

私費等 第 4 種 第 5 種 第 6 種 

校 費 第 7 種 第 8 種 第 9 種 
国 外 

私費等 第 10 種 第 11 種 第 12 種 

 

3) 研究支援組織 

本学では、北海道という積雪寒冷地域の特色を生かし、寒地総合技術並びに工業技術の

開発と本学教育の発展に寄与するため、平成 20[2008]年度まで寒地総合技術センターを設

置していた（基準 10-2 に再記述）。本センターは、本学教員と産業界を結ぶ窓口として必

要な業務を行ってきたが、平成 21(2009)年度より、これらの業務については以下の内容で

「研究支援センター」が引き継いでいる。〔【資料 11-1】参照〕 

① 研究支援に関すること 

   ② 研究成果の発信に関すること 

③ 国内外の諸機関、団体との交流に関すること 

④ その他必要と認める事項 

また産学官の交流を促す目的で、本学教員及びその研究テーマは、産学・地域連携の中の
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教員紹介ホームページに掲載している（基準 11-3-①に再記述）。 

学外からの研究費を含む教員研究費の 3 年間の推移を、表 5-3-5 に示している。 

 

表５-３-５ 平成 20 年度～22 年度教員研究費内訳 

 

（２）５－３の自己評価 

・最近の入学生の多様化への対処も含め、各学科、高等教育支援センターとも授業設計

に際して受講生への教育効果を重視しているため、教員の教育担当時間数には従前よ

りは改善されているものの、ばらつきが生じている。このことは、組織的機能の充実

と各教員のキャリアとの調和による現実的な対応の結果と理解している。 

・TA の充足状況は、年度による大学院在籍学生数のばらつき等により、また学科によ

り十分とは言えない状況も見られるが、修士課程１年生にも週 2 コマの担当を認める

などの改善を加え、この制度を平成 8(1996)年度に発足させて以来、おおむね順調に

機能している。 

・TA 制度は、本来の狙いの一つである大学院生教育の観点からも極めて効果的であり､

教える立場になり初めて得られる理解を経験した大学院生から高く評価されている。 
 

（３）５－３の改善・向上方策（将来計画） 

・各種資源・制度の有効活用による大学全体の組織的機能向上と、教員間の業務量均衡

の両立には、校務役職をも含めた業務の効率化と教員の業績評価の実践が不可欠であ

る。この方策については従前より検討を重ねた結果、現在、業績評価法の基礎となる

研究業績のデータベース化が図られており、平成 24(2012)年度に向け「教員の仕事量

及び研究業績の数値化」を実践実現していく。 

・きめ細かな教育サービス実現の観点から TA 充足率の向上は重要であるが、大学院生

本来の研究に支障をきたさぬよう、各期に勤務可能なコマ数は基準 4-3-②に記載のと

おり制限されている。学部学生については、高等教育支援センター所管の学習支援室

においてチューターとしての採用を開始しているが、正規の授業科目におけるステュ

ーデント・アシスタント制度の導入も視野に入れ、TA の充足率の改善を進めていく。 

 

５－４．教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等組織的な取組みが適切になされている

か。 

研究費（円）
研究費総額に

対する割合（％）
研究費（円）

研究費総額に

対する割合（％）
研究費（円）

研究費総額に

対する割合（％）

128,683,972 100.0 123,760,556 100.0 119,922,908 100.0%

個人研究費 46,686,000 36.3 47,134,000 38.1 53,978,000 45.0

共同研究費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

科学研究費補助金 23,949,500 18.6 20,967,500 16.9 21,704,800 18.1

政府もしくは政府関連

法人からの研究助成金
7,443,322 5.8 16,028,469 13.0 8,789,216 7.3

民間の研究助成財団

等からの研究助成金
17,220,000 13.4 13,700,000 11.1 7,670,000 6.4

受託研究費 29,135,150 22.6 19,972,200 16.1 22,415,745 18.7

共同研究費 4,250,000 3.3 5,958,387 4.8 5,365,147 4.5

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0

学　部　合　計

研究費総額

学

内

学

外

学部・研究科等 研究費の内訳

平成20年度 平成21年度 平成22年度
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本学では、平成 13(2001)年度から「ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会」

が、学内各組織と連携しながら学士課程に重点をおいた教育活動の活性化･教育機能の向上

に取り組んできた（基準 2-3-① p.22 に記載）。本学の FD 活動は、役割に応じ全学 FD 活

動、組織別 FD 活動に大別できる。「FD 委員会」「FD 研修会」の開催数を表 5-4-1 に示す。 
 

表５-４-１ FD 委員会、FD 研修会の開催数 

年度（平成） 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

FD 委員会 11
*
 15

*
 16

*
 4 4 7 6 4 4 5 

全学 FD 研修会 1 0 4 2 2 1 3 1 3 4 

組織別 FD 研修会 24 35 14 5 8 33 41 31 40 34 
*
:「自己点検・評価委員会－教育活動専門部会」との合同開催、幹事会の開催を含む。 

 

1) 全学 FD 活動 

平成 17(2005)年度までは、委員会で FD 活動の在り方について調査・研究を実施しなが

ら、学外の専門家や本学の学長、先端的試みの実施担当教員らを講師に FD の狙い、環境、

事例等に関する全学的研修会を行ってきた。 

平成 18(2006)年度から「FD 委員会」は、“中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将

来像」(平成 17 年 1 月) ”で示されている厳しい社会的環境、すなわち「大学のユニバー

サル化」の中で社会的責任を果たし続け得るために必要な、本学における高等教育機能の

重点化、大学像の再構築を最重要課題に設定し精力的に検討を進め、委員会･研修会･教授

会等を通して以下の事項について順次全学的な合意形成、施策の策定・実践を図ってきた。 

a) 各学科の教育目的等の整理と「教務ブック」による学生への提示  ：基準 3-1 参照 

b) 中長期的な将来像「北海道工業大学の基本姿勢」の策定と公開   ：「Ⅰ.１」参照 

c) 北海道工業大学の「成績評価と質の保証システム」の策定と、規程・マニュアル類 

による全教職員間での理解の徹底化              ：基準 3-2-⑤参照 

d) 学部・学科再編後における新学部・新学科基本姿勢の取りまとめと「教務ブック」

標準構成の策定                        ：基準 3-1 参照 

e) 「成績評価と質の保証システム」に準拠し、記述項目を“授業の概要および計画”

と“確実な単位修得・学修の質の保証のために”の二つの項目に２群化した、新学

科用シラバス標準構成の決定                ：基準 3-2-②参照 

f) 大学院における成績評価の基本フレーム案の作成と、 各専攻への「FD 研修会」の

実施依頼 

2) 「組織別 FD 研修会」 

本学では「北海道工業大学の基本姿勢」にも掲げられているように、カリキュラムは時

代の要請に応えて学科ごとに最適化されることとしており、各学科、高等教育支援センタ

ーの教育機能の向上及びその支援のため、組織別 FD 活動が継続的に実施されてきている。

平成 13(2001)～22(2010)年度の 10 年間で合計 286 回の「FD 研修会」が実施されている。

そのテーマは、「入学生の基礎学力の把握と認識」から、「基礎的・共通的な科目や複数教

員担当科目の進め方」、「授業評価アンケートへの学科の対応」、「IT システムの教育への活

用方法」、実施回数は多くないが授業公開に関するものにまで多岐にわたっている。平成

21(2009)年度は、本学における成績評価や質の保証方法に関する「FD 委員会」からの依



北海道工業大学 

-71- 

頼に応じた研修、22(2010)年度には、新学科完成年度を見据えたカリキュラム及び教育内

容の最適化への研修が多く開催されている。なお、平成 17(2005)年度には、それ以前の 4

年間に各学科で実施された種々の FD 活動の「報告書集」が発行され、全教職員に配付さ

れた。 

研究活動を活性化する取組みとしては、5-3-③で述べた、教育研究用共同利用設備の拡

充・運用機能、競争的研究費制度、国内・国外研修制度を、企画室・研究支援センター（旧

寒地総合技術センター及び交流推進部）が中心となり（組織改編については基準 2-3-①に

記述）、その利用実績、応募状況、社会情勢等を考慮しながらより実効が上がるように整備

してきた。 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用さ

れているか。 

本学の授業評価アンケートは、平成 11(1999)年に「自己点検･評価委員会教育活動専門

部会」によって初めて実施され、その後平成 13(2001)年に「FD 委員会」による内容の見

直し、及びモバイル・キャンパス構想との整合性からオンライン方式への移行が推奨され、

これを期に実施主体が「FD 委員会」に移管された。以後、実施目的を 

① 学生の授業に対する満足度や理解度、教育内容・方法に対する評価と受講態度等

の状況を把握する、 

② 各教員は自らの授業に対する学生の評価を確認し、以降の授業改善に役立てると

ともに、教員の教育能力向上を図る、 

③ 評価結果を教育効果向上のための資料として活用する、 

と定め、名称も「授業改善のためのアンケート」と改めて、毎年 2 回、セメスタごとに実

施要領を策定し実施してきた。 

本学の「授業改善のためのアンケート」の特色として、以下の 3 点が挙げられる。 

a) 卒業研究など特異な科目を除き、専任教員担当、非常勤教員担当にかかわらず全科

目・全授業クラスを対象に実施している。 

b) 全科目、全クラスでの評価結果を「学内情報システム」上で公開している。 

c) 評価結果に対して教員はコメントを添えることとしている。 

また、きめ細かい情報を得ることができるように、以下の配慮がなされている。 

a) 実施期間は各セメスタの半ばから最後の週に設定し、実施日は教員が定める。 

b) Web 回答と OCR 回答の二つの回答方式を用意し、選択は各教員に委ねられている。 

c) アンケートには、共通設問とは別に教員の判断で個別設問を加えることができる。 

なお教員の研究活動活性化のために、「自己点検・評価報告書（その１：研究活動）」(3

年毎に発行、基準 7-3-①に記述)、及び「研究業績一覧」(毎年発行)を発行してきたが、

平成 23(2011)年度からは Web 活用による業績データベースにより、評価機能の整備に供

している。 
 

（２）５－４の自己評価 

・各学科の教育目的等の整理から始まり新学科用シラバスの標準構成の策定に至る、本

学の高等教育機能の重点化に関する一連の全学的 FD 活動、それらに連動した組織別

FD 活動を通して、各教職員が自らの果たすべき役割を明確化でき、教員の教育活動
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活性化の取組みは順調に進展していると自己評価している。 

・全授業クラスでの実施・全集計結果の「学内情報システム」上での公開を原則とする

「授業改善のためのアンケート」は、平成 22(2010)年度には教員コメントの添付が専

任教員の担当するクラス全体の 92.3％であり、授業に関する PDCA サイクルにおけ

る C, A 手段として広く教員間に浸透・定着している。 

・「自己点検・評価報告書（その１：研究活動）」や「研究業績一覧」は、研究活動に関

する教員個々人の自己評価の手段として効果的に機能してきた。 
 

（３）５－４の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 21(2009)年 10 月に設立された北海道地区 FD・SD 推進協議会において、本学は

その幹事校となっており、各種の企画に積極的な参画を図る（基準 10-2 に再記述）。 

・現在、全学科と高等教育支援センター、及び全専攻に対して年複数回の FD 活動を義

務付けているが、更に組織別 FD 活動の多面化と量的維持、及び活動結果の他学科等

での利活用方策について検討を継続する。 

・教育効果（学生の達成度）の測定・把握については、「学士課程共通の学習成果」につ

いての定量的な評価が大きな課題であるが、「基準 3-3 の改善・向上方策」中に記述し

たとおり、当面は専門分野ごとの学習到達度に関する測定法の確立を試みる。 

・「授業改善のためのアンケート」に関しては、これまでの実施結果に基づき最重要課題

である信頼性向上策を検討するとともに、アンケート内容の総合評価を定量化・分析

し、更には教育目標を踏まえた学習到達度の検討結果をも反映させた形で、再構築を

図る。 

・「5-3 の改善・向上方策」の第 1 点に記述した、校務役職をも含めた教員の業績評価に

おいては、上記アンケートの集約結果をも踏まえ､教育研究活性化のために有効な方策

と客観的な評価法を模索し、適正かつ公正な業績評価の可能性を追求する。 

 

［基準５の自己評価］ 

・教育研究に携わる教員が各学科、及び高等教育支援センター、各専攻に必要数配置さ

れており、人的資源に関しては、資質、人数の両面とも適切な状況にあると認識して

いる。 

・教育研究経費、国内外研修制度など、若手教員に重点をおいた教員の研究活動を支援

する制度も整備されているが、大学のユニバーサル化に伴う学生支援や校務役職のた

め教員が多忙化する傾向が続いており、上記制度の活用は期待通りの盛況をみせてい

ない。 

・ユニバーサル化状況下における本学の大学像の再構築、本学の高等教育機能の重点化

などに関する全学的 FD 活動と組織別 FD 活動の連動を通して、各教職員が自らの役

割を認識でき、教育活動活性化の取組みは順調に進展していると自己評価している。 

・教育研究活動の活性化は直接的には現場の各教員のモラルと活力に左右される。その

点で、近年における教員の業務量の継続的な増加は軽視できなく、総合的な業務の効

率化方策の確定・実践が早急の課題として、重要な時期を迎えていると考えている。 
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［基準５の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・教員の採用・昇任に関する規程類を、これまでの方針・運用実態の明文化、評価基準

の詳細化、公募制の採用手続きの整理などを通して、拡充・整備する。 

・教育効果（学生の達成度）の定量化、「授業改善アンケート」の再構築のためには全

学 FD 活動、組織別 FD 活動との連携が不可欠となるが、更には、それらの活動を通

して「教育内容・方法等の充実」のための仕組みを見直し、明確化する。 

・各業務の業務負担量軽減と総合的な教育研究機能向上の両面から、各業務の見直しを

行い、教員の教育研究活動の効率化施策を提案、早急の施行を目指す。 

・教員の活き活きとした教育研究活動への取組みを支援し得る、「校務役職をも含めた

業務の効率化・教員の業績評価」のための「見える化」の実践を試みる。 
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基準６．職 員 

 

６－１ 職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適

切に運営されていること。 
 

（１） 事実の説明（現状） 

６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されている

か。 

・《北海道尚志学園就業規則》に、組織及び職員定数について次のとおり規定している。 
 

“各所属の組織” 

第 11 条 各所属（法人本部、工大、薬大、短大、高校及び自校をいう。）には、

業務運営上必要な組織を定め、所属長以下各組織に応じ、前 2 条に定める職

員を配置する。 

“職員定数” 

第 12 条 第 9 条、第 10 条に掲げる職員の定数は、各所属に係る設置基準及び

関連規則等に基づくほか、第 11 条に規定している組織の適正運営と合理性を

基本として定める。 
 

・上記の基本規程に基づき《北海道工業大学事務局組織規程》を定め、事務業務を分担

するための組織の下、各課の業務分掌により必要な職員を配置している。 

・専任職員、契約職員及び派遣職員の配置については、大学における組織及び業務分掌

を基本に、また法人全体の職員配置のバランスも考慮の上、適切な人材の確保も含め

て配置している。 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

・職員の採用については、《就業規則第 16 条～第 20 条》に規定している。従来法人の

設置校卒業生や役員・職員の縁故関係者を数多く採用してきた経緯があるが、平成元

(1989)年以降、他大学やハローワーク等への求人、及び労働者派遣法に基づく紹介予

定派遣制度も活用して職員の採用を行ってきた。 

・平成 22(2010)年 7 月に、職員の人事計画を検討するため「職員人事計画検討委員会」

を設置した。 

・職員の昇任・異動については、《就業規則 第 9 条》に職種、職階及び職務を、《第 21

条》に人事異動について規定している。 

・平成 23(2011)年度からは、設置校における職員の異動を実施する際の基本的な考え方

及び基準を《学校法人北海道尚志学園人事異動の指針》として定め、異動の原則、異

動の基準、異動の時期及び異動原案の作成時期等を明確にし、円滑なる業務運営の推

進、職務遂行能力の育成・向上を図り中長期にわたる人事計画を想定し有能な後継者

の育成を図ることとした。また、平成 22(2010)年度に導入した選択定年制度を含む早

期退職優遇制度（退職金の支給の面において優遇）により、今後、若返りが図られ組

織の活性化に繋がるものと期待している。 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用さ
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れているか。 

・職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程は、《就業規則》等において次のとおり

定め、適切に運用している。 

①《就業規則》 
 

“採用関係” 

第 15 条(任命権者）、第 16 条(採用）、第 17 条(選考方法）、第 18 条(提出書

類）、第 19 条(採用の取消）、第 20 条(試用期間） 

“昇任関係” 

第 9 条（職種、職階及び職務）、第 23 条(役職任免） 

“異動関係” 

第 21 条(人事異動） 
 

②《職員の勤務調査に関する規程》 
 

・職員の昇任や異動については、本人の適性、健康、資格、技能と併せて勤務調査の結

果も大きく反映させて行っている。また、この勤務調査の実施に際しては、事務局最

終考課者である事務局長と被考課者が面接を行い、将来担当したい業務や勤務場所等

の意見や希望を聞くなどの場を設け、勤務成績及び適性を中心として法人本部と大学

関係者と協議を行い適切に昇任、異動を実施している。 
 

（２）６－１の自己評価 

・事務組織及び業務分掌に基づき、従前より専任職員、契約職員及び派遣職員を配置し

一定の成果を上げている。また、大学事務局職員と法人本部職員は、それぞれの担当

業務の責任の所在を明確にし、連携を取りながら業務を行っている。 

・採用の方法については、一般公募による採用を基本に、現在運用している労働者派遣

法に基づく紹介予定派遣職員の採用を併用し一定の成果を上げているが、大学事務局

の業務に、専門的知識が要求されることが多くなってきている現状からすれば、これ

に対応できる職員の養成や優秀な人材の採用が必要であると考え、平成 22(2010)年 7

月に、事務組織の改編を含めた事務組織及び職員採用方法や職員年齢構成の在り方な

どの検討を行う専門職員を採用した。更に職員の人事計画を検討するために設置した

「職員人事計画検討委員会」が中心となり、年齢構成の偏り解消及び優秀な人材採用

に向け、新聞・ホームページによる募集広告を行い、従前、面接中心の採用試験を改

め、SPI 試験を加えた採用試験を実施し、平成 23(2011)年 4 月に専任職員 13 名を採

用した。 

・昇任及び異動については、 《就業規則》及び《職員の勤務調査に関する規程》に基

づき適切に運用しているが、規定の表現に一部抽象的な部分がみられる。 

・平成 21(2009)年度に実施した勤務調査において、調査票の様式について見直し改善を

図った。 
 

（３）６－１の改善・向上方策（将来計画） 

・大学事務局の業務の専門性への対応について、職員が自発的に意欲を持って職務を遂

行していくために、年間を通じた定期研修を実施しているが、PDCA サイクルの中で
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更なる改善を目指す。 

・法人本部を含めた所属校間の連携強化をより一層図るため、職員の積極的な人事異動

を進めるが、今後は 10 月の定期異動も視野に入れている。 

・新規採用者については、大学事務業務に専門的知識が要求されるようになってきたこ

とから、これら業務に対応できる資質の高い優秀な人材を採用するため、選考方法を

見直す。 

・曖昧な判断・取扱いが起きないよう、規程類の点検・見直しを不断に行う。 

・経営環境が厳しくなっている状況であり、人件費抑制の観点から特定業務部門（例え

ば、図書館業務等）のアウトソーシングの推進など、中長期的な採用計画、定年後の

再雇用者の活用方法について検討する。 

 

６－２ 職員の資質・能力の向上のための取組み（ＳＤ等）がなされていること。  
 

（１) 事実の説明（現状） 

６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、ＳＤ等の取組みが適切になされてい

るか。 

法人全体の研修として、平成 23(2011)年 4 月に新たな方法により専任職員 13 名を採用

したことを契機に、同時期に採用した契約職員を含め、新人研修を実施、それに引き続き

4 回のフォローアップ研修を実施した。この他、従前からの取り組みとして、文部科学省、

日本私立学校振興・共済事業団、私学研修福祉会、日本私立大学協会や同協会北海道支部、

日本私立薬科大学協会、日本私立短期大学協会が実施する各種の研修会には積極的に参加

して、職員の資質の向上に努めている。また、平成 22(2010)年度からは SD 活動の一環と

して、自己研鑽経費の補助を実施している。 

なお、本学には《職員の会議、研修等に関する内規》があり、日本私立大学協会北海道

支部が主催する研修会（初任者研修会、中堅実務者研修会、中堅指導者研修会、課長職相

当者研修会）や、日本私立大学協会が主催する学生生活指導主務者研修会等に参加した職

員による報告会を定期的に開催し、研修内容を他職員にフィードバックするなどして大学

職員としての資質向上に努めている。 

また、全教職員対象に開催される「FD 講演会」（基準 5-4-①参照）や、「人権委員会」

主催講演会（基準 11-1-②参照）等に積極的に参加し自己研鑽に努めるよう督励しており、

平成 21(2009)年 10 月に設立された北海道地区 FD・SD 推進協議会の幹事校となっている

ことから、北海道地区大学 SD 研修にも職員を派遣している。 
 

（２）６－２の自己評価 

・職員の資質向上のための研修体制として、平成 23(2011)年度に新規採用した専任職員

及び契約職員に対し、4 月に外部講師を向かえ新人職員研修会を開催し、試用期間満

了となるまでの 9 月までの間、法人役員及び法人本部職員が講師となり、毎月 1 回、

フォローアップ研修を開催した。また、外部機関が開催する研修への積極的な参画、

大学独自の取組みとして SD 活動を意識した研修会の開催など、体制整備に向けた方

策を試行しており、私学職員としての資質向上に努めている。 
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（３）６－２の改善・向上方策（将来計画） 

 ・平成 23(2011)年度には、新規採用者に対する学内研修会を実施したが、今後、中堅職

員等に対する学内研修会の実施に向け研修内容を検討する。 

・大学の経営環境の変化を常に把握し、その問題を分析して改善案を提示するなど、教

員と職員が積極的にコミュニケーションを図る環境整備と、職員の資質、能力の向上

のための組織、職階、職務段階等による計画的な学内及び学外研修の実施に向けた制

度づくりについて検討を継続する。 

 

６－３ 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 
 

（１) 事実の説明（現状） 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

・本学事務局は、平成 22(2010)年度に大学運営組織の改編に対応した 3 グループ（管理

運営グループ、入試広報グループ、学生支援グループ）、7 課（総務課、管理課、企画

運営課、入試広報課、学生支援課、就職支援課、学術情報課）の構成に改編した。更

に、平成 23(2011)年 10 月には学生支援の強化を図るため、学生支援グループに修学

支援課を設置した。〔【資料 3-7】参照〕 

・これら 8 課は、表 6-3-1 のとおり基準 2-3-①で解説の全学的合意形成組織群、全学的 

 

表６-３-１ 組織群、部局等、事務局各課の関係 
 

区   分 部 局 等 名 事 務 局 
教授会、研究科委員会 全課 
評議会 総務課 全学的合意形成組織群 

全学連絡調整会議 全課 
企画室 企画運営課 
学生サポートセンター 修学支援課 

学生支援課 
就職支援課 
学術情報課 

入試広報センター 入試広報課 
研究支援センター 企画運営課 

全学的業務運営組織群 

メディアセンター 学術情報課 
自己点検･評価委員会 総務課 
ファカルティ･ディベロップメント委員会 総務課 
高大連携教育推進委員会 入試広報課 
教職課程委員会 修学支援課 

環境マネジメント推進委員会 管理課 

国際交流委員会 学生支援課 

防火等管理対策委員会 管理課 
人権委員会 総務課 
内部環境監査委員会 管理課 

個人情報保護委員会 総務課 
個人情報苦情対応委員会 総務課 
倫理委員会 管理課 
危機管理委員会 総務課 

公的研究費内部監査委員会 総務課 

課題対応組織群 

発明判定会 企画運営課 

法人部門 法人本部 総務課、管理課 他 
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業務運営組織群、課題対応組織群に、または法人本部事務局と連動・連携して機能し

ている。 

・全学的業務運営組織群に位置付けられる企画室、学生サポート・入試広報・研究支援・

メディアの各センターには、その構成員にグループ長（企画室は企画運営課長を含む）

が加わり、各センター等の会議が開催され審議を行っている。その結果は「評議会」

での審議、あるいは「全学連絡調整会議」での報告や各部局間での調整を経た後、「教

授会」等での審議案件として上程され全学的な議決がなされる。課題対応組織群の各

委員会についても委員会規程等に庶務担当課が規定され、該当課長あるいは係長が構

成員または書記として加わり審議等を行うなど、教員組織との連携が図られている。 

・特に事務局長は、全学的合意形成組織群としての「教授会」「研究科委員会」「評議会」

及び「全学連絡調整会議」の構成員となっており、会議に出席して所轄事務に関し説

明し、また意見を述べることができる。また、各グループ長、課長が「教授会」「研

究科委員会」及び「全学連絡調整会議」に出席することにより、事務組織と教員組織

との連携を図っており、双方の独自性を尊重しつつ有機的一体性を保っている。 
 

（２）６－３の自己評価 

・教育研究に関わる学内意思決定機関の組織と事務組織の役割が、明確に定義されてお

り、教育研究活動を円滑に進めるための機能を適切に果たしている。 

・各種サービスを受ける学生の立場から見た場合、複数の課が絡むものが多々あり、そ

れらの関係が十分に理解されていない面が見られたことから、大学運営組織の改編に

対応した事務局組織に改編した。 

・学生サービス窓口となる修学支援課・学生支援課では、従来からの懸案事項であった

境界領域となっていた案件への対応に留意すべきものと考えている。 
 

（３）６－３の改善・向上方策（将来計画） 

・学生サービス窓口の機能強化と、学生が大学から支援を受けていることを実感できる

ようなシステムの構築を目指し事務局組織を改編した。平成 23(2011)年 2 月には改組

効果の検証のため、全職員を対象としたアンケート調査を実施し中間報告をまとめて

いる。次年度も調査を実施し、教員に対する教育研究支援機能を維持しつつ、事務組

織間の独立性と連携性の調和について最終検証を行う。 

 

［基準６の自己評価］ 

・職員の組織構成は法人全体として明確に位置づけられており、職員の採用についても

一般公募を基本に一定の成果を上げているが、大学アドミニストレータ等の新たなニ

ーズには対応し切れていない状況が続いている。 

・職員の昇任・異動は、規程等に基づき適正に実施されており、また職員勤務調査表の

一部見直しを実施したが、大学の経営環境の変化や新たなニーズへの対応が遅れてい

る。 

・これからの大学職員としての役割を果たし、成果を上げていくためには、各種の研修

を積極的に実施して、職員の資質や能力の向上に努めることが必須と考えられること

から「職員人事計画検討委員会」が中心となり新採用の職員に対し、新人職員研修会
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及びフォローアップ研修を開催しており、着実に成果が上がっている。 

 

［基準６の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・職員の採用については、現行の採用制度を基本に「職員人事計画検討委員会」で今後

も検討を加え、大学職員としての専門的知識に対応できる資質の高い優秀な人材を確

保する。 

・大学の経営環境が著しく変化する中で、職員も理事長や学長のリーダシップを支える

意欲と能力を発揮すべく意識を変えるため、新人職員研修の内容充実と中堅職員等に

対する学内研修会の実施、外部で開催される職務研修等へ積極的に参加させ、職員の

資質や能力の向上に積極的に取り組む。 

・年功序列による昇任や給与制度を見直し、人事考課制度を導入することにより職員の

保有する能力、意欲、適性などを適切に評価できる環境を整備して、公平な人事処遇

制度の樹立に取り組む。 
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基準７．管理運営 

 

７－１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 
 

（１） 事実の説明（現状） 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備 

され、適切に機能しているか。 

大学の管理運営は「私立学校法」及び「学校教育法」に基づいており、責任者として法

人側に理事長及び大学側に学長を置いている。法人の管理運営は、《学校法人北海道尚志

学園寄附行為》及び《学校法人北海道尚志学園組織規程》と、これらの規程に基づき定め

られた関連規程等によって行っている。 

北海道工業大学の管理運営は、《北海道工業大学学則》（【資料 1-3】）及び《北海道工業

大学大学院学則》（【資料 1-4】）と、これらの規程に基づき定められた関連規程等によって

行っている。事務部門の管理運営は、《学校法人北海道尚志学園法人本部事務組織・分掌

規程》及び《北海道工業大学事務局組織規程》によって行っている。 

法人の管理運営体制は、平成 16(2004)年の「私立学校法」の改正を踏まえ、「寄附行為」

で理事長を法人の代表者として規定し、その業務責任を明確にするとともに理事会を法人

の業務に関する最終的な決定機関と位置づけている（【資料 2-2】参照）。 

理事会は、《学校法人北海道尚志学園理事会会議規則》により行われ、毎年 3 月、5 月及

び 12 月に開催し、法人の業務を決し、理事の職務執行を監督している。評議会は《学校

法人北海道尚志学園評議員会会議規則》により行われ、《寄附行為》第 19 条に基づいて毎

年 3 月及び 5 月に開催している。また、《寄附行為》第 21 条に基づく諮問事項については、

あらかじめ評議員会の意見を聞き、理事会において決定することとしている。  

法人の議決機関である理事会や諮問機関である評議員会の運営を円滑に行うため、《寄

附行為》第 16 条に基づき常任理事会を設置し、法人の業務に関する重要事項以外を審議・

決定し、その審議結果を理事会に報告している。また、法人の管理運営及び将来計画その

他重要事項の策定に関し、理事長の諮問機関として学園運営協議会を設置し、理事長の諮

問事項の他、理事会や評議員会に諮る法人事業の重要案件を事前に協議し、提案内容を整

備するとともに、法人全体の意見調整を行っている。 

常任理事会は、理事長、専務理事及び常務理事並びに常勤の理事で構成され、《学校法

人北海道尚志学園常任理事会規程》により行われる。また、学園運営協議会は、理事長、

専務理事、常務理事及び法人本部事務局長、事務局次長並びに各設置校の学長、副学長、

事務局長及び校長、教頭、事務長で構成され、《学校法人北海道尚志学園運営協議会規程》

により行われ、ともに 1 か月に 1 回開催を原則としている。 

大学の管理運営体制は、責任者である学長の下、教授会を中心に、各学部に教授会を設

置、大学院には研究科委員会及び専攻主任会議を設置して円滑な運営に当たっている。ま

た、毎月 1 回、学長の諮問機関として設置している評議会（学長、副学長、学科主任教授、

企画室長、高等教育支援センター長、事務局長）及び全学事項を協議・連絡調整する機関

として設置している全学連絡調整会議（学長、副学長、学科主任教授、企画室長、センタ
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ー長、事務局長）を開催し、教学に関する重要案件について審議または意見交換、連絡・

調整を行い、円滑な運営を期すべく対応している。また、《北海道工業大学教員組織規程》

第 14 条に基づく各種委員会を設置して、円滑な運営に当たっている。 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。 

法人の管理運営に関わる役員（理事・監事）及び評議員の選任に関しては《寄附行為》

の定めにより、理事 16 人（定数 9 人以上 17 人以内）、監事 2 人（定数 2 人）、評議員 38

人（定数 24 人以上 64 人以内）を選任し、理事の中から理事長 1 人、常務理事 2 人を選任

するとともに、あらかじめ理事長の職務の代理又は代行する理事を指名している。 

また、理事の構成員の中には、法人の職員以外で学外からの理事が複数含まれており、

監事 2 人もそれぞれ学外有識者から選任している。 

役員の選任については、《寄附行為》第 6 条で理事長、7 条で専務理事、7 条の 2 で常務

理事の選任について定めている。また、理事、監事及び評議員の選任については、第 11

条で理事、第 13 条で監事、第 17 条で評議員の選任方法等を表 7-1-1 のとおり定めている。 
 

表７-１-１ 理事、監事、評議員の選任方法 
 

理 事 （9 人以上 17 人以内） 

１号理事 北海道工業大学長・北海道薬科大学長 （2 人） 

２号理事 
寄附行為第 17 条第１号、第２号及び第４号評議員のうちから評議員会
において選任された者 （1 人以上 3 人以内）  

３号理事 
法人に縁故ある学識経験者または功労者の中から１号・２号理事の過半
数により選任された者 （6 人以上 12 人以内） 

監 事 （2 人） 

 
法人の理事、職員または評議員以外の者であって、理事会において選出
した候補者のうちから評議員会の同意を得て理事長が選任する。 

評議員 （24 人以上 64 人以内） 

１号評議員 法人の職員のうちから選任される者 （1 人以上 9 人以内） 

２号評議員 
法人の設置する学校を卒業した者で年齢 25 歳以上のうちから選任され
る者 （1 人以上 9 人以内） 

３号評議員 １号および３号の理事のうちから選任される者 （2 人以上 16 人以内）

 

４号評議員 法人に関係のある学識経験者 （20 人以上 30 人以内） 

 

学長の選考については、《学長選考規程》で規定されている。また、学長の業務全般を補

佐する副学長の任命については、副学長規程で規定されており、４号評議員となることを

原則としている。 
 

（２）７－１の自己評価 

・法人の管理運営は、最高決定機関である「理事会」、理事会から一部業務を委任された

「常任理事会」により適正に審議決定されている。法人の役員、理事等の役割も明確

に定められており、大学の目的を達成するための法人の管理運営体制は適切に機能し

ている。 

・監事は、理事会、常任理事会及び学園運営協議会に常時出席し、法人の業務を監査し、

毎会計年度ごとに監査報告書を作成して、理事会及び評議員会に提出するなど監事の
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機能を適切に果たしている。 

・評議員会は、理事長から諮問された事項について、十分な審議を行うとともに客観的

な意見を述べるなど、その役割を適切に果たしている。 

・法人の管理運営は寄附行為及び関連規程等に基づき適切に行われている。また、大学

の管理運営は、学則及び組織規程等に基づき適切に行われている。 

・役員や評議員の選任に関する規定は、寄附行為に明確に定められているとともに、学

長の選考や選任に関する規定は、学長選考規程に明確に定められている。 
 

（３）７－１の改善・向上方策（将来計画） 

・管理運営については、急激な社会情勢の変化や要請に適応するため、現行の各組織の

不断の点検を継続し、ガバナンスに基づく大学及び法人の管理運営体制の整備・充実

に向けて、適宜に組織体制や諸規程等の見直しを行い、大学の目的を達成するための

機能的な体制づくりを推進していく。 

 

７－２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 
 

（１) 事実の説明（現状） 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

・法人の管理部門には法人本部を置き、その中に法人本部事務局を置いて法人全体の事

務について総括し、調整している。この組織の上に法人本部の常勤理事及び事務局長

等による「本部会議」（毎週）が設置され、定期的に設置校の教育活動状況等の情報の

共有化を図っている。 

・大学教育の運営に関する案件は教授会、研究科委員会において決議され、寄附行為に

定める重要事項については、理事会で決定事項として承認される仕組みを有している。 

・本法人は、北海道工業大学の他に北海道薬科大学、北海道自動車短期大学、北海道尚

志学園高等学校、北海道自動車学校の計５校を設置している。法人と各設置校の連携

を一層密にすべく、「常任理事会」及び「学園運営協議会」を設置し、十分な意思疎通

のもとに管理部門と教学部門間の連携を図っている。 
 

（２）７－２の自己評価 

・学長は、寄附行為上、その職制により理事となり、理事会に出席し、また、評議員と

して評議員会に出席して、法人の意思決定に参画するとともに、大学の責任者として

意見を述べることができ、教学に関する事案を協議し、その対応や解決策などに向け

て有機的な連携を図っている。 

・理事長が招集する「常任理事会」「学園運営協議会」では、管理部門と教学部門間の重

要な問題や私学経営に関する方針等が協議検討され、法人全体の連携やガバナンス機

能に大きな役割を果たしている。 
 

（３）７－２の改善・向上方策（将来計画） 

・法人及び大学の管理運営体制に特段課題はないが、管理部門と教学部門の連携強化の

ために今後この体制を維持・継続し、常に円滑な意思疎通がより図られるよう不断の

努力を重ねていく。 
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７－３ 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をは

じめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。 
 

（１） 事実の説明（現状） 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価

の恒常的な実施体制が整えられているか。 

・平成 3(1991)年の大学設置基準改正を受け、平成 5(1993)年度に本学の将来の在り方に対

しての諸問題を検討するための「整備構想検討委員会」が発足、その答申を受け「自己

点検・評価規程」が制定されるとともに、「自己点検・評価委員会」が設置された。そ

の後、この両委員会が自己点検・評価を担当してきたが、平成 10(1998)年 3 月に「整備

構想検討委員会」は廃止、「自己点検・評価委員会」に業務が一本化された。 

・「自己点検・評価委員会」内の「研究活動専門部会」では、平成 6(1994)年度以来 3 年

毎に、本学教員の研究活動及び社会貢献を集約した「自己点検・評価活動（その１：

研究活動）」を刊行・公表している。その後、「自己点検・評価委員会幹事会」がその

職務を引き継ぎ、平成 19(2007)年度には第５版を刊行・公表した。 

・「自己点検・評価委員会」内の「教育活動専門部会」においては、基準 5-4-② で記述

したとおり、平成 11(1999)年度から全開講科目に対して「学生による授業評価アンケ

ート」（現在は「授業改善のためのアンケート」）を実施した。平成 13(2001)年度から

は「ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会」がその職務を引き継ぎ、授業

評価、教育効果を高めるための組織別 FD 活動、学部・学科の再編・改組後における

「成績評価と質の保証」方策を中心とする全学 FD 活動などに取り組んでいる。 

・「整備構想検討委員会」は平成 9(1997)年度に「組織検討専門部会」を設置、学内組織

の見直し・大幅な改革を経て現在の運営組織に整備されてきている。その後 13(2001)

年度の８学科体制への学科再編を経て、平成 18(2006)年度には新組織「将来計画検討

委員会」が「学部・学科の改組・再編」計画の立案に当たった。 

・「自己点検・評価委員会」では、平成 18(2006)年度から「日本高等教育評価機構」の定

める基準 1～11 に基づき、大学機能全般に関する点検・評価を精力的に進めてきた。 

・平成 19(2007)年度には、自己点検・評価機能の向上を図るため「自己点検・評価委員

会」の規程改正を行い、平成 20(2008)年度の「日本高等教育評価機構」による大学機

関別認証評価を受審すること、及び３年毎に自己点検・評価を行い、6 年毎に自己点

検・評価結果について認証評価機関による評価を受けることを決定した。また、規程

改正に併せ、「自己点検・評価委員会」の下に「自己点検・評価委員会幹事会」を設

け、具体的な諸施策実行に当たっている。 

・平成 20(2008)年度に「日本高等教育評価機構」による大学機関別認証評価を受審し、

平成 21 年 3 月 24 日付けで認定された（【資料 12-1】参照）。 

７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につなげる

仕組みが構築され、かつ適切に機能しているか。 

・平成 5(1993)年度に設置された「自己点検・評価委員会」内の各専門部会は、本学の組

織改革の中で発展的に再編され現状の組織に帰着した。その再編の過程で、「整備構想

検討委員会」との連携のもと教育・研究・組織の点検・評価が行われ、平成 9(1997)
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年度の機構改革、13(2001)年度の学科改組、更に平成 20(2008)年度の学部・学科再編

につながった。 

・平成 20(2008)年度の「自己評価報告書」及び関連資料は、全職員に配布し、教育研究

活動の改善を行うための基礎資料とした。 

・平成 21(2009)年度からは、認証評価の結果を受け、「自己点検・評価委員会」の下に

設けられた「自己点検・評価委員会幹事会」が、「評価報告書」の「改善を要する点」

「参考意見」として指摘された事項、実地調査で指摘された事項、及び本学の「自己

評価報告書」に記載の「改善・向上方策」を「要措置事項一覧」としてまとめ、各担

当部署からの実施経過報告をもとに内容確認を行い、改善を進めている。 

・「自己点検・評価委員会幹事会」では、文部科学省が示す「教学マネジメントに向けた

取組」や中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」について、本学の対処方針案を

作成し検証を行っている。 

７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 

・平成 6(1994)年度以来、3 年毎に「自己点検・評価活動（その１：研究活動）」を刊行

し、全教職員及び学園設置校、並びに全国の国公私立大学工学部に配付している。ま

た、「授業改善のためのアンケート」結果は「学内情報システム」上に公開され、全

教職員及び学生が閲覧できるようになっている。 

・平成 20(2008)年度の「自己評価報告書」及び日本高等教育評価機構による評価結果、

更には、平成 22(2010)年度に作成した「自己点検・評価年次報告書」をホームページ

に掲載し、学内外への積極的な公表に努めている。〔【資料 12-1】参照〕 

・学校教育法施行規則の改正に対応して、本学の運営や教育研究等の諸事業の社会的説

明責任を果たすとともに、公正かつ透明性の高い運営を実現し、本学の運営や諸事業

の質的向上を図ることを目的とし、積極的な情報公開に努めている。〔【資料 12-2】参

照〕 
 

（２）７－３の自己評価 

・平成 5(1993)年度からの「整備構想検討」「自己点検・評価」の両委員会による自己点

検・評価結果は、その後の教育システム整備・大学運営に反映されてきた。 

・「研究活動」に関しては、継続して「自己点検・評価委員会」からの報告書が公表され

ており、大学を取り巻く厳しい環境変化の中で、本学研究活動の活性化に大きな役割

を果たしてきたものと自己評価している。 

・「授業改善のためのアンケート」は教職員及び学生に公開されており、授業点検・改善

手段として個々の教員にまで広く浸透・定着している。 

・平成 18(2006)年度始めに「日本高等教育評価機構」による認証評価の受審を目標に設

定して以来、多岐にわたる具体的な点検・評価に取り組んでおり、平成 21(2009)年度

からは、認証評価受審時に作成した「自己評価報告書」を毎年度見直すこととしてお

り、教育研究及び大学運営の改善・向上につなげる恒常的な体制が整ったと自己評価

している。 
 

（３）７－３の改善・向上方策（将来計画） 

・「日本高等教育評価機構」の基準に準拠した自己点検・評価を毎年実施し、3 年毎に
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その結果をまとめ公表するとともに、全学的な課題の共有化を継続する。 

・平成 20(2008)年度に取りまとめた「自己評価報告書」中に挙げた「改善・向上方策（将

来計画）」については、そのすべてを大学運営に反映させるべく全学として取り組ん

できた。「基準２の改善・向上方策」に記述したとおり、今回の「自己点検・評価報

告書」はそれらの結果に基づいたものであり、この PDCA サイクルの効果的な活用を

継続する。 

・高い公共性を有する大学としての役割を果たすべく、毎年度更新する「自己点検・評

価年次報告書」についても情報公開し、社会に対する説明責任を誠実に果たす。 

 

［基準７の自己評価］ 

・法人の管理部門と大学の教学部門は、ともに管理運営体制が整備され、従前より密接

な連携が図られ適切に機能している。 

・自己点検・評価体制を整備し、その結果を公表している。また、その結果を管理運営

及び教育研究活動に活用する努力を行っている。 

 

［基準７の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・管理部門と教学部門との管理運営体制とその連携は適切に図られているが、更に学生

の要望や社会的ニーズを踏まえて、常に自己点検・評価を行いながら教育研究体制の

向上を目指す。また、本学の教育目的達成のためには、本学の基本姿勢に基づいたビ

ジョンと中長期計画の策定が必要であり、学長の強いリーダーシップのもと理事会と

連携を取りながら、地域密着型大学として更なる教育研究の水準向上を目指す。 
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基準８．財務 

 

８－１ 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバラ

ンスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

８－１－① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と

支出のバランスを考慮した運営がなされているか。 

帰属収入の大部分を占める学生生徒等納付金収入の比率は、全国平均値※（72.7％）を

上回る 82.6％と高い比率になっており、その収入確保のためには、適正な学生数の確保が

必須の条件であることは言うまでもない。 

本学は、平成 13(2001)年度に学科の改組を行い、それ以前の６学科体制を８学科体制に

移行するとともに、入学定員を 800 人から 870 人に増員し、その結果、平成 16(2004)年

度までの 4 年間における入学者の定員充足率は平均で 119.7％であった。その後、学科間

の充足率のアンバランスもあって、平成 17(2005)年度に入学定員の見直しを図った結果、

70 人減の 800 人に減員したという経緯があったが、この数年、やや定員割れの状態とな

っており、過去 5 年間で学生生徒等納付金収入が 21％ほどの減となっている。 

収入と支出のバランスに関して、大学運営上の財務指標の一つである教育研究経費比率

は、全国平均値（30.9％）をやや下回ってはいるものの、28.5％程度となっており、帰属

収入の教育・研究に対する還元率としては、おおむね適正な数値を維持している。また、

人件費比率については、全国平均値（52.6％）より良好な 49.6％となっている。全体的な

収入と支出のバランスについて、帰属収入に対する消費支出の割合である消費支出比率は、

86.8％と全国平均値（96.3％）を上回る良好な比率となっている。 

※「全国平均値」は、私学事業団発行の「今日の私学財政」平成 22 (2010)年度版における平成

21 (2009)年度の消費収支計算書（医歯系大学を除く大学部門）の値 
 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

会計処理については、学校法人会計基準に準拠して行っており、会計処理上での問題点

が生じた場合は、随時、公認会計士に確認し、適切な処理を行うよう務めている。 

1) 予算編成関係 

入学者の確保が年々厳しさを増し、定員割れや帰属収入で消費支出を賄えない大学が

年々増えつつある。このような状況を受けて、平成 21(2009)年度予算編成から、将来を見

据えた計画的な改善策を講じるよう、「５か年財務計画」として各設置校がそれぞれ中期の

収支見込みを立て、それらを法人本部において精査・調整し、法人全体として健全な財政

を志向するようにした。 

事業計画と予算の決定については、次の要領により決定している。 

① 6 月中旬、理事長からの 5 か年の財務計画策定依頼を受けて、学内各部局から事業

計画を提出させ、学内機関における協議を経て 9 月上旬に計画を策定し、法人本部に

提出する。 

② 法人本部において各設置校から提出された計画を取りまとめ、9 月下旬に設置校ご

とにそれぞれの事業計画の内容、収支の状況等について法人本部との間で協議を行う。 
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③ 協議結果を踏まえて、法人本部において財務上の観点から法人全体の収支の状況や

施設設備等の整備計画等を精査した上で、10 月上旬に設置校ごとの次年度予算の編成

基準が設定され、理事長から各設置校の長に対して通知される。 

④ 前記理事長通知に基づき、次年度収支予算案を策定し、翌年 1 月下旬に法人本部へ

提出する。 

⑤ 2 月上旬に開催される学園運営協議会においてその集計結果が示されるが、各設置

校がそれぞれの予算編成基準に準拠している限りにおいては、基本的には提出した予

算案は了承される。 

⑥ これ以降、2 月下旬までの間に、次年度入学者数の見通しに変動（特に下方への変

動）が生じそうな場合は、修正をかけることになる。 

⑦ 入学者数の下方修正が生じて、収入の減少が見込まれる場合は、基本的には支出面

でも減額の調整をする必要が生じ、3 月上旬には収支の調整案を策定し、理事長の承

認を得なければならない。 

⑧ 以上の経過を経て次年度予算の最終案が策定され、3 月下旬開催の理事会及び評議

員会に諮る。 

⑨ 理事会及び評議員会の承認を経て、その翌日には各設置校に対して予算決定額が通

知される。 

2) 予算執行関係 

予算執行上の決裁権に関わる取決めとして、各設置校の内、大学、短大において、１件

の支出額が 500 万円を超えるものについては、理事長の承認を得ることとなっている（旅

費、研究研修費等、勘定科目によっては、金額の多寡にかかわらず各設置校の長に権限が

委譲されているものも一部ある）。 

従って、１件の支出額が 500 万円未満のものについては、学長の決裁により執行するこ

とが可能となっているが、必要性や価格等については厳正に精査し、原則として 3 社の見

積り合わせをするなど適正な手続きを経ている。 

また、予算外項目の執行については原則として認められていないが、止むを得ない事情

と判断された場合のみ、所定の手続きにより執行が認められている。 

3) 会計処理の内部監査 

従前、内部監査に係る組織は設置されておらず、必要に応じて法人本部の各部による監

査が実施されていたが、平成 22(2010)年 4 月 1 日付で正式に内部監査室を設置し、業務及

び会計処理等の執行が適正かつ効率的に行われているか、主として内部統制の観点から業

務監査、会計監査等を行っている。 

4) 経理関係規程 

経理に関する基準や具体的な事務処理要領については、《経理規程》が定められている。 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

監査については、次のとおり、公認会計士並びに監事により適正に行われている。 

1) 公認会計士による監査 

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規定に基づく監査は、中間監査及び期末監査とし

て、法人本部において、それぞれ 5 日間、1 日 6～7 名により、資産関係の取得等に係る稟
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議書、「理事会」「評議員会」の議事録、収支に係る証憑等の確認、基本金台帳、固定資産

明細表、財産目録等の監査が実施されている。 

また、実地監査では、先に実施された中間監査の情報を基に資産関係の現物確認、外部

資金等（委託研究）受入・執行状況、勤怠等についての監査が実施されている。 

更に、期末現金・預金監査では、会計年度終了時点（3 月末日）での現金確認、預金証

書等の現物確認や、各銀行から取り寄せた残高証明との照合等の監査が実施されている。 

平成 22 (2010)年度会計に関する監査状況は、次表のとおりである。 
 

表８-１-１ 平成 22 年度会計に関する公認会計士による監査状況 
 

実   施   日 人 数 内   容 

平成 22 年 11 月 15 日～19 日  延べ 25 名 中間監査 

平成 23 年 1 月 12 日 2 名 実地監査（工業大学） 

平成 23 年 1 月 13 日  2 名 実地監査（薬科大学） 

平成 23 年 4 月 11 日  1 名 期末現金・預金監査 

平成 23 年 5 月 30 日～6 月 3 日  延べ 37 名 期末監査 

 

2) 監事による監査 

例年、5 月下旬に開催される決算「理事会」に先駆けて、下記のとおり、2 日間の監査

が実施されている。 

a) 財産状況の監査－ 初日に、法人本部及び各設置校に係る各種計算書、諸証憑類全般

にわたる監査が実施されている。 

b) 業務状況の監査－ 2 日目に、大学における財務計画の進捗状況について、関係書類

等に基づき確認が行われている。 

なお、平成 22 (2010)年度会計に関する監査状況は、次表のとおりである。 
  

表８-１-２ 平成 22 年度会計に関する監事による監査状況 
実施日 監 査 内 容 監 査 の 状 況 

 

(1) 財産状況の監査 

 (平成 22 年度 

決算の監査） 

 
＜１日目＞ 

各設置校の財務計画に基づく事業の進捗状況と業務の適正及

び経費節減について監査を実施した。 
＜２日目＞ 

法人本部及び各設置校における各種計算書、諸証憑類全般のほ

か、人件費の推移、運用資産の管理状況について監査を実施した。

（監査結果）常務理事及び関係職員立会いのもとで監査を実施 
した結果、適正に処理、執行されていることが確認

された。 
（公認会計士との連携の状況）公認会計士の期中における監査 

状況について、関係職員と面談を行い、特に問題の

ないことが確認された。  

 

平成 23 年 

5 月 17 日 

及び 18 日 

 
(2) 理事の業務執行

状況の監査 

（方  法）理事会への出席 
（内  容）理事会への出席により、理事の業務執行状況及び 

各設置校の業務全般に関する状況が確認された。 
（監査結果）適正に業務が行われていることが確認された。 

 

（２）８－１の自己評価 
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将来にわたって続く 18 歳人口の減少に対応して、適正な入学者の確保を前提とした経

営の安定化を目指していくことが最重要課題となる。 

帰属収入に対する消費支出の割合である消費支出比率は、全国平均値（96.3％）よりも

低く健全な比率となっている。また、人件費比率についても、全国平均値（52.6％）より

良好な 49.6%となっている。 

なお、貸借対照表上の主要な財務比率について、医歯系法人を除く全国大学法人の平均

値との比較では、次のとおりおおむね健全な比率を保っている。 

・借入金が一切ないため、負債関係の比率が総じて全国平均値より良好である。 

・固定資産構成比率が全国平均値よりもやや高めで、かつ、流動資産構成比率が低めと

なっているのは、本来好ましいことではないが、前者については、固定資産の中のそ

の他の固定資産（特定預金等）の比率が高くなっていることによるものである。また、

後者についても同様の理屈であるが、現金預金を低利の短期預金ではなく、多くを運

用益の高い長期預金や有価証券等（その他の固定資産）で保有しているためである。 

・消費収支差額構成比率は、全国平均値がマイナスとなっているのに対して、本法人の

場合はプラス 9.0％となっている。 

・他の比率についても、全国平均値との比較において、大きく劣っているような要素は

見られず、おおむね良好である。 

会計処理については、予算編成、執行、内部チェック等において、常に学校法人会計基

準に準拠した適正な会計処理を行っている。 

また、会計監査に関して、法人全体に対する監査としては、前述のとおり公認会計士に

よる監査が年間計画で行われており、更に、その一環で本学に対する実地調査として、会

計処理に係る証票類の調査や施設設備の現物確認等が行われている。 
 
（３）８－１の改善・向上方策（将来計画） 

・予算編成に関しては、8-1-②-1) に記載したとおり、平成 21 年度予算より中期の将

来計画を踏まえた編成方針を打ち立てたところである。年々悪化傾向にある財政につ

いて、将来の収入見通しや新たな事業の実施等を見据えつつ、計画的に改善していく

という方針であり、施設設備を含めた将来の事業計画については、平成 22(2010)年 9

月に法人全体の計画を大局的に検討する委員会として「学園将来計画検討委員会」を

設置した。現在、「設置校間の連携」、「各種機能の統合」、「キャンパス施設の共同利

用」という三つの課題について議論を進めているところである。 

・各設置校の長の決裁権限額については、平成 21(2009)年度までは 20 万円未満として

いた基準を、8-1-②-2) の「予算執行関係」において記載したとおり、平成 22(2010)

年度から、大学においては 500 万円未満、他の設置校においては 200 万円未満と大幅

に権限を拡大したところである。これと並行して内部監査室を設置しており、各設置

校の権限拡大に伴う会計処理、決裁処理等が、新たな基準に基づき適正に行われてい

るかについて、厳正な監査を実施していく。 

・監事による監査については、平成 16(2004)年度の私立学校法の一部改正に伴う“監査

体制の充実”により、更に踏み込んだ監査の実施が求められる状況になってきているこ

とから、平成 22(2010)年 4 月 1 日付で《監事監査規程》を整備し具体的な監査要領を
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定めた。また同日付で内部監査室を設置し、監事監査をサポートする体制も整うなど

内部統制システムが整備されたことにより、今後は監事・公認会計士・内部監査室が

連携した三様監査体制のもと、より一層厳格な業務処理及び会計処理を目指していく。 

 

８－２ 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 
 
（１）事実の説明（現状） 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 

 財務情報の公開は、平成 13(2001)年の法人内教職員向け広報誌への掲載、平成 17(2005)

年の利害関係者への計算書類等の公開（閲覧）、平成 18(2006)年の一般公開を前提とした

情報提供用冊子（【資料 2-3】）の発行という経緯を経て、平成 20(2008)年からホームペー

ジによる公開を行っている（【資料 2-4】参照）。 

なお、財務情報の公開に関しては、《財務書類等閲覧規程》を整備している。 
 
（２）８－２の自己評価 

平成 16(2004)年度より義務付けられた事業報告書・決算書等の開示については、ホーム

ページ上で適切に公開している。財務に関しては会計用語の解説をし、また、計算書類に

ついてはグラフを掲載するなど、内容の理解に役立てられるよう工夫をしている。 
 
（３）８－２の改善・向上方策（将来計画） 

ホームページ上での公開は 3 年目となるが、学校会計は企業会計とも異なり、難解な部

分も多々あることから、少しでも理解が深められるよう、今後とも工夫に努める。 

 

８－３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

８－３－① 教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、各種

ＧＰ(Good Practice)などの外部資金の導入や収益事業、資産運用等の努力

がなされているか。 

・外部資金としては、資産運用収入、受託事業収入及び科学研究費補助金、奨学寄付金

等がある。 

・資産運用収入は、外部機関への施設貸与等による施設設備利用料収入が若干あり、学

納金等の資金運用については、法人本部において法人全体の資金を一括して行ってい

る。なお、資金の運用に関しては、《資金運用規程》及び《資金運用細則》が整備さ

れ、適切に運用されている。 

・受託事業収入は、外部の企業や公益法人等から本学研究者に対して委託される研究経

費で、平成 20(2008)年度 31 件 29,135,150 円、21(2009)年度 18 件 19,972,200 円、

22(2010)年度 23 件 22,825,745 円となっている（国からの委託事業を除く）。 

・科学研究費補助金は、平成 20(2008)年度 11 件 15,002,000 円、21(2009)年度 11 件 

18,070,000 円、22(2010)年度 13 件 16,640,000 円となっている。 

・奨学寄付金は、外部の企業等から本学研究者に寄付される研究資金で、平成 20(2008)

年度 25 件 17,220,000 円、21(2009)年度 22 件 13,700,000 円、22(2010)年度 16 件 
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7,970,000 円となっている。 

・委託研究、科学研究費補助金、奨学寄付金などの対応窓口は研究支援センターが担当

し、外部機関とも連携し、学内及び学外に対し積極的な活動を展開している。 

・平成 21(2009)年度には、文部科学省大学改革推進等補助金「大学教育・学生支援推進

事業」（学生支援推進プログラム）に本学の「コミュニケーション能力向上と情報シ

ステムの活用による就活支援」が選定され、初年度 6,502 千円（事業期間 3 年間、申

請予定額合計 17,966 千円）の交付決定を受けた。 
 

（２）８－３の自己評価 

・施設設備利用料収入は、国家試験等実施機関への校舎貸与などによりある程度の収入

を得てはいるが、学内行事等の関係からこれを更に拡大して収入増を図るのは困難な

状況が続いている。 

・科学研究費補助金については、学内において積極的に申請するよう督励しているが低

水準に止まっているため、平成 22(2010)年度は科学研究費応募教員に奨励研究費支給

制度を実施し、9 月上旬に外部講師を招き申請書作成上の留意点及び外部資金獲得に

関する講演会を実施した。また、教授会では科学研究費補助金申請の変更点等の説明

会を行ったが、平成 23(2011)年度の応募件数は前年度の件数を下回る結果となった。 

・本学の研究を促進することを目的に、平成 13(2001)年度に交流推進部を設置し、産学

官連携活動を積極的に推進している（平成 21[2009]年度からは研究支援センター）。

また、外部資金の導入に伴い知的財産保護を目的として特許出願をサポートするため、

平成 18(2006)年度に《職務発明等規程》を整備した（「基準 10-2 の改善・向上方策」

に再記述）。 
 

（３）８－３の改善・向上方策（将来計画） 

・補助金については、私立大学等経常費補助金における一般補助の停滞・減額と特別補

助の漸増、特別補助のゾーン制・メニュー化の導入等、めまぐるしく変化する動向を

踏まえ、プロジェクト型資金を含めた補助金獲得のための全学的な取組みを継続する。 

・資産運用については、将来的にも、法人本部において法人全体の資金を一括し、安全

確実な運用を行い、財政基盤を確立して教育研究環境の更なる充実を図っていく。 

・科学研究費補助金申請を促進するため、応募申請教員への奨励研究費支給制度を施行

しているが、今後とも財政面（個人研究費及び競争的経費の在り方）を含めた検討を

行う。 

・本学研究資源の有効活用を積極的に進め、委託研究、奨学寄付金などの外部資金の獲

得に努める。平成 22(2010)年度より研究者情報のデータベースシステム構築のための

基礎データの収集を行っており、外部資金獲得の支援体制の充実のため、現在研究情

報の公開を進めている。 

 

［基準８の自己評価］ 

・当該会計年度における収入と支出のバランスを見る上での一つの重要な指標である消

費支出比率については、過去、80％台を維持しており、全国平均値よりも良好な比率

となっている。私学を巡る厳しい環境の中にあって、評価されるものと自負している。 
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・この数年、入学者数がやや定員を割る状況になってきている。工科系大学にとって、

昨今の高校生の“理工系離れ”という厳しい現実もあって、今後も安定的な運営を維持

していくには多くの困難な局面もあると思われるが、最善の努力と英知により、これ

を克服していかなければならない。 

 

［基準８の改善・向上方策 (将来計画)］ 

健全な収入と支出のバランスを維持していくためには、適正な学生数の確保に努めてい

くことを最前提として、支出面では特に人件費を始めとする経費支出の抑制を、従前同様

図っていくことが最大の課題である。 

また、研究支援センターが中心に行う産官学連携活動（基準 10-2 で詳述）に財政的な

支援を強化するとともに、外部資金の導入についてもこれまで以上の努力を傾注していく。 
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基準９．教育研究環境 

 

９－１．教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設

設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、

教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効

に活用されているか。 

本学のキャンパスは図 9-1-1 に示すように配置されており、また各校舎の主要施設を表

9-1-1 にまとめている（【資料 10-1】参照）。校地、校舎の面積は表 9-1-2 に示すとおりで

あり、設置基準上の必要面積を上回っている。以下に主要施設の概要を示す。なお、表 9-1-1

に記載してあるとおり、本学キャンパス以外に、虻田郡ニセコ町字曽我 598 番地に所在す

る北海道工業大学芦原ニセコ山荘がある（基準 4-3-①で記述）。 

◆図書館（【資料 10-5】参照） 

現在の図書館は開学 20 周年を記念して、昭和 62(1987)年 4 月に建設された。図書収容

能力 200,000 冊、閲覧席 319 席、図書 約 110,000 冊、雑誌 約 1,500 誌、新聞 16 紙、

視聴覚資料 約 1,300 本を有する工学系専門図書館である。建物は、１階に PC プラザ、ギ

ャラリー、AV ホール、学内書店、２階の閲覧室には、グループ学習室、資格試験コーナ

ー、学習支援室、学術雑誌コーナー、新聞コーナー、ブラウジングコーナー（軽雑誌コー

ナー）、文庫本コーナー、AV 視聴室を配置し、更に憩いのためのラウンジなど多角的な機

能を備えている。また、造形美術として１階エントランスホールに、彫刻「アラベスクな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図９-１-１ 北海道工業大学キャンパス配置概要（【資料 10-2】参照） 
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表９-１-１ 北海道工業大学の主要施設概要（【資料 10-3】参照） 

 
 

表９-１-２ 北海道工業大学校地・校舎面積（【資料 10-3】参照） 

校地面積 設置基準上必要校地面積 校舎面積 設置基準上必要校舎面積 

257,450 ㎡ 32,480 ㎡ 53,818 ㎡ 45,739 ㎡ 

 

街」（國松明日香制作）や、ステンドグラス「黎明」（大伴二三弥制作）があり、潤いのあ

る空間を演出している。 

設備機器として、目録検索用端末 3 台、自動貸出返却装置 2 台、AV 資料検索用 PC 1 台、

AV 視聴ブース 4 台 12 席を有している。昭和 63(1988)年、日本図書館協会特定賞「魅力あ

る読書空間作りに成功した図書館」を北海道で初めて受賞し、図書閲覧に限らず学生の自

習あるいはレポート作成の場として、高い評価を得て利用され続けている。平成 10(1998)

年度に発足した「図書館運営委員会」（現メディアセンター運営委員会）では更なる整備を

目的に議論を続け、これを契機に図書館のみではなく広くキャンパス全体の環境整備を目

指した「拡大委員会」が発足した。これ以降本学のキャンパス整備の底流には、常にこの

「拡大委員会」で提唱された“学園生活の質（Quality of Campus Life QoCL）向上”の

考え方が受け継がれている。 

◆講義棟（【資料10-4】参照） 

平成 13(2001)年度の改組に合わせて、新講義棟を建設することになった。平成 12(2000)

年 3 月に、「新学科設立準備委員会」のもとに「施設設備計画推進部会」を設置し、新校

舎の計画を取りまとめるとともに既存校舎の改修計画にも着手した。部会のもとには、設

計を担当するワーキンググループが建築工学科教員と同学科 OB で構成され、更に大学院

号　館
地上
(階)

地下
(階)

主　要　施　設

１号館 3
研究室、実験室、大学事務局（就職支援課）、就職資料室、協学会執行部室、大学祭
実行委員会室、同窓会室、ボイラー室

２号館 5
研究室、講義室、実験室、学長室、副学長室、事務局長室、大学事務局（総務課、
管理課、企画運営課、入試広報課）

３号館 5 研究室、講義室、実験室、建築・都市環境系製図室

４号館 3 研究室、演習室、実験室

５号館 3 講義室、演習室、ノートＰＣサポート室、大学事務局（学術情報課）、ホール、食堂

６号館 3 研究室、実験室

７号館 3 1 研究室、実験室

８号館 3 研究室、実験室

Ｇ棟 4
講義室、保健管理室、学生相談室、大学事務局（修学支援課、学生支援課）、非常勤
教員室

流体工学実験室 1
医療福祉工学科実習室 1

図書館 2 1 書店、ＰＣプラザ、ＡＶホール、学習支援室、大学事務局（学術情報課）

体育館 3 卓球場、武道場、競技場

ＨＩＴプラザ 2 食堂、コンビニエンスストア

第１部室 3
第２部室 2 剣道場、合宿所

第３部室 1
集塵庫 1
車庫 1

バス待合所 1
ニセコ山荘 337.23 2

5,530.56

3,502.83

27.00
204.74
60.00

9,395.65

596.78
324.77
437.86

209.47
541.36

2,459.87
2,197.43

延べ面積（㎡）

3,502.21

9,404.85

2,648.78

3,782.33

8,497.25

3,589.19

3,213.59
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生やゼミ生がアシスタントとして加わった。 

 新講義棟は図書館と HIT プラザ（食堂棟）の間に位置し、既存校舎と２階ブリッジで連

結されている。冷暖房の空調設備を備えたこの校舎は、室内環境調整のアルミルーバーを

外部デザインとし、内部には開放的な室内型街路空間であるアトリウム（ガレリア）があ

り学生のコミュニケーションの場となっている。また、吹き抜け空間に面し、各階に学生

が自由に使用できる 16 箇所の溜りの空間「アルコーブ」を設けている。ここにはカウン

ターテーブルが配され、学生同士の待ち合わせや会話はもちろん、ノート PC を使ってキ

ャンパス・ネットワークへのアクセスも可能である。レポート作成や自習等、講義時間の

合間や放課後にも利用され、学生にとって身近でしっくりするスペースとなっている。 

 すべての教室（29 教室）には、液晶プロジェクタによる投影設備その他機器の操作卓が

備えられている。学生用机には、LAN と電源のコンセントが全座席（3,057 席）に配備さ

れており、学生は OA チェアに座って自分のノート PC を使用しながら授業を受けること

ができる。更に、教室背後に備えられたカラーレーザープリンタも活用でき、本学の「教

育の特色」中にも謳われているモバイル・キャンパスがここに実現した。 

 また、建物にはバリアフリーヘの配慮がなされている。段差のないアプローチやエレベ

ータを設置するとともに、更に身障者用トイレが各階に設置されている。既存校舎へは、

２階ブリッジを通りすべての建物に車椅子での移動が可能である。なお、学生への直接的

な対応窓口である学務系の事務局（第３事務室）と、学生相談室及び保健管理室は、この

新講義棟完成当初より１階に移転している。 

 新講義棟は大学キャンパスの中心街区として、既存校舎・図書館・HIT プラザを結ぶ結

節点となっている。機能的な学生生活ゾーンを形成する役割を担うというコンセプトのも

とに建設されたこともあり、“人が集い行き交う空間”の意味をこめた“GALLERIA（ガ

レリア）”から「Ｇ棟」と称することにした。１階ホールには、椅子デザイナー高橋三太

郎氏のデザインによるオブジェベンチ「KITE」が設置され、憩いの場としての空間を盛

り上げている。平成 14(2002)年には内線電話を全教室に配置し、機器操作中のトラブルあ

るいは緊急時に、担当事務へ速やかに連絡できる体制を整えた。このＧ棟は、平成 13(2001)

年に照明学会より「照明普及賞」、平成 15(2003)年に日本建築学会北海道支部総会におい

て「北海道建築奨励賞」、また平成 18(2006)年には財団法人公共建築協会より「第 10 回公

共建築賞優秀賞」を受賞した。 

◆メディアセンター（情報系、【資料 10-6】参照） 

本学では平成 13(2001)年度の改組を契機に、学生全員にノート PC の保有を義務付けて

いる。これに伴い、それまで情報教育の主流だったデスクトップ型 PC を設置した演習室

は漸減し、現在ではマルチメディア教育に特化したシステム構成の演習室のみとなってい

る。この結果、メディアセンター（情報系、平成 20[2008]年度までは情報技術センター）

の主たる業務は、モバイル・キャンパスのインフラ整備等、モバイル環境下での授業方法

の多様化･高度化に対応するサポート業務、教育・研究環境の整備が中心となっている。

また、学生が所持するノートパソコンのトラブル対処、及び技術サポートのためにノート

PC サポート室（基準 4-2-①参照）を設置し、いつでも対応できる態勢を整えている。学

生のノート PC が故障した際に、代替機を貸し出しできる態勢も整えている。 

◆体育施設 
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体育館、合宿所、テニスコート（6 面）、野球、サッカー、ソフトボール（2 面）、ラグ

ビー、アメリカンフットボール用の各グラウンドを有し、体育の授業、課外活動に利用さ

れている。現在、平成 24(2012)年 4 月開館を目指して、本学建築学科教員と同学科 OB に

よる新体育館の基本設計の下、新築工事を開始している。〔【資料 10-9】参照〕 

本学のキャンパス・アクティビティを支える新体育館のメインアリーナは、クラブハウ

スやトレーニングジムなどの建築群で囲まれた広場型アトリウムである。ここでの突き出

たボックスでは、休憩やミーティング時に練習や試合を眺め、学生間のコミュニケーショ

ンを誘発する。新体育館は、バスケットボールコート 2 面を有するメインアリーナ、一般

学生用のサブアリーナと屋外スポーツ広場があり、武道館、クラブハウス、合宿場、トレ

ーニングジムによるスポーツ複合施設となっている。他にフリークライミング、弓道場、

アーチェリー場の併設を計画しており、また地中採熱や太陽光パネルの採用など環境に考

慮した詳細設計を進めている。 

◆教育・研究用大型施設設備機器等 

基準 2 の図 2-1-2 に示しているとおり、研究支援センター（平成 20[2008]年度までは寒

地総合技術センター）に所属し運用されている大型施設設備機器は、現在次のとおりで、

それぞれ「運営委員会」が設けられ全学の教育・研究共同利用に供されている。Ⅲ族窒化

物対応 MBE 装置、Ⅱ-Ⅵ族研究用 MBE 装置、低温室、全自動Ｘ線分析システム等がある。 

◆駐車場 

車両による通学希望者は年々増加する傾向にあり、従前より学生部は、車両通学のため

のガイドラインを作成し、マイカークラブ（学生と教職員で交通事故防止、運転技能及び

整備技術、交通安全意識の向上等を目的として発足した組織）の協力を得ながら駐車場利

用マナーの指導を続けてきた。一方、許可を受けられない学生の周辺住宅地道路への路上

駐車、近隣のスーパーマーケット駐車場への無断駐車等は後を絶たず、その根本的な解決

を図る一環として駐車場を拡大する整備計画が立案された。 

平成 11(1999)年に旧ラクビー場を駐車場として整備し、更に平成 13(2001)年には、大学

西側地域の運動用地を大駐車場に造成したことで、24 時間門衛が配置される第１駐車場、

及び第２駐車場合わせて約 900 台の車両を駐車させることが可能となった。この結果、車

両通学希望者のほとんどを受け入れるための体制が整い、従来は禁止していた１年次生に

も車両通学を認めることとした。全学生を対象とした届出制を基本とする運用により迷惑

駐車問題が解消されるとともに、車両通学が列車、バスなど公共交通利用と同様の一般的

な通学方法となり、学生サービスの向上につながっている。 

９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営され

ているか。 

・事務局管理課が大学の施設、設備の運用、維持管理全般に関する業務を所掌している｡ 

・各学科・高等教育支援センターから選出された委員による「メディアセンター運営委

員会」が設置され、図書館の利便性の向上、運営の基本方針、選書等の事項について

審議している。 

・上記「メディアセンター運営委員会」はまた、モバイル・キャンパスの運営・管理、

また情報倫理、情報セキュリティに関する事項を所掌している。 

・教育用大型施設設備機器については、各「運営委員会」が研究支援センター長に対し
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運営実績、研究業績などについて年次報告を行っている。 

・図書館１階を教育研究支援のために改修し、有線 LAN を充実するとともに、フロア

の一部は教育用教材をも揃えた学内書店（丸善）とした。また、学生のニーズに対応

した学生生活支援のための購買施設として、コンビニエンスストア（LAWSON）を誘

致している。いずれも平成 20(2008)年 4 月にオープンしているが､このような施設の

有効活用を目指した維持、整備計画に関しては、企画室が総合的な検討を進めている。

〔【資料 10-8】参照〕 
 

（２）９－１の自己評価 

・Ｇ棟の各講義室の稼働率は非常に高いが、可能な限り学生の自学自習の場として開放

する努力が続けられている。開放教室では、夜 7 時 45 分まで自由にネットワークア

クセスやプリントアウトが可能な体制となっている。 

・Ｇ棟の教育環境は授業のみでなく研究発表の会場としても高く評価され、休業期間中

には様々な学会の講演会場として広く利用されている。 

・図書館は築後 24 年を経過した現在も良好な学習環境を提供している。モバイル・キ

ャンパス化に関しては、館内無線及び有線 LAN を設置し学生の学習環境の変化に対

応してきた。 

・図書館１階に学内書店、HIT プラザ内に学内購買施設としてコンビニエンスストアを

誘致、教育研究活動及び学生生活支援の充実化を図ってきた。学生、教職員だけでは

なく、周辺住民にも好評を得ている。 

・体育館は昭和 45(1970)年に建設され、築後 40 年を経過しており、施設老朽化対策と

耐震補強を含め平成 23(2011)年 2 月、新体育館新築工事に着工した。 
 

（３）９－１の改善・向上方策（将来計画） 

・企画室では、「学生・教職員の QoCL 向上」「地域社会への貢献・共存」「快適な環境

づくり」を三本柱として、本学の将来を見据えたグランドデザイン（キャンパス年次

計画）の策定を目指した議論が続けられており、後述するように「キャンパス将来計

画マスタープラン」の策定に着手している。工事を開始した新体育館はその手始めで

あり、その他の施設の整備についても、この中で総合的見地からの結論が得られるよ

う検討を進めていく。 

 

９－２．施設設備の安全性が確保されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

９－２－① 施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 

・施設の耐震性については、耐震診断の結果体育館は現在の基準を満たしておらず、１

号館、２号館、６号館の一部、３号館など開学期（昭和 40 年代）の校舎も耐震不足

の可能性があるため、現在の耐震基準への対応が迫られている。耐震補強と施設老朽

化対策を含め、合理的で斬新な教育施設の全体基本構想を平成 21(2009)年度に策定、

そのマスタープランに基づき校舎の耐震性への対応の第一弾として、平成 24(2012)

年度の開館に向け 22(2010)年 4 月に新体育館の設計に着手、本年 2 月に着工した。 
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・バリアフリー化に関しては 9-1-①に記述したとおり、平成 13(2001)年度の改組に合

わせ新講義棟ばかりでなく既存校舎においても、各号館の間の２階連絡通路を拡充し

通行の利便性を向上させる等の配慮をしている。その際８号館にはエレベータを設置、

また身障者対応のトイレも設備した。平成 21(2009)年には正面玄関にロードヒーティ

ング付スロープを設置、更には平成 22(2010)年 9 月、図書館玄関アプローチに自動ド

ア及び身障者用スロープを、HIT プラザ１階には身障者トイレを設備している。 

・本学の管理する防火対象物の火災、震災、ガス災害を未然に防止し、人命の安全を確

保するとともに、これらの災害による被害を軽減することを目的として《消防計画》

が定められ、「防火等管理対策委員会」が設置されている。防火等の管理とは、防火

その他災害対策、施設物品の維持管理、盗難の予防及び環境対策を含み、また毎年時

期を定めて全学的な消防避難訓練が実施されている。〔基準 11-2-①に再記述〕 

・本学の校舎は、設備の点検日や大学入試センター試験期間を除き通年 24 時間の利用

が可能であることから、《平日の夜間および休日の校舎の利用に関する要領》が定め

られ、休日・夜間の正面玄関、及び駐車場（24 時間）には警備員が配備されている。 

・アスベスト問題に関しては迅速な対応により、平成 19(2007)年度にすべての飛散防止

処理を終えている。以後囲い込み箇所のアスベスト除去工事を実施し、平成 24(2012)

年度にすべて工事を完了する予定になっている。 

・本学では、前述のように全学生を対象に届出制を基本とする駐車場の使用が可能であ

り、多くの学生が車両通学をしている。このため、協学会では 9-1-①(p.96) に記述し

たマイカークラブの協力のもと、手稲警察署(スタート時は西警察署)との連携による、

本学学生及び教職員の交通安全意識の向上を目的とした「100 日間セーフティラリー」

を平成 6(1994)年より毎年実施し、交通事故防止の一助としている（基準 10-3-①に再

記述）。 また学内駐車場の車両専用口には、1.6kW照明の付いたゲート 2 基を設置し、

夕暮れ時や夜間の歩行者や自転車利用者への安全に配慮している。 

・モバイル・キャンパス環境を享受する各人が情報資産に係る脅威と脆弱性を認識し、

人的セキュリティが重要な位置にあることを周知徹底させるとともに、各人の持って

いる権限と責任を明らかにし、情報セキュリティを確保するために、ネットワーク・

セキュリティポリシー及びウィルス対策等の各種ガイドラインを策定している。 
 

（２）９－２の自己評価 

・全学的な「防火等管理対策」のもと、各実験室・ゼミ室にもその部屋の目的、用途に

応じ 適化された「安全管理点検マニュアル」が整備されている。 

・車両通学の届出制への移行に伴い、学生の関与する交通事故の増加が懸念されたが、

「セーフティラリー」などの活動もあり、事故数はむしろ大きく減少した。「セーフ

ティラリー」は毎年その日数を 1 日ずつ増やしており、本年は 117 日間となっている。

今後もこの活動を継続し、全学の交通安全意識の向上に努める。 

・モバイル・キャンパスが本格稼動し始めた当初、平成 13(2001)～14(2002)年頃は、学

内ネットワーク上でのウィルス被害の拡大が深刻な状況となっていた。本学では、ウ

ィルス対策ソフトウエアを学生に無償配付し、併せて情報倫理やセキュリティに関す

る啓蒙を行った結果、現在では良好なネットワーク環境が維持されている。 
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（３）９－２の改善・向上方策（将来計画） 

・本学ではこれまでに、実験や実習に伴う大きな事故は一度も報告されていないが、今

後とも安全な環境維持に努める。「安全管理点検マニュアル」については、年 1 回の

定期的な整備を継続する。 

・施設の耐震性への対応については、当面は体育館の新築に限られるが、すべての校舎

に対して現在の耐震基準に基づく安全確保・監視を怠ることなく、教育施設全体の老

朽化対策計画を実効あるものとしていく。 

 

９－３．アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が整備

され、有効に活用されているか。 

 大学の校舎群は、これまで２階レベルでのスカイウォーク（空中渡り廊下）による歩行

動線で結ばれてきた。これにより、寒地積雪地域のキャンパスで増築してきた教育施設群

が連結され、講義、演習、実験に向かう学生や教員のスムーズな移動が可能になっている。 

 Ｇ棟講義室は、正方形の平面形状の教室にすることによって、大講義室であっても教員

と後方座席の学生の距離を近付けている。また、教室前面部の天井高を一般的な 3,000mm

より高い 3,450mm に上げることで、普通教室では稀な大型スクリーンが設置でき、画面

の視認性の高い教育環境となっている。プロジェクタについても、平成 22(2010)年度、全

29 教室の設備をより視認性の高い装置に入れ替えている。 

 新講義棟の竣工に伴って、既存校舎における教室、ゼミ室、実験室、研究室及び事務室

等の再配置を行った。それまで、学科の増設や学生数の増加のたびに校舎の増築を重ねた

結果、学科ごとの明確な区分がなくなり混在状態となってしまっていた。新講義棟の建設

を機に、QoCL 向上に向け新校舎とのリンクを考慮した上で、総合的で抜本的なキャンパ

スの再構成を図ることになった。 

 平成 13(2001)年 4 月から 12 月にかけては、既存校舎の１号館､２号館､３号館を全面的

に改修し、同年 8 月に設備機器などの再配置を行った。また、平成 20(2008)年度の４学部

８学科への改組再編に対応する校舎内の学部、学科ゾーン形成のために、研究室・ゼミ室

の移動と新たな教育空間の創出のための改修を行った。  

アルコーブ（オープンスペース、溜りの空間）は、「大学共有スペース」に加え「学科

スペース」にも設けられ、LAN 端子や椅子・テーブルを配置するだけでなく、各学科の資

料や模型あるいは解説用パネルなどが用意されている（アルコーブの空間数 32 箇所、104

卓､390 席）。このスペースは、Ｇ棟を除き 24 時間利用可能であり、学生たちの憩いの場、

学習の場として利用されている。 また本学では、４年次生全員を対象に卒業研究を中心と

した研究学習スペースであるゼミ室を提供している。十分な空間を持ち、24 時間対応のい

つでも研究に没頭できる学習環境である。 

この他にも、生活厚生施設設備の一つとして、平成 7(1995)年に銀行の ATM が正面玄関

中央ホールに設置された。その後、設置の希望が多かった郵便局の ATM が平成 14(2002)

年に同ホールに設置されて合計 2 台となり、学生や教職員のみでなく近隣住民にも利用さ
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れている。また同年には、Ｇ棟１階事務室前に各種証明書の自動発行機を設置した。証明

書の即日発行が可能となり、更に平成 16(2004)年には、Ｇ棟１階に大型プラズマディスプ

レイを設置し、映像によって学生に各種情報を提供するシステムを整え、平成 22(2010)

年、図書館 1 階ギャラリーにも同情報を放映している。 
 

（２）９－３の自己評価 

・従前からの課題であった、既存研究棟内に残る幾つかの講義室の設備については、そ

の形状に応じて順次Ｇ棟設備に準拠した改修を進めてきており、学科全体で実施され

るセミナー・少人数教育等、多様化する授業形態にも対応した教育環境の整備が進め

られている。 

・現在、9-1-(3)、9-2-① に記述した体育館の新築を手始めとする「キャンパス将来計

画マスタープラン」の策定に着手しているが、その構想の中には、北国の大学キャン

パスのアクティビティを支えるアトリウム空間の配置計画がある。すでに G 棟は開放

的な室内型街路（ガレリア）を持ち、現在設計中の新体育館は広場型アトリウムとし

て、学生コミュニケーションを誘発する環境となる。 
 

（３）９－３の改善・向上方策（将来計画） 

・上述した「キャンパス将来計画マスタープラン」は、「(1)事実の説明」中に記述した

新講義棟の建設を機に進めてきた「抜本的なキャンパスの再構成」を、更に本格的に

推し進めようという構想に基づいており、今後についてはその具現化により教育研究

環境の更なる整備を実現していく。 

 

［基準９の自己評価］ 

・本学の敷地面積は、図 9-1-1 に示すとおり現状の施設設備を配置して余りある広大な

ものであり、緑の多い快適なキャンパス環境を実現している。 

・教育研究活動に必要な施設設備は、適切に整備され活用されている。 

・メディアセンター（情報系）が維持、管理するネットワーク環境により、快適なモバ

イル・キャンパスが維持されている。 

・既存の校舎群やバス待合所、図書館、HIT プラザ（学食、コンビニ等）を有機的に繋

ぐ「連結器としての新講義棟（Ｇ棟）」は、学習教育センターとしてキャンパス南ゾ

ーンを形成し、モバイル・キャンパスの中核施設として機能している。 

 

［基準９の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・企画室による「キャンパス将来計画マスタープラン」、その具現化となる「キャンパ

ス年次計画」の策定を中心として、今後も学園生活の質（QoCL）向上を牽引しうる

生活空間の提供方法についての検討を進めていく。 

・企画室内の「キャンパス将来計画委員会」及び「教育施設企画委員会」での議論を通

して、工科系大学として、学生の自由な発想に基づく「ものづくり」を可能とする場

の提供について検討していく。 
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基準１０．社会連携 

 

１０－１．大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１０－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物

的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

◆大学施設の開放 

大学キャンパスの地域への開放を目指し本学は、平成 12(2000)年から平成 16(2004)年

の間に稲山通沿いの金属製フェンス及び開学以来の正門の撤去を暫時行い、自由に緑地を

利用できるように開放してきた。更に、道路境界にエゾムラサキツツジの植栽を進めてお

り、地域の緑化にも積極的に協力している。キャンパスの一部は、札幌市の「広域避難場

所」に指定されている。昭和 60(1985)年に札幌市営バスの停留所「工業大学前」を誘致し

て以来のバス待合所は、新講義棟に繋げて改築し学生のみならず地域の方々の利用も多い。

全面ガラス張りで見通しの良いこの施設は、平成 17(2005)年近隣住民の推薦により「第

12 回札幌市都市景観賞」を受賞した。本学の開かれた大学の理念が、地域社会と結ばれた

一例と考える。講義棟は、基準 9-1-①に記述したとおりその公共性を含め、平成 18(2006)

年に「公共建築賞優秀賞」を受賞している。 

なお、図書館は地域住民や卒業生にも開放しており、図書の貸出、予約、複写、レファ

レンス及び図書の照会、検索等のサービスを提供している。平成 22（2010）年度からは

図書館の土曜開館を行い利用の利便性を向上させている。 

◆公開講座の実施状況（【資料 11-2]】参照） 

昭和 53(1978)年度に「市民講座」の名称で開催したのが、本学の公開講座の端緒である。

大学が有する教育や研究の成果を地域社会に還元すべく、市民講座の他、公開講座・公開 

 

表１０-１-１ 平成 20 年度以降に開催した主な公開講座 
 

年 度 公開講座名（開催地） 支援団体等 

平成20(2008)～ 生産管理エキスパート塾（学内） (財)北海道銀行中小企業人材育成基金 

平成 21(2009) 北海道工業大学技術移転セミナー（青森市） 青森県県土整備部、青森県建設業協会等

平成 21(2009) 
手稲区民講座 
北海道工業大学市民公開講座（札幌市） 

手稲区民センターとの共同開催(２回) 

平成 21(2009) 
北海道工業大学青少年公開講座 
「でんきモノづくり教室」（北見市） 

北見市教育委員会、同窓会北見支部 

平成 22(2010) 
北海道工業大学技術移転セミナー 
（上富良野町） 

上富良野建設業協会(主催) 

平成 22(2010) 
北海道工業大学公開講座 
「ツクルヨロコビ×ヨロコビツクル」（学内）

北海道尚志学園高等学校 

平成 22(2010) 
手稲区民講座 
北海道工業大学「市民公開講座」（札幌市）

手稲区民センターとの共同開催(２回) 

平成 22(2010) 
北海道工業大学青少年公開講座 
「でんきモノづくり教室」（網走市） 

網走市教育委員会、同窓会網走支部 

平成 22(2010) 
北海道工業大学公開講座「上質なせっけんを
手づくりしてみよう（実践編）」（学内） 

  

平成 22(2010) 
平取町成人文化講座「上質なせっけんを手づ
くりしてみよう」（平取町） 

平取町教育委員会(主催) 



北海道工業大学 

-102- 

セミナー・先端技術者啓発講座・社会人技術者講座・HIT オープンキャンパス・キャンパ

ス講座等名称は様々であるが、大学キャンパスをはじめとして札幌市内及び北海道各地で

開催してきた。前ページの表 10-1-1 は、平成 20（2008）年度以降に実施した主な公開講

座を示している。 

◆高等学校との教育連携（【資料 11-3】参照） 

平成 11(1999)年に高校生が科学をより楽しく学ぶことを目的に、北海道高等学校文化連

盟石狩支部理科専門部・生徒の研修会が本学で開催された。石狩管内の 8 高校から 46 人

の高校生が訪れ、工学の各分野 6 テーマで実習を行った。この研修成果は北海道の研究集

会で発表された。 

平成 15(2003)年には、北海道札幌稲北高等学校、北海道札幌手稲高等学校とそれぞれ高

大連携に関する覚書の調印を行い、本学が用意する学習プログラムに高校生が参加する「教

育連携講座」がスタートした。いずれも理科に対する理解と学習意欲を高め、地域の科学

技術教育活動の普及に寄与することを目的とするものである。 

高大連携は、その後新たな締結が進んでおり、平成 23（2011）年 8 月現在 6 校と締結

している。表 10-1-2 は高大連携締結校を示す。表 10-1-3 は、平成 20（2008）年度以降の

連携教育受け入れ校数とその人数を示す。 

 

表１０-１-２ 高大連携協定締結高校 
 

年 度 連 携 高 校 

平成 15(2003) 北海道札幌稲北高等学校
*
、北海道札幌手稲高等学校 

平成 16(2004) 北海道琴似工業高等学校 

平成 19(2007) 北海道札幌稲西高等学校
*
 

平成 20(2008) 北海道札幌工業高等学校 

平成 21(2009) 北海道札幌新川高等学校 

平成 23(2011) 北海道札幌あすかぜ高等学校 

     * 北海道札幌稲北高校、北海道札幌稲西高校は北海道札幌あすかぜ高等高校に再編統合 
 

表１０-１-３ 高大連携教育受け入れ校数と受け入れ人数 
 

年 度 受け入れ校数 受け入れ人数 

平成 20(2008) ４ 598 

平成 21(2009) ４ 438 

平成 22(2010) ５ 586 

 

◆その他、人的資源の社会への提供（【資料 11-4】参照） 

・「総合的な学習の時間」等への協力－小・中学校、高等学校での「総合的な学習の時

間」の実施もあって、本学に出前授業等の要望が多く寄せられている。そこで、本学

教員から提供されたテーマ（平成 20[2008]年度は 230 テーマ、21[2009]年度は 230

テーマ、22[2010]年度は 231 テーマ）を公開し、広く学外からの要望に応じられる態

勢を整えている。平成 20[2008]～22[2010]年度の実施校は、それぞれ 34 校、32 校、

28 校である。 

・青少年対象の教育連携－北海道科学の祭典、手稲区家庭教育学級合同学習会など子供

達の理科離れ対策をはじめとして、地域の教育に関連した行事に対して積極的に学内
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施設の提供や人的支援を行っている。平成 18(2006)年度以降「青少年のための科学の

祭典」を実施しており、それぞれ延べ 600 名、あるいは 800 名を超える子供の参加を

得ている。更に平成 19(2007)年、21(2009)年度には、「わくわくドキドキ！科学おも

ちゃをつくろう」、日本学術振興会との共催による「ひらめき☆ときめきサイエンス」

夏休みキッズ科学技術セミナーを開催している。また、平成 21(2009)年 9 月には、北

見市教育委員会と同窓会北見支部の後援のもと、小学生高学年を対象に「モノ作り」

をとおして理科の楽しさを体験してもらう青少年公開講座を開催した。平成 22(2010)

年 10 月には、網走市教育委員会と同窓会網走支部の後援を得て小学校高学年を対象

とした青少年公開講座を開催した（【資料 11-8】Hit News Vol.5 参照）。更に、同月北

海道尚志学園高校の協力を得て大学祭の中で公開講座を 9 件実施した。 

◆献血活動 

ローバースカウト部の提唱により、毎年春と秋の 2 回、北海道赤十字血液センターか

ら献血車が来学し多数の学生や教職員が献血に協力している。ローバースカウト部はこれ

まで、ボーイスカウト活動の青年指導者としての協力、「YOSAKOI ソーラン祭り」に参

加する身体障害者チームヘの協力、北海道赤十字血液センターが組織している学生ボラン

ティア団体「トマトクラブ」への参加、平成 14(2002)年に開催した障害者世界大会札幌大

会へのボランティア支援、ユニセフヘの募金協力などを行っている。 
 

（２）１０－１の自己評価 

・平成 15(2003)年度にスタートした本学図書館の学外者利用制度は、土曜開館により利

用者の利便性向上を図っており、現在では登録者数が 315 名と着実に定着している。 

・社会人を対象とした公開講座は、平成 20(2008)年度から、生産管理エキスパート塾

として継続的に実施している。その他、地域からのニーズに対応して青森市、上富良

野町、平取町等でセミナーを開催している。 

・高大連携は、その締結高校数、連携教育への参加者数が着実に増加している。 

 ・青少年の理科・科学への教育・学習意欲向上のため「青少年のための科学の祭典」に

継続的に施設を提供し、多くの参加者を得ている。また、道内各地域の教育委員会お

よび同窓会の協力を得て、小学校高学年を対象とした青少年公開講座を開催している。 
 

（３）１０－１の改善・向上方策（将来計画） 

・社会人を対象とした公開講座については、平成 19(2007)年度より 5 か年にわたり「生

産管理エキスパート塾」を開講してきており、当初の目標どおりの成果を得た。今後

は地域のニーズに適合した新たな公開講座を発案し積極的に展開していく。 

・高大連携教育の提携校は着実に増加している。しかしながら高校側の希望が特定の時

期に集中すること、特定の教員に過度の負担が生じることなどの問題も生じている。

今後は、こうした問題を解消するため授業担当依頼計画を立てるなどして連携教育の

一層の充実を図る。入学後の単位認定を含む高大連携については、現状では時間割の

編成上の問題があり困難な状況にあるが、継続して情報を収集する。 

・我が国の継続的な産業活力維持のためには、理科・科学への興味・学習意欲の向上が

重要課題であり、青少年対象の教育啓発活動、子供たちの理科離れ対策をはじめとす

る教育関連行事には、今後とも積極的に関わっていく。 
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１０－２．教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１０－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。 

寒地技術と先端技術を産業界に還元するため、基礎並びに応用研究の推進と学外との研

究交流の支援を目的として、寒地総合技術センターが産官学連携（【資料 11-5】参照)のた

めの仲介を担ってきた（平成 21[2009]年度からは研究支援センター、基準 5-3-③ p.68 に

も記述)。このような基本態勢のもと、大学の先端技術を実用化して新製品を開発するとと

もに、企業との連携を図る大学発のベンチャー企業が設立され、あるいは地域社会に貢献

する様々な研究が推進されている。 

◆学外からの委員・研究会への参画依頼 

 本学の教員に対しては、その専門性から国・自治体等が開催する委員会、学会が開催す

る研究会への委員委嘱が多く、依頼件数は平成 20(2008)年度～22(2010)年度の 3 か年につ

いて、それぞれ 134 件、131 件、104 件を数えており、各専門分野において国、地方自治

体、民間企業の事業の実施や研究の推進上、重要な役割を果たしている。 

◆大学間の連携 

「さっぽろ大学連携ネットワーク会議」「さっぽろ地・学連携フォーラム」に参加し、

他大学と情報交換を行っている。道内大学及び札幌市市長政策室、北海道経済産業局等が

加盟する「札幌圏大学間連携を考える会」では、札幌市が主催し東京で行う観光イベント

に資料参加を行った。平成 22(2010)年度には「札幌駅前通地下空間広場の活用手法」を募

集する活動に札幌圏の大学とともに参加し、アイデアコンペで最優秀賞を受賞した（【資料

11-8】Hit News Vol.5,6 参照）。 

共同研究の一つには、武蔵工業大学との「インターネットを利用した遠隔地共同授業・

共同実施」の事例があるが、この成果は平成 13(2001)年、授業の質的向上に寄与する優秀

な研究であるとして「文部科学大臣賞」（最優秀賞）を受賞している。 

◆学外からの受託研究の状況 

 平成 20(2008)年度までは寒地総合技術センター、平成 21(2009)年度からは研究支援セ

ンターが学内外に対応する窓口であり、平成 11(1999)年度以降毎年 50 件程度の受託研究

を受け入れている。この他、学外からの研究費の受け入れとしては、奨学寄附金によるも

のがある。表 10-3-1 に平成 20(2008)年度～22(2010)年度の学外からの受託研究、奨学寄

附金の件数および金額を示す。 
 

表１０-３-１ 平成 20 年度以降の受託研究、奨学寄附金の件数および金額 
 

年 度 受託研究 奨学寄附金 合 計 

 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 

平成 20(2008) 33 35,278 25 17,220 58 69,718 

平成 21(2009) 24 31,845 22 13,700 46 45,545 

平成 22(2010) 24 26,726 16 7,970 40 34,696 

 

以下に、学外からの研究依頼が実用化に繋がった例として、その内の二つのテーマにつ

いて記述する。 
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(a) 生態学的混播混植法の研究 

森から拾い集めた様々な樹木の種を 2, 3 年で苗に育て、植樹場所へ移して数種類を混

植した後、生存競争による自然淘汰に任せて森林再生を図る方法を、札幌の石狩川河川

敷をはじめ旭川、釧路などの河川敷地で実施している。平成 12(2000)年には石狩市茨戸

川で、「環境市民フォーラム」の人々が本方法で植樹を実施し、河川敷地の緑化を図っ

た。平成 17(2005)年度には、洞爺湖畔の火山防災施設の環境整備に採用され、平成

20(2008)年度開催の「北海道洞爺湖サミット」において本方法による植樹が実施された。 

(b) 超小型人工衛星の研究と地域利用の可能性 

農作物の作柄観察、観光情報の提供など様々な地域利用の可能性を秘めた、軽量、低

コスト次世代型超小型衛星「マイクロサット」の研究を行っている。平成 15(2003)年に

は「地上の星プロジェクト」という名称で、人工衛星用としては初めて大容量送受信が

可能なレーザー光通信システムの実験に成功した。更に平成 18(2006)年 9 月 23 日、鹿

児島県の内之浦宇宙空間観測所から M-V ロケットにより、太陽観測衛星とともに道産子

衛星『HIT-SAT(ヒット･サット)』が地球周回軌道に投入され、北海道初の人工衛星の

打上げが成功した。 

◆技術移転イベントへの参加 

北海道経済産業局が中心となり開催している「北海道技術・ビジネス交流会」には、平

成 11(1999)年から研究成果を出展してきた。 

 更に、文部科学省と経済産業省の共催である「イノベーション・ジャパン－大学見本市」

は、現在国内最高のシーズ・マッチング行事であるが、本学は平成 16(2004)年の第 1 回よ

り参加し、研究シーズと企業ニーズのマッチングを探るとともに、全国レベルの産学連携

を図っている。 

◆国際交流（【資料 11-7】参照) 

平成 8(1996)年に、フィンランド・オウル工科大学のマンキネン学長ら 4 氏が本学を訪

問され、これを契機に交換留学がスタートした。双方から留学生を毎年 1 名ずつ派遣する

ことを内容とする相互交流協定を取り交わし、この協定に基づいて、毎年 5 月にオウル工

科大学から本学へ、8 月には本学からオウル工科大学へと、ともに 2 か月間の滞在日程で

相互交流学生を派遣している。平成 20 年(2008)年度からは相互の単位付与制度が実現し、

本学からの留学生には特別科目「フィンランド文化理解」が開設されている。教員の派遣

についても平成 20 年(2008)年度から実施しており、これまでに 2 名の教員がオウル工科

大学を訪問している。 

また、平成 22(2010)年 2 月から 11 月まで、海外から 27 か国延べ 90 名の来学者に対し

て本学の紹介やキャンパスツアー、教員や学生との交流を実施した。 
 

（２）１０－２の自己評価 

・本学教員は、これまでの研究実績により、多数の委員会・研究会に参加して社会貢献

している。 

・本学では、立ち上げたベンチャー企業が「研究成果をここまで事業化を進めた事例は

少なく、今後の大学ベンチャーの手本となる」との理由により、札幌商工会議所「北

の起業家」表彰制度の奨励賞を受賞した実績がある。今後は、これに続く大学発のベ
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ンチャー企業の創出や大学が生んだ研究成果の普及の促進が必要である。 
 

（３）１０－２の改善・向上方策（将来計画） 

・他大学との交流（大学間連携）については、札幌市が企画する各種の会議・フォーラ

ムに今後も積極的に参画し、情報交換を進めていく。なお、FD・SD 活動に関する北

海道地区の推進協議会が、平成 21(2009)年 10 月に設立されており、本学はその幹事

校としてその役割を積極的に担っていく。 

・交換留学については枠の拡大を目指しており、平成 24(2012)年度からは交換留学生の

人数の増加、または滞在期間の延長を実施する予定となっている。 

・本学でも《職務発明等規程》が制定され（基準8-3にも記載）、知的財産を大学が承継

できる制度が確立しているが、現在までには大学としての特許出願には至っていない。

今後、一層の知財認識の浸透を図り、学内知財の実利的な運用に取り組んでいく。 

・研究支援センターを中心に教育と大学運営に関わる校務との兼ね合いをルール化し、

外部資金の積極的な導入促進のために検討を加える（基準 5、表 5-3-5 参照）。 

 

１０－３．大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１０－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 

◆地域連携協定 

これまで、周辺町内会との情報交換会をはじめこれまでの様々な交流を行ってきたが、

より実りある総合的なものにするべく、平成 20(2008)年 3 月、手稲区、本学並びに手稲区

連合町内会連絡協議会の三者で、「地域連携協定」を締結した。この地域連携協定の一環と

して、平成 22(2010)年 6 月に「新川通さくら並木植栽に関する覚書」が交わされ、本学教

授が開発した「生態学的混播混植法」を応用した植栽方法により整備が行われることにな

った（【資料 11-8】Hit News Vol.3 参照）。 

◆周辺町内会役員との情報交換会 

大学周辺の地域は多くの学生の居住地となり、平成 12(2000)年より周辺町内会と学生部

関係者との情報交換会を開催し、学生たちの生活マナーや、車両通学者の交通ルール遵守

などについて話し合いがなされている。本学クラブ部員が毎年実施している大学周辺のゴ

ミ拾いに対する感謝の声がある一方、下宿生などによる若者特有のゴミ捨て等、マナーの

悪さへの苦情の声も寄せられている。近隣に居住する卒業予定者に個別に注意喚起を行う

とともに、新入生のガイダンスの際にマナー等の注意喚起を行っている。なおマイカーク

ラブでは、基準 9-2-① に記述した「100 日間セーフティラリー」への協力に加え、全国

交通安全週間時に地域住民とともに交通事故防止運動に参画している。平成 22(2010)年７

月には本学において、手稲区連合町内会連絡協議会、手稲区との三者による意見交換会が

開催された（【資料 11-8】Hit News Vol.4 参照）。 

◆地域ゴミ拾いと雪かきボランティア（【資料11-4】参照） 

平成 11(1999)年度を初回として毎年春先に、協学会体育局系クラブのメンバーが集まり

大学周辺の道路や空き地などに放置されているゴミを片付けている。その後、文化局系ク

ラブの参加も得、大学周辺の町内会と合同の活動となった。また基準 4-3-③でも述べたよ
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うに、大学周辺地域のゴミステーション改善プロジェクト等、地域との交流や貢献をテー

マとした課題が、「夢プロジェクト」（基準 4-3-③参照）として採用されている。更には、

冬季ボランティア「雪かき隊」が平成 17(2005)年度より「夢プロジェクト」に採択され、

約 100 名の学生が参加して大学周辺の高齢者世帯の除雪を行っている。この取組みは継続

して実施され町内会から感謝状を受けるなどの成果を得ている。 

◆手稲区の地域行事やまちづくりへの参画 

本学は区内唯一の大学であり、「住宅地計画、まちづくり研究」の地域連携の実践とし

て、本学住宅地計画研究分野の教員と学生が「手稲区民まつり」に平成 4(1992)年から参

画した。この夏祭りに合わせて、子どもたちと提灯作りで参加する「ていね夏あかり」は

「北のまちづくり賞知事賞」を受賞した。毎年冬に手稲山で開催される「手稲山雪の祭典」

にはゼミ単位で学生、教職員が参加して地域との交流を深めている。 

平成 21(2009)年度は手稲区の区制 20 周年にあたり、その記念事業の式典において、エ

コキャップ運動の一環として学生が制作したペットボトルキャップでつくるモザイク画の

序幕式が行われた。制作の段階から市民参加型のイベントとして実施され手稲区から高い

評価を受けている。 

平成 23(2011)年 1 月には、本学学生による「ふるさと手稲歴史案内板」の設計・デザイ

ンを手稲区役所に提案・説明しており、今後、手稲区内に設置されることになっている（【資

料 11-8】Hit News Vol.6 参照）。また、平成 23(2011)年 2 月には、札幌市と「さっぽろふ

るさとの森づくりに関する覚書」を締結し、手稲区内の山口緑地の植栽活動に関する協力

を行うなど地域からの要請に様々な形で貢献している。 

◆山岳部と手稲消防団協力による山岳救助隊発足（【資料 11-4】参照） 

 近くに手稲山を有することから手稲消防団から依頼を受け、平成 19(2007)年に本学山岳

部の協力の下「手稲消防団山岳救助隊」が発隊した。『わがまちの山で起きる事故』に備え、

現在合同で訓練を重ねている。消防団内に山岳救助隊ができるのは道内初である。 

◆地域とのその他の交流 

平成 22(2010)年 10 月、手稲区が企画し小学生を対象とした「手稲タンケンツアー」へ

の協力を行った。本学大学祭には多くの市民が訪れ、恒例の花火大会や各種模擬店は地域

の子供達で賑わっており、フリーマーケットには多くの区民が出店・参加している。また、

学内における諸活動を広く地域住民に理解してもらうことを目的に、広報誌「HIT News 

letter」は、本学周辺の約 25,000 戸へも配布してきた。平成 21(2009)年からは、学内から

の情報発信は、大学ホームページ上に「Hit News」（【資料 11-8】）として掲載している。 
 

（２）１０－３の自己評価 

・手稲区唯一の大学として、平成 20(2008)年 3 月に手稲区、本学並びに手稲区連合町内

会連絡協議会の三者で、「地域連携協定」を締結し地域連携に積極的に貢献している。

本学は、「ていね夏あかり」等の地域行事に継続的に貢献している。 

・恒例となった本学学生と地域住民による地域ゴミ拾い、本学学生の雪かきボランテイ

アなど地域との共存が図られている。 

・地域の街づくりにも積極的に参画し、新川通さくら並木植栽、山口緑地の植栽活動、

ふるさと手稲歴史案内板等、様々な形で貢献している。 
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（３）１０－３の改善・向上方策（将来計画） 

・アパート住まいや下宿生などによるゴミ捨てや騒音等、マナーの悪さ、卒業時期の大

型ゴミ路上放置については、学生に対する指導の強化を図り、今後とも地域社会との

連携を強めて対策に当たる。 

・地域ボランティア、手稲区内の地域行事、まちづくりへの参加は、学生の人間形成や

技術力形成に大きく貢献しており、今後とも積極的に取り組んでいく。 

 

［基準１０の自己評価］ 

・平成 22(2010)年度の本学教職員による自治体の各種委員、研究会への参画等は、延べ 

189 件となっている。これは、本学教員の専門性の高さが評価されたものである。 

・防災、自然保護、環境保全、農業振興など北海道という地域の特殊性に根ざした多く

のユニークな研究成果により地域社会発展への寄与が続けられている。 

 

［基準１０の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・本学はその基本理念として地域社会への貢献を掲げており、産業界との連携・技術移

転イベント等へ積極的な参加により工学技術の教育研究を推進するとともに、寒冷地

特有の技術開発及び生活を支える技術の啓発等を通し、地域社会発展への継続的な貢

献を目指す。 

・東北工業大学とは、これまで体育系クラブ活動の定期戦により交流を深めていたが、

平成22(2010)年度からは講演会・FD 研修会での講師を相互に派遣しており、今後、

更に教育研究面における交流を推進する。また、道内他大学との連携も深めていく。 

・手稲区、本学、手稲区連合町内会の地域連携は、愛着と誇りの持てるまちづくりと人

材育成の観点から着実にその成果を上げているが、更に、地域行事への協力や街づく

りへの一層の貢献を目指す。 
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基準１１．社会的責務 

 

１１－１．高い公共性を有する機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営が

なされていること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１１－１－① 高い公共性を有する機関として必要な組織倫理に関する規定がなされて

いるか。 

・「本学の建学の精神」に、その使命として「ヒューマニティとテクノロジーの融合を

教育理念の中心に据えて、工学に関する基礎的知識に加えて、深く専門の学術を教

授・研究し、広く応用能力を涵養して創造性豊かな学識と健全な心身とを備えた有用

な人材を育成することにより、産業界の発展と地域社会の活性化に寄与する」と定め

られている。更に本学教職員の行動の基準となる規程として、《学校法人北海道尚志

学園就業規則》、及び《北海道工業大学就業細則》、《北海道工業大学職員服務心得》

が定められている。 

・学生及び教職員の一人ひとりが個人として尊重され、快適な環境のもとで勉学、教育･

研究及び職務を遂行することができるよう、セクシュアル・ハラスメント、アカデミ

ック・ハラスメントの防止、及び対応について必要なことを定めた《北海道工業大学

ハラスメント対策に関する規程》が整備されている。〔【資料 12-5】参照〕 

・21 世紀の人類的課題である地球環境問題への本学の取組みとして、《北海道工業大学

環境マネジメントシステムに関する基本規程》、及び関連する諸規程（環境影響評価

規程、環境教育・訓練規程、環境情報伝達規程、環境文書・記録管理規程、環境測定

業務規程、環境不適合是正予防処置規程、内部環境監査規程）が定められている。〔【資

料 12-3】参照〕 

・個人情報が個人の人格と密接な関連を有するものであり、個人が『個人として尊重さ

れる』ことを定めた憲法 13 条の下、慎重に取り扱われるべきであることを認識する

とともに、多くの個人情報を取り扱う教育機関として、このような個人情報の性格と

重要性を十分に認識し、その適正な取扱いを図らなければならないとの基本理念に立

脚し、《北海道工業大学個人情報保護規程》が定められている。〔【資料 12-4】参照〕 

１１－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、誠実に運営されているか。 

・《ハラスメント対策に関する規程》に基づき「人権委員会」が組織され、その活動内

容として、「セクシュアル及びアカデミック・ハラスメント」に関し 

① ハラスメントの発生防止に関する啓発 

② ハラスメントに関する相談等への対応 

③ ハラスメントに関する事実の確認、調査および報告書の作成 

等が定められている。これに基づき、「ハラスメントをさせない、しないためのハラス

メントガイドライン」というリーフレットを発行し、教職員・学生に配付するなど啓

蒙活動を行い、また、本学ホームページ上にガイドラインのページを設け、ハラスメ

ントの具体例や本学としての対応、相談方法などを公表している。 

・次ページの表 11-1-1 に示すように､毎年「人権委員会」主催の講演会を開催している｡ 
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・《環境マネジメントシステムに関する基本規程》に基づき、環境教育の重視と ISO14001

を準用した「環境マネジメントシステム（EMS: Environmental Management 

System）」を構築するため、環境アドミニストレータをおき、また「環境マネジメン

ト推進委員会」「内部環境監査委員会」が組織されている（図 11-1-1）。 

・全学科で「技術者の倫理」等の科目を開講し、環境問題の取組みをはじめ、技術者と

して身に付けておくべき社会的倫理を指導している。 

 

表１１-１-１ 人権講演会 実施状況 
 

年 度 講 師 講 演 題 目 

平成13年度 川村 昭範 セクシャル・ハラスメントとその判例の動向 

平成14年度 秀嶋ゆかり 大学における人権問題 

平成15年度 武井  明 学生相談からみた最近の学生像 

平成16年度 吉武 清實 「アカデミック・ハラスメント」-その問題と対応をめぐって- 

平成17年度 安岡  譽 「現代の学生気質と病理」-人権を侵害しないためにその理解と対応-

平成18年度 齋藤 真善 「発達障害について」-青年・成人期の内的世界- 

大西 祥子 相談室利用者の状況について 
平成19年度 

杉中  剛 軽度発達障害のある学生の支援について 

平成20年度 西村 武彦 
「大学と法律問題」‐アカハラ、パワハラの基本的対策 

‐保護者からのクレームへの対応 ‐発達障害の疑われる学生の支援

平成21年度 加藤  潔 「発達障害を抱える学生への支援」～学業や就労にむけて～ 

平成22年度 三上 謙一 
「いまどきの学生のこころ」 

 ～不適応を起こしやすい学生への理解と対応～ 

 
 

      
図１１-１-１ 本学の環境マネジメントシステム（EMS） 

 



北海道工業大学 

-111- 

・《個人情報保護規程》に基づき、「個人情報保護委員会」及び「個人情報苦情対応委員

会」が設置されており、平成 18(2006)年度からはガイダンス等で学生にも周知してい

る。 

（２）１１－１の自己評価 

・地球環境問題に対する取組みについて規定した《北海道工業大学環境マネジメントシ

ステムに関する基本規程》、及び関連する諸規程に謳われている内容は、いずれも現

代社会の重要な課題である。それらに対する取組みをエンジニアリングの最優先責務

として捉え、教職員と学生が一体となり省資源・省エネルギー、物質循環の追究を通

して、地球環境への負荷の削減、循環型社会の実現に寄与する努力を続けていること

は高く評価されるものと自負している。 

・「人権委員会」主催の講演会は、年末恒例の行事として定着し、教職員を中心として

多くの参加者が聴講している。〔表 11-1-1 参照〕 
 

（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・エネルギー使用量削減への取組みは、実質的効果が得られているが、平成 21(2009)

年度新たに経済産業省の「平成 21 年度省エネルギー計測監視等推進事業」として選

定され、エネルギーの『見える化』を推進して、更なる省エネルギーの本格的な実践

に取り組んでいる。自然再生などの環境課題への学生による取組みは学内での環境表

彰の対象になり、環境に関する人材育成に繋がっている。また内部環境監査を受ける

べく体制を整備していたが、平成 22(2010)年、平成 23(2011)年のそれぞれ 2 月に監査

を受けており、その結果を踏まえ、更に環境マネジメントシステムの充実を図るよう

検討を継続していく。 

 

１１－２．学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能して

いること。 
 

（１）事実の説明（現状） 

１１－２－① 学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能

しているか。 

・基準 9-2-①にも記述したとおり、 防火その他災害対策、施設物品の維持管理、盗難

の予防及び環境対策を含む、《北海道工業大学消防計画》が策定され自衛消防班が組

織されている。 

・本学が主催または企画して海外に学生が出向く交換留学、海外研修、海外語学研修等

に際し、事故または事件への対策について必要な事項を《学生の海外研修中の事故対

策に関する規程》で定めている。 

・本学ホームページに、マルチ商法やキャッチセールス商法等の悪質な詐欺の事例を周

知するページを設け、学生への注意喚起を行っている（【資料 9-8】参照）。学生の万

一のトラブルに関しては、学生支援課が窓口となり対応している。 

・学生の保護者との緊密な連繋及び協調体制を維持することが、様々な危機を未然に防

止するために重要であり、北海道工業大学親交会が組織されている（11-3-①に詳述）。 

・学生生活を送っていく上での様々な悩みに対応するために、学生相談室が設置されカ
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ウンセラーが勤務している（【資料 9-3】参照）。また、学生の学業不振に伴う進路変

更などへの早めの対応のため、セメスタごとに全学生の保護者に対して学業成績表を

郵送している。 

・入学試験実施時においては、学長を本部長とする入学試験実施本部を設置し、交通機

関の事故、悪天候、自然災害や、出題ミス等の対応に、また報道機関に対しては副本

部長である入試広報センター長や入試広報課長が窓口となり、取材・問い合わせに対

応する体制となっている。 

・学生の不祥事等に対しては、学生サポートセンター・学生支援課が中心となり「事件・

事故非常召集系統表」に基づき迅速に対応し、警察及び報道関係に対応している。ま

たクラス担任と保護者等が密に連絡を取り、学生の個別指導に当たっている。更に、

現在社会的に問題となっている大麻問題・法定伝染病（麻疹・新型インフルエンザ）

等を含め、学生の事件・事故のみならず、学生生活全般に対してスムーズに対応でき

るよう、今年度より《北海道工業大学危機管理規程》を策定し、「危機管理委員会」

について定めるとともに、緊急時には「危機対策本部」を設置することとしている。 
 

（２）１１－２の自己評価 

・《北海道工業大学消防計画》に基づいて学内の火災報知機の点検が定期的に行われ、

更に毎年 11 月には全学消防避難訓練が行われている。 

・各学科の防火管理担当者（主任教授）は、毎月学科内の防火等管理状況記録簿をまと

め安全で快適な環境維持に努めており、また実験室内の廃液等についても厳重な管

理・適正な処理を徹底している。 

・夜 8 時以降学内に居残る場合には、「学内情報システム」を通じて守衛室に残業連絡

を行うシステムとなっており、実験室等での万一の事故に備えている。 

・基準 9-2 自己評価欄に記述したように、各実験室・ゼミ室には、それぞれの安全点検

マニュアルが掲示され、万一の事故の際に被害を最小にとどめる努力がなされている。 

・基準 4-3-④で詳述した「PF 個別面談」は、サポートを必要とする学生が危機的状況

に陥る前の早期発見に効果的である。また入学生の多様化に伴い、学生相談室の利用

人数が増加しているが、各担当教員との連携も良好である。 
 

（３）１１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・学生相談室では、「学業関係」の相談に加え、特に以前に比べ「一人暮らし」や「学

生生活」「友人関係・対人関係」に関する悩みの割合が増えており、今後もますます

この傾向が強まるものと考えられる。「基準 4-3 の改善・向上方策」欄にも記述した

とおり、学生相談室における対応の多様性という観点からも、カウンセラーの数を増

やすとともに担任の充実化を目指しカウンセラーの過重負荷をなくすることにより、

カウンセリング体制強化の検討を開始している。 

・入学試験に関しては、その実施に係わる交通機関の事故、悪天候、自然災害、出題ミ

ス等への対応についての、危機管理マニュアルを可及的速やかに整備する。 

 

１１－３．大学の教育研究成果を公正かつ誠実に学内外に広報活動する体制が整備されて

いること。 
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（１）事実の説明（現状） 

１１－３－① 社会に対する説明責任の観点から大学の教育研究成果を公正かつ誠実に

学内外に広報活動する体制が整備されているか。 

・「自己点検評価報告書（その 1：研究活動）」を 3 年毎に発行し、また、「研究業績一覧」

を毎年度発行している。〔基準 7-3-① 参照〕 

・平成 21(2009)年 4 月に学内組織の再編を行い、従前の交流推進部、入試部等を統合し

て「入試広報センター」を設置し、教員組織については広報体制の一元化を実行した。

また、平成 22(2010)年 4 月に事務組織の再編を行い、従前の交流推進課、入試課等を

統合して「入試広報課」を設置し、事務組織についても広報体制の一元化を実行した。 

・総務課では、本学の学事、規程、組織・機構、人事、会議、行事、外部研究費、学内

研究費、表彰、刊行物等についてまとめた、「北海道工業大学学報」を定期的に発行し

ている。平成 16(2004)年度より（当時の担当は交流推進部）、省資源の観点から電子

媒体化され、学内 Web サイトから参照可能となっている。また、本学研究成果の社会

への還元を目的に、全教員の研究テーマやトピックスは、産学・地域連携の中の教員

紹介ホームページ（【資料 11-6】）に掲載している。 

・毎年 9 月に、本学親交会（【資料 13-2】参照）が主催する父母懇談会が道内外 7 会場

で開催され、学生の就学状況を説明するとともに、本学の教育・研究の現状について

報告している。本学での父母懇談会では、研究設備や成果を紹介する学内ツアーを行

っている。また、本学の教職員スタッフ全員を紹介した、『キャンパスみちあんない』

を親交会が発行し、保護者へ配付している。 

・入試広報センターは、本学の教育の特色、学生生活、教育研究活動等を紹介する入学

案内書を発行し、北海道・東北の高等学校を中心に配付している。またオープンキャ

ンパスでは、実験室公開や模擬講義、体験学習を通じて本学の教育・研究について高

校生に知らせる努力をしている。 

・同窓会（【資料 13-1】参照）は、会報『SETUREI』『雪嶺総会特集号』を発行し毎年

正会員に送付している。平成 21(2009)年度の送付数は 17,483 冊、22(2010)年度は

18,100 冊、23(2011)年度は 18,370 冊に達している。 

・平成 21(2009)年度から、ホームページの HIT トピックス及び在学生用の HIT ナビに

加え、JR 札幌駅、JR 手稲駅に設置している電子掲示板を利用し学内の情報を積極的

に発信、広報活動の強化を図っている。また、本学「大学案内書」を札幌市東京事務

所のパンフレットコーナーに設置し、首都圏での PR も行った。 

・企画室は、同窓会と本学の連携の窓口となっており、学長と同窓会長の出席のもと、

双方からの要望事項等について意見交換を行う懇談会を毎年 1 回開催している。 

・同窓会主催の技術交流会、地域懇話会（旭川､函館､帯広､釧路､北見､網走､青森）に本

学教員を派遣し、最新の研究成果や大学の現状について報告、理解を求めるとともに、

同窓生の本学に対する帰属意識の醸成、同窓生間の連携の強化に努力している。 

・本学の建築学科では、平成 16(2004)年度より毎年「教員および OB 建築展」を主催し、本

学常勤教員や非常勤教員の活動、並びに建築工学科卒業の OB 建築家の社会での活躍

を市民及び企業に紹介している。 
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（２）１１－３の自己評価 

・同窓会は、活発な活動により卒業生相互の親睦を厚くし、文化的、社会的向上を図る

とともに本学の興隆と進展に大きく寄与している。 
 

（３）１１－３の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の教育・研究に関する成果をいち早く広報する手段として、本学ホームページの

役割はますます重要となっており、今後も、企画室の下部組織である「ホームページ

企画委員会」を中心に、より一層の速報性と内容の充実を図っていく。 

・平成 22(2010)年度から教育・研究に関する成果を含む、研究者情報のデータベースの

構築を進めてきており、ホームページ上に専用サイトを設ける計画となっている。 

 

［基準１１の自己評価］ 

・ハラスメント対策、環境への取り組み、個人情報保護等に関する倫理規程が定められ、

これらは適切に機能している。 

・消防規程や夜間等の校舎利用に関する体制が整備され、教育研究環境の安全性、快適

性が確保されている。 

・同窓会や親交会との連携によって、本学の現状や教育研究活動の成果が卒業生、及び

在学生とその保護者に適切に周知されている。 

 

［基準１１の改善・向上方策 (将来計画)］ 

・「本学の基本姿勢」に謳われている「ヒューマニティとテクノロジーの融合」｢時代の

要請に即したプロフェッショナル教育｣「地域社会への貢献」を推進していくことが、

本学の果たすべき社会的責任であると認識している。この理念に基づき定められた教

育目的にあるように、「時代の要請に即した専門領域で輝きながら、北海道およびわ

が国の活性化を実質的に支え得る人材」を輩出すべく教育研究活動の展開を継続して

いく。 

・教育目的に謳われている人材を輩出していることを検証するための、調査方法や手段

について検討するなどの準備を進め調査と分析の後、検証と課題の整理を行っていく。 
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